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平成２９年度第４回松本市定例教育委員会付議案件 
 

［議案］ 
第１号  松本警察署との児童生徒の健全育成に係る相互連絡に関する協定書

の締結について 
第２号  平成２８年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価

について          
第３号  小学校教科用図書の採択について  
第４号  平成２８年度松本市学校給食費会計歳入歳出決算の認定について 
第５号  松本市公民館運営審議会委員及び松本市Ｍウイング文化センター運 
    営委員会委員の委嘱について 
 
［報告］ 
第１号  松本市科学博物館の臨時開館について 
第２号  夏季休業中の松本市立小・中学校閉庁について 
      
［周知］ 
 １   「第７０回お城盆踊り」の開催について 
２   彫刻家「洞澤今朝夫追悼展」－夢を織り込む－の開催について 

 ３   松本市市制施行１１０周年記念 
第３６回国宝松本城「薪能」の開催について 

 
［その他］ 
 
※ただし、議案第３号 小学校教科用図書の採択についての「平成２９年度松

塩筑安曇地区教科用図書採択研究協議会小学校教科用図書調査研究結果報告

書」は８月３１まで非公開。 
  また、内容が報告書に及ぶ場合は、非公開とします。 



教育委員会資料 
２９．７．２７ 

学校指導課・教育政策課 
議案第 １ 号 

 
松本警察署との児童生徒の健全育成に係る相互連絡に関する協定書の締結について 

 
１ 趣旨 
松本警察署管内の児童生徒の健全育成を図るため、松本警察署並びに松本市及び山

形村教育委員会が、より実効的な連携を図ることを目的とした協定書を締結すること

について協議するものです。 
 
２ 経過 
  ２７． ８． ４  長野県教育委員会と長野県警察本部との間で協定書の締結 

     １２． １  長野県教育委員会から長野市・飯綱町・信濃町・小川村の教

育委員会連名による長野中央警察署との協定締結に係る情報提

供 

        ２４  松本警察署生活安全課から協定締結について連絡 

  ２８． １．２１  教育委員研究会で協定締結について協議  

２９  松本警察署生活安全課及び山形村教育委員会と３者で協議 

３．１０  教育委員研究会で協定締結について協議 

２９． １． ６  松本警察署生活安全課と協定締結について打合せ 

    ３．１６  教育委員研究会で協定締結について協議 

 
３ 協定書（案） 
  別紙のとおり 
 
４ 協定の概要 
⑴ 背景 

ア 児童生徒の安全を脅かす犯罪や事故等が多発する中で、少年の非行問題などが

多発化、深刻化 

イ 特に、平成２７年２月２０日に発生した「川崎市における中学１年生殺人事件」

を受け、同年３月３１日付け文部科学省からの通知の中で、学校と警察の連携に

係る協定締結に向け積極的に取り組むことが明記 

⑵ 目的 

児童生徒の健全育成や安全確保のために同じ認識を持ち、より緊密な連携のもと

に効果的な対応を図るため。 

 ⑶ 対象者 

   松本市立学校及び山形村立学校の児童生徒 

⑷ 協定に基づく態勢の利点と効果 

ア これまでは、それぞれが一方的な立場での連携。協定という双方の立場で臨む

ことにより、これまで以上に学校と警察署との意識が統一され、連携強化が図ら

れる。 



イ 当該児童生徒の安全確保、非行等再発を防ぎ、規範意識の醸成及び立直りに向

けた具体的な支援や被害児童生徒への支援を確実に行うことが可能になる。 

⑸ 連携内容 

ア 一般的な情報交換 

イ 児童生徒の安全確保に必要な具体的な情報や個々の問題行動に着目した具体的

な情報の相互連絡 

⑹ 学校から警察への具体的な連絡対象事案 

ア 児童生徒の生命や身体等の保護が必要と思われるいじめ、虐待 

イ 被害者・加害者が複数校にまたがる集団的暴力行為等 

ウ 暴力団関係、暴走族関係及び不良グループに係る事案 

エ 児童生徒の犯罪被害等に係る事案 

オ 家出、自殺予告、殺害予告、爆破予告等 

⑺ 連携機関 

ア 松本警察署 

イ 松本市教育委員会及び松本市立小・中学校 

ウ 山形村教育委員会及び山形村立山形小学校 

 

５ 個人情報保護条例との関係 

松本警察署への連絡は、松本市個人情報保護条例第９条に基づく「外部提供」に該

当するため、以下の条件が必要 

ア あらかじめ児童生徒本人や保護者の同意を得ているとき（同条第２項第１号） 

イ 犯罪の予防や安全の確保など緊急やむを得ない理由があるとき（同条第２項第３

号） 

 

６ 実施期日等 

  協定の締結は８月上旬とし、協定の実施は、校長会等において周知後、平成２９年

９月１日から実施することとします。 

 

７ 参考 

⑴ 組合立鉢盛中学校については、平成２８年２月１日付けで協定を締結しています。 

  （連携機関）塩尻警察署及び管内の市町村等教育委員会  

（塩尻警察署、塩尻市教育委員会、塩尻市･辰野町中学校組合教育委員会、

朝日村教育委員会、松本市･山形村･朝日村中学校組合教育委員会） 

⑵ 長野県内では、２２警察署のうち松本警察署及び上田警察署を除く２０警察署で

管内の教育委員会と協定を締結しています。 

 

担当 学校指導課・教育政策課 
課長 横田 則雄・小林 伸一 
電話 ３３－４３９７ 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



松本警察署と松本市教育委員会、山形村教育委員会との間の児童生徒の健全育成に係る相互連絡

に関する協定書（案） 
 
松本警察署（以下「甲」という。）及び松本市教育委員会・山形村教育委員会（以下「乙」とい

う。）は、児童生徒の安全を脅かす犯罪や事故等が多発する中で、少年の非行問題が多様化、深刻

化してきている現状を踏まえ、松本市内における市立学校の児童生徒及び山形村内における村立

学校の児童生徒（以下「児童生徒」という。）の安全の確保と非行の防止を図るとともに、豊かな

感性や情操、思いやりの心などを育み児童生徒の健全育成を推進するため、相互の連携に関し、

次のとおり協定する。 
 
（目的） 

第１条 この協定は、甲と乙が、自らの役割を果たしつつ、問題の所在を相互に理解し、緊密な

連携のもとに効果的な対応を図ることを目的とする。 
 
（名称） 

第２条 この協定に基づく施策の名称は、「松本警察署管内の児童生徒の健全育成に関する学校と

警察との相互連絡制度」（以下「連絡制度」という。）とする。 
 
（連携関係機関） 

第３条 これの連絡制度において連携する関係機関（以下「連携機関」という。）は、次に揚げる

機関とする。 
⑴ 甲及び事案を担当した警察署 
⑵ 乙並びに市・村立の小・中学校（以下「学校」という。） 

 
（連携の内容） 

第４条 連携機関は、一般的な情報交換による連携はもとより、児童生徒の安全を確保するため

に必要かつ具体的な情報及び個々の問題行動に着目した具体的な情報を相互に連絡することに

より、実質的な連携を図るものとする。 
２ 甲及び乙は、必要に応じて、関係する学校と協議を行い、次条の対象の事案について具体的

な対策を講じるものとする。 
 
（相互連絡の対象事案等） 

第５条 この連絡制度に係る相互連絡の対象事案は、次に掲げる事案とする。 
⑴ 安全確保のための相互連絡の対象事案 
ア 不審者に関する事案 
イ その他児童生徒の安全を確保するために必要な事案等 

⑵ 警察署から学校への連絡対象事案 
ア 児童生徒が身柄付送致又は身柄付通告された事案のうち、警察署が学校との連携を必要

と認めるもの 
イ 児童生徒の非行及び不良行為が共犯で行われた事案並びに関係者が複数にわたる事案で、

別 紙 



他の児童生徒に影響を及ぼすおそれがあり、警察署が学校との連携を必要と認めるもの 
ウ 児童生徒が犯罪等の被害に遭った事案で、警察署が学校との連携及び継続的な支援が必

要と認めるもの 
エ その他事案の内容から、児童生徒の非行、犯罪被害を防止し、又は健全育成のために警

察署が学校との連携を必要と認めるもの 
⑶ 学校から警察署への連絡対象事案 
ア 重大かつ深刻ないじめ、暴力行為等の犯罪の可能性が高く、学校が警察署との連携を必

要と認めるもの 
イ 児童生徒の生命、身体又は財産を保護するため、学校が警察署との連携を必要と認める

もの 
ウ 児童生徒が犯罪被害に遭うおそれがあり、学校が警察署との連携を必要と認めるもの 
エ その他事案の内容から、児童生徒の安全確保のため、学校が警察署との連携を必要と認

めるもの 
２ 連絡の必要性については、対象事案を取り扱った連携機関が、それぞれ判断するものとする。 
 
（相互連絡の範囲） 

第６条 この協定による相互連絡の範囲は、対象事案に係る児童生徒の氏名、対象事案の概要及

び対象事案に関係する児童生徒の安全確保、再非行・被害防止並びに健全育成に資するため必

要な情報とする。 
 
（連絡責任者等） 

第７条 連携機関による連絡責任者は、次の各号に揚げるとおりとする。 
⑴ 甲     松本警察署生活安全担当管理官 
⑵ 乙     松本市教育委員会 教育長 

山形村教育委員会 教育長 
⑶ 学校    学校長 

２ 連絡責任者は、それぞれ連絡担当者を指定するものとする。 
３ 連絡責任者又は連絡担当者は、相互に連絡制度の目的に沿って、面接又は電話により、速や

かに連絡を行うものとする。 
４ 甲は長野県警察本部へ、学校は乙へ事案報告を行い、適切な措置が図られるよう配慮するも

のとする。 
 
（秘密保持の徹底） 

第８条 この連絡制度において相互に提供された情報については、秘密の保持を徹底するととも

に、本制度の目的と趣旨を逸脱した取扱いをしてはならない。 
２ 連絡責任者は、秘密の保持を徹底するために必要な措置を講じるものとする。 
 
（配慮事項） 

第９条 この連絡制度に係る連携に当たっては、相互理解と信頼関係を保持するため、次の点に

配慮するものとする。 



⑴ 相互に連絡される情報については、正確を期するものとする。 
⑵ 対象事案に関係した児童生徒の指導については、真に教育的効果を考えて行うものとする。 
⑶ 「松本市子どもの権利に関する条例」を遵守するものとする。 

 
（協議） 

第10条 この連絡制度を円滑かつ効果的に実施するため、実施後３年ごとに甲と乙において検討

するものとする。ただし、想定していない事案が生じた場合及びその他必要があると認めると

きは、個別に甲と乙が協議を行うことができるものとする。 
 
（経費の負担） 

第11条 この連絡制度の実施に係る費用は、連携機関が協議してそれぞれに負担するものとする。 
 
（実施期日） 

第12条 この連絡制度は、平成２９年 月 日から実施する。 
 
この協定の成立を証するため、本書３通を作成し、甲及び乙両者が署名押印の上、各自その１

通を保有するものとする。 
 
 
平成２９年  月  日 

 
甲 松本警察署長 

 
 

乙 松本市教育委員会教育長 
 
 

山形村教育委員会教育長 



 

 

議案第 ２ 号 

 

平成２８年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

 

１ 趣旨 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項に基づき、平成２８年度の

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（案）を作成しましたの

で、これについて協議するものです。 

 

２ 点検及び評価の経過 

  ２９． ４ 第１回社会教育委員会議で各課の事務事業説明 

      ５ 第２回社会教育委員会議で各課の事務事業説明 

      ６ 第３回社会教育委員会議で評価意見のまとめ 

      ７ 教育部各課において評価意見に対する教育委員会の改善方針案を作成 

        教育振興基本計画の進捗状況の調査 

 

３ 平成２８年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（案） 

  別冊のとおり 

 

４ 報告書の主な内容 

 ⑴ 教育委員会全体の総括 

 ⑵ 各課の重点目標及び事務事業全体についての点検 

⑶ 教育振興基本計画の進捗状況 

 

５ 今後の対応 

  ９月定例市議会へ報告書を提出し、市公式ホームページに公表します。 

 

 

 

 

教育委員会資料 

２９．７．２７ 

教 育 政 策 課 

担当 教育政策課 

課長 小林 伸一 

電話 ３３－３９８０ 

「学都松本」 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



 

 

 

 

 

平成２８年度 

 

教育に関する事務の管理及び 

執行の状況の点検及び評価報告書（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年９月 

松本市教育委員会 
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第１章 本報告書の趣旨 

Ⅰ 根拠法令 

  本報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６

条の規定に基づき、平成２８年度における松本市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検

及び評価について報告するものです。 

 

  ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

   第２６条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について 

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、 

公表しなければならない。 

   ２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する 

者の知見の活用を図るものとする。 

 

Ⅱ 点検・評価の方法（取組経過） 

 １ 重点目標の設定      （Ｈ２８．４）        【Ｐ（プラン）】 

   年度当初に市全体で実施される政策戦略会議との整合を図りながら、各課で重点目標を設定

し、４月の定例教育委員会へ報告しました。 

 ２ 各課における事務事業の実施（Ｈ２８．４～Ｈ２９．３）  【Ｄ（ドゥー）】 

   重点目標を中心に、各課において事務事業に取り組みました。 

 ３ 各課による総括及び自己評価（Ｈ２９．３）        【Ｃ（自らチェック）】 

  ⑴ 各課で事務事業全体を総括し、１年間の取組結果及び今後の課題をまとめました。 

  ⑵ 各課の重点目標については、取組経過とともに、３段階で自己評価（※）を行いました。 

  ⑶ ⑴、⑵の内容について、４月の教育委員会に報告しました。 

※自己評価の基準 

評価 評価の基準 

Ａ 年度当初に設定した目標に対する達成度が、９０％以上 

Ｂ                     ６０％以上 

Ｃ                     ６０％未満 

 ４ 社会教育委員による評価  （Ｈ２９．４～Ｈ２９．６）  【Ｃ（外部の目でチェック）】 

  ⑴ 各課の考察及び自己評価について、社会教育委員が各課長からヒアリングを行いました。 

  ⑵ ⑴を踏まえ、社会教育委員の評価意見をまとめました。 

 ５ 教育委員会における協議及び改善方針のまとめ 

（Ｈ２９．７～Ｈ２９．８）  【Ａ（アクション）】 

  ⑴ 社会教育委員の意見を受けて、各課が改善方針をまとめました。 

  ⑵ ７月の定例教育委員会において、各課の改善方針を含めた点検・評価の内容を協議し、必 

要に応じて修正を加えました。 



 

第２章 教育委員会の目標 ～「学都松本」の推進～ 

 

Ⅰ 教育振興基本計画「学都松本をめざして」 

  松本市教育委員会では、平成２４年３月に松本市教育振興基本計画を策定し、本市の教育のめ

ざすべき方向性及び目標と目標ごとの具体的な事業などを明らかにしました。 

  この計画では、平成５年度に策定した松本市生涯学習基本構想の精神（「学びの森づくり」）を

踏まえ、先人たちが築き上げてきた教育に対する思いや教育に係る財産を継承するなかで、新た

な目標として「学都松本」の実現を掲げました。 

 １ 基本構想 

   基本構想では、７つの力を育むことで、５つの取組指針に基づき、３つのめざすまちの姿「学

都松本」を実現しようと体系化しています。 

 ２ 基本計画 

   基本計画では、教育分野を６つの柱に整理するとともに、それぞれに全１９の基本施策を定

めています。また、各基本施策は、本市の特色ある事業に配慮しながら、現状と課題、施策展

開の方針、主な取組み、連携内容等に分類し、平成２４年から２８年までの５年間の目標を明

確化しました。また、計画においては、できる限り市長部局との連携に配慮し、教育部以外の

関連事業も盛り込みました。 

 

Ⅱ 「学都松本」の３つのめざすまちの姿 

 １ 平成２２年度に、「学都」としてめざすまちの姿を決め、その実現に向け取り組む事業を「学

都松本関連事業」として位置付けています。 

 ２ 「学都松本」としてめざす３つのまちの姿 

① 学び続けるまち 

  子どもからお年寄りまでが、生涯にわたって学ぶことができる環境が整い、市民一人ひ

とりが自らの意思で何を学ぶかを決め、学び続けるまち 

② 共に学ぶまち 

  市民一人ひとりの学びを地域や行政が協働してサポートし、「共に学ぶまちづくり」を

推進するまち 

③ 次代に引き継ぐまち 

  市民一人ひとりが学んだ知識・技術を社会に生かして、次代に引き継ぐまち 

 

Ⅲ 「学都松本」へ向けての５つの取組指針 

   松本市教育委員会が今まで大切にしてきた、次の５つの取組指針に基づき、各種事業を実施

します。 

① 一人ひとりが生涯にわたって人間性を培う教育をめざします 

② 子どもの感性を磨く様々な取組みを進めます 

③ 不易を貫き、変わらない大切なことを継続します 

④ 地域とともに歩みます 

⑤ 「ある」から「する」へ転換し、「点」から「線」・「面」へ活動を広げます 

 



 

Ⅳ 「学都松本」に向けて求められる７つの力 

  本市のめざす「学都松本」の実現を図るため、５つの取組指針に沿って事業を進め、次の７つ

の力を育みます。 

① 自ら学び、考え、創造する力 

② 主体的に行動し、挑戦する力 

③ 我慢する力、やり遂げる粘り強さ 

④ 人間関係を築くコミュニケーション力 

⑤ 命の大切さ、思いやりの心 

⑥ 情感豊かな心、人間性 

⑦ 確かな学力、健康・体力 

 

Ⅴ 教育振興基本計画における６つの施策の柱 

  基本構想を計画的、具体的に推進するため、基本計画では次の６つを施策の柱にして事業実 

施しています。 

① 子どもの教育の充実 

② 生涯学習の推進 

③ スポーツを通した健康づくり 

④ 芸術を通した教育の推進 

⑤ 歴史・文化遺産の保護と活用 

⑥ 教育委員会の機能の充実 

 

Ⅵ 「まつもと市民生きいき活動」の推進 

  「学都松本」に向けた５つの取組指針のうち、「不易を貫き、変わらない大切なことを継続し 

ます。」を掲げ、「まつもと市民生きいき活動」を展開しています。豊かな人間性、公正さを重ん 

じる心、思いやりなど、社会や時代が変わっても、人として大切にしたいことを、市民一人ひと 

りが地道に実践し、次代に引き継いでいくことを目指しています。 

 

 

わたしは  こころをみがき、からだを使おう 

   あなたに  あいさつをしよう 

    このまちを きれいにしよう 

 



 

第３章 点検・評価の報告 

 

Ⅰ 教育委員会の全体総括 

平成２８年度は、平成２４年３月に策定した「松本市教育振興基本計画」の５年目として、施

策の具体的な方策を示した基本計画の最終年度にあたり、学都松本のめざすまちの姿の実現に向

けた教育委員会の各課事業を、目標実現に向けて創意工夫しながら、適正に実施することに努め

ました。また、改正地方教育行政法（「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律」）の施行により、平成２７年度から行っている総合教育会議を引き続き開催し、市全

体で教育施策に取り組む連携体制を強化しました。 

さらに、これまでの５年間を振り返り、変化する社会情勢や教育問題に対応するこれからの５

年間の取組みをまとめた「第２次松本市教育振興基本計画」の策定を行いました。 

ここでは教育委員会全体の総括として、松本市教育振興基本計画で掲げる具体的な目標などに

沿いながら、平成２８年度の主な取組みや今後の展望などをまとめました。 

 

１ 「学都松本」としてめざすまちの姿 

⑴ 学び続けるまち 

市民一人ひとりが自らの意思で学ぶことを決め、生涯にわたって学び続ける姿が見えるま

ちの実現を図る事業を実施しました。 

特に第５回学都松本フォーラムでは、作家高橋源一郎さんを講師に、「１００年後の１４

歳に贈ることば」をテーマにした講演会を実施し、多くの市民へ学ぶことの楽しさ、面白さ

を伝えることができた他、企画運営段階から互いに意見を交わしながら、様々な催事や分科

会形式の語り場を実施して、学んだことをまちづくりへ活かすきっかけづくりとなりました。 

⑵ 共に学ぶまち 

地域や行政が協働してサポートし合う「共に学ぶまちづくり」の実現を図るため、地域の

様々な人材が活躍できる環境整備に力を入れました。 

特に、学校指導課と生涯学習課では、地域の子どもを地域で育てるために松本版・信州型

コミュニティスクール事業と学校サポート事業の統合に向けた課題の共有等を行い、学校・

家庭・地域の連携を深め、より良い協働を進める方針を検討しました。また、地域人材や地

域資源の積極的な活用について、これまでの取組みの情報共有などを積極的に発信、意見交

換を行いました。 

⑶ 次代に引き継ぐまち 

学んだ知識や技術を社会に活かして、次代に引き継ぐ姿が見えるまちの実現を図るため、

学んだ成果を社会へ還元する機会の創出に力を入れました。 

特に、松本城管理事務所では観光案内ボランティアの環境整備を行うことで、案内活動が

通年化し、学習成果の還元が活性化するとともに、松本を訪れた観光客の方へのサービス力

も向上しました。学習成果の還元サイクルをさらに活性化するため、今後は観光温泉課等と

も連携しながらソフト面（ガイドスキル向上に向けた取組み等）での整備も検討しています。 

 

２ 「学都松本」へ向けての取組指針 

⑴ 一人ひとりが生涯にわたって人間性を培う教育をめざします 

博物館では、松本市平和都市宣言３０周年記念事業として「第６回戦争と平和展」を開催



 

し、戦争の記憶と記録から平和を考える展示を行うことによって、市民一人ひとりが平和の

尊さ、大切さを学ぶ契機としました。 

⑵ 子どもの感性を磨く様々な取組みを進めます 

 美術館では、収蔵品等で作成した「アートカード」を学校への出張講座や見学対応で活用

し、子どもたちの感性を磨く機会の充実に努めました。また、教育文化センターでは、より

多くの子どもたちが科学に関心を持てるよう、科学工作教室などで体験を通じた学びに力を

入れるとともに、宇宙への関心、興味を深めてもらう機会として国立天文台教授の臼田知史

氏による講演会を開催しました。 

⑶ 不易を貫き、変わらない大切なことを継続します 

まつもと市民生きいき活動では、「こころをみがき、からだを使おう」を活動の視点の一 

つとしていますが、図書館では、男性職員（リブメン）によるおはなし会を６回開催し、男

性も子ども読書活動に楽しく参加できる機会を作りました。家庭内でも、男性の育児参加の

一環として、読み聞かせを行うなど子どもとともに「こころをみがき」続けるよう一層の普

及を目指します。 

⑷ 地域とともに歩みます 

学校給食課では、これまでも地産地消を取り入れた食育を推進してきました。授業の一環

として児童・生徒が、給食の食材として使用する松本一本ねぎなどを地域の方の指導のもと、

栽培・収穫することで、食の大切さを地域とともに体験しながら学ぶことができました。 

美術館では、企画展「飯沼英樹 闘ウ女神タチ」を開催し、地元出身若手作家を顕彰し、

松本市から新しい価値の創造を全国に発信することができました。 

⑸ 「ある」から「する」へ転換し、「点」から「線」・「面」へ活動を広げます 

文化財課では、特別名勝及び特別天然記念物上高地の文化財的価値の掘り起こしと保存管

理計画の見直しを行い、上高地の特別名勝としての価値付けを再検証し改訂版の保存管理計

画を策定しました。また、文化財的な価値のＰＲを行うことで観光面での連携へ活動を広げ

ていきます。 

生涯学習課では、重要文化財旧松本高等学校保存活用計画を策定し、あがたの森文化会館

として活用しながら、文化財として健全な状態で次代へ引き継ぐための方針や価値付けを行

いました。 

 

３ 施策別の取組みとして 

⑴ 子どもの教育の充実 

学校教育課では、子どもたちがより良い環境のなかで学ぶことができるよう、学校施設の

大規模改造事業を国の「インフラ長寿命化計画」に沿った「長寿命化改良事業」に転換を始

め、劣化度調査などを行い、安心安全な教育環境を築くための施策を進めました。また、就

学援助の実態に即した見直しと、奨学金制度の拡充に向けた検討を行いました。 

⑵ 生涯学習の推進 

中央公民館では、松本市公民館発足７０周年事業として「未来を拓く自治と協働のまちづ

くりを目指す研究大会 松本大会」を開催し、生涯学習や住民自治、協働の在り方などにつ

いて考え、学びあう大会となりました。市内のみならず県内外からの参加者も含め、２日間

で延べ１，１１５人が、安心していきいきと暮らせる住みよい地域づくり実現のための意見

交換が実施できました。 

  ⑶ 芸術を通した教育の推進 



 

美術館では、教育普及事業の一環として、様々な年代向けの各種講座を開催しました。  

２～６歳児と保護者を対象にした「探検！びじゅつかん！」小中学生向けの夏休みに開催し

た「あそ美じゅつ」など親しみやすいワークショップを開催し、美術の魅力等を伝える取組

みに努めました。 

  ⑷ 歴史・文化資産の保護と活用 

松本城管理事務所では、地震時の安全性を確保するための耐震基礎診断を行いました。耐

震補強の必要性が確認されたため、今後は耐震対策事業に早急に取り組み、南・西外堀復元

事業などとともに貴重な文化資産を後世にしっかりと伝え、城下町の歴史や魅力を活かした

まちづくりを推進していきます。 

  ⑸ 教育委員会の機能の充実 

総合教育会議を２回実施し、「第２次松本市教育振興基本計画」（松本市教育大綱）の策定

に向けた懇談や、子どもの教育環境における課題等について意見交換を行いました。 

地区の皆さんと語る会を中山地区と安原地区で行ったほか、関係団体との懇談会として、

あるぷキッズ支援室教育相談員や松本市ＰＴＡ連合会など４団体と意見交換を行いました。 

今後とも、開かれた教育委員会に向けた取組みを推進するとともに、今日的な教育課題や

地域課題に対応するため、教育委員会制度の趣旨である、教育の中立性、安定性、継続性を

担保しながら、市長部局との連携を図り、教育委員会の機能の充実に努めます。 

 

 



 

Ⅱ 教育委員の活動状況 

 １ 教育委員          （平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

氏
ふり

  名
がな

 就任年月日 任期（）は期数 職名等 備考 

斉
さい

藤
とう

 金
きん

司
じ

 Ｈ17. 4. 1 Ｈ29. 3.31 （3） 職務代理者 
 

花
はな

村
むら

  潔
きよし

 Ｈ22.12.26 Ｈ30.12.25 （2）  
 

福 島
ふ く し ま

 智 子
と も こ

 Ｈ25.12.26 Ｈ29.12.25 （1）  
 

山 田
や ま だ

 幸 江
さ ち え

 Ｈ28. 6.29 Ｈ32.12.24 （2）  

※1期目は残任期間 

(H28.6.29～H28.12.24) 

２ 教育委員会 

  ⑴ 定例教育委員会 毎月１回開催 計１２回 

    （うち、移動教育委員会３回） 

  ⑵ 臨時教育委員会 不定期開催 １回 

 ３ 地区の皆さんと語る会等 

  ⑴ 地区の皆さんと語る会 

   ア 中山地区（中山公民館）                      ７月２８日 

     小学校の統廃合、災害時の児童・生徒の引渡しなど多岐にわたるテーマで意見交換 

イ 安原地区（安原地区公民館）                   １０月２７日 

地域と学校、子どもについて多岐にわたるテーマで意見交換 

  ⑵ 関係団体との懇談会 

   ア あるぷキッズ支援室教育相談員                   ５月２６日 

   イ こどもの権利相談室「こころの鈴」相談員             １０月２０日 

   ウ 日本語支援相談員                         ２月１６日 

   エ 松本市ＰＴＡ連合会                        ２月２６日 

 ４ 研修 

⑴ 長野県市町村教育委員会連絡協議会研修総会（飯山市） １０月１４日 

⑵ 視察研修（隔年） １月１０日～１１日 

  不登校児童生徒の現状と対策、夜間中学校について（奈良市・大和郡山市） 

 ５ その他 

   長野県市町村教育委員会連絡協議会、長野県都市教育委員会連絡協議会 

   松本市校長・教頭合同研修講師、中学校夜間学級設置における課題検討会（県教育委員会） 

  



 

Ⅲ-１ 教育政策課 

 

１ 平成２８年度の事務事業の概要 

⑴ 総合教育会議の運営に当たっては、学び続けるまち「学都松本」をめざしての様々な施策

が、健康寿命延伸都市・松本における「いのちの質・人生の質の向上」につながるよう、市

長部局と教育委員会が一体となって取り組みます。 

⑵ 松本市教育振興基本計画について、第２次計画を策定します。策定に当たっては、これま

での成果と課題等を踏まえつつ、アンケートで市民意識の把握に努めます。 

⑶ 開かれた教育委員会として、地域の実情等を把握し教育施策に反映させるため、引き続き

地域住民や教職員等との懇談会を実施します。 

⑷ 「学都松本」の実現に向けて、学都松本推進協議会等と連携し、第５回学都松本フォーラ

ムの開催等を通して、「学都松本」の周知や学びによる生きがいづくりを推進します。 

⑸ 「教育文化センターの今後のあり方について」の答申をもとに、教育文化センターのあり

方に関する基本計画（今後の方針）の策定を進めます。 

２ 平成２８年度の取組結果 

⑴ 総合教育会議を２回開催し、教育課題についての意見交換などを行い、松本市教育振興基

本計画（松本市教育大綱）の策定に向けた取組みを進めました。 

⑵ 第２次計画の策定については、市民アンケートの実施をはじめ、策定委員会や庁内会議で

の協議などの策定作業を充実させましたが、年度内策定には至りませんでした。 

⑶ 中山地区と安原地区の地域住民、あるぷキッズ支援室教育相談員、「こころの鈴」相談員、

ＰＴＡ連合会との懇談会を行い、田川小学校児童との交流を実施しました。 

  また、初めての試みとして教育委員会の休日開催や、ＰＴＡとの意見交換など、開かれた

教育委員会としての取組みの推進を図りました。 

⑷ 学都松本推進協議会が主体となって第５回学都松本フォーラムの実施や、学都松本の

facebookの立上げ等に取り組み、年間を通して学都松本の周知や浸透を図りました。 

⑸ 教育文化センターを「宇宙と科学」に特化した体験型・参加型の施設として再整備する基

本方針を決定しました。 

３ 今後の課題 

⑴ 子どもに関わる施策充実のため、引続きこども部との連携を図ってまいりますが、防災教

育等の充実から他の市長部局との連携を図っていくことが必要です。 

⑵ 第２次計画の策定に向け、パブリックコメント等を早急に進めていく必要があります。 

⑶ 引続き積極的に情報を発信するとともに、地域に出掛けながら多くの市民の方々に傍聴し

ていただけるよう開催準備段階での工夫が必要です。 

⑷ 教育文化センターの再整備については。庁内及び専門家による外部委員会を設置し、民間

の知見を活用しながら具体的な基本構想の策定を進めます。また老朽化したプラネタリウム

については、更新に向け先行した取組みを進めます。 

４ 重点目標 

⑴ 総合教育会議の運営（継続） 

 

ア 内容 

(ｱ) 市長が主宰する総合教育会議を適切に運営し、各施策に反映させます。 

(ｲ) 本市教育振興基本計画（松本市教育大綱）は、平成２８年度までの５年間を計画

期間としているため、平成２８年度中に見直しを実施します。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 総合教育会議の結果及び松本市教育大綱について、公式ホームページ等により広

く市民に周知します。 

(ｲ) 松本市教育振興基本計画の見直しに当たっては、第１０次基本計画及び生涯学習

基本構想との整合を図ります。 



 

ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 総合教育会議を２回（５月１７、１１月２４日）実施し、公式ホームページ

で議事録などを掲載し周知等に努めました。 

(ｲ) 松本市教育振興基本計画（松本市教育大綱）の見直しの年であったことから、

市民アンケートの中で特に社会問題となっている子どもの不登校等を懇談項目

とし、内容を第２次計画に盛込むことが出来ました。 

今後も引き続き、市長部局と教育委員会が重点的に講ずべき施策を協議して

まいります。 

評

価

Ａ 

⑵ 第２次松本市教育振興基本計画の策定（新規） 

 ア 内容 

第１次計画（平成２４年３月策定）の基本構想をベースに、第２次計画の策定を以

下のとおり進めます。 

(ｱ) 第１次計画の成果と課題を検証 

(ｲ) 第１次計画策定後の本市の教育に関する状況や市民意識を反映 

(ｳ) 平成２８年度６月補正予算へ要求（２，８６０千円、委託料、印刷費等） 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 教育に関する市民アンケートの実施（６月～８月） 

ａ 児童生徒、保護者、教職員、各種団体 ３，０００件 

ｂ 無作為抽出の一般市民 １，０００件 

(ｲ) 策定委員会及び庁内検討委員会で協議及び素案作成（９月～１１月） 

ａ 策定委員会：市民１５名程度で構成 

ｂ 庁内検討委員会：教育部ほか関係課により組織 

(ｳ) パブリックコメントの実施（平成２９年１月） 

(ｴ) 第２次計画の策定（平成２９年３月） 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) アンケートの実施 

６月中旬、児童生徒・保護者・教職員・各種団体・一般市民を対象としたア

ンケート調査を実施しました。(約５，７００件) 

(ｲ) 計画案の作成 

アンケート結果を踏まえ、計画案の策定を行いました。 

ａ １０月に教育振興基本計画策定委員会を設置し１２月末までに４回開催 

ｂ 教育部全課長と市長部局の関係課長で組織する幹事会を設置し３月までに

５回開催 

ｃ 関係部局長で組織する庁内調整会議を設置し３月までに２回開催 

(ｳ) 合教育会議 

第２次計画策定に向けて教育課題について市長と意見交換を実施しました。 

(ｴ) 計画策定 

今年度目標としていました第２次基本計画の決定は、意見集約の遅れ等から

未了となりました。 

平成２９年度当初に最終案を作成し、パブリックコメント等を実施して第２

次計画の策定を行います。 

評

価

Ｂ 

⑶ 開かれた教育委員会への取組み（継続） 

 ア 内容 

教育委員が地域、学校等において、住民、児童生徒、教職員と懇談し、教育に関する

様々な課題について理解を深めます。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 地域住民との懇談 １～２地区 

(ｲ) 児童生徒との懇談 １校程度 

(ｳ) 教職員との懇談 １回 



 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 地域住民との懇談は、中山地区と安原地区で開催し、地域の教育課題につい

て活発な意見交換を行いました。また、こども部「あるぷキッズ支援室」教育

相談員、「こころの鈴」相談員及びＰＴＡ連合会と懇談を実施し、現場での貴重

な意見を聞く機会となりました。 

初めて教育委員会を休日に開催をし、普段傍聴していただけない市民の方々

に来ていただくため開催日の工夫を図りました。 

(ｲ) 田川小学校での児童との交流及び田川児童センターの視察を実施し、学校現

場に触れる貴重な機会となりました。 

(ｳ) 教職員との懇談は実施できなかったため、今後は実施できるよう調整します。 

評

価

Ａ 

⑷ 学都松本の推進（継続） 

 ア 内容 

学都松本推進協議会等と連携し、学都松本の周知及び学びによる生きがいづくりの

ため、以下のことを行います。 
(ｱ) 第５回学都松本フォーラムの開催 

(ｲ) 学びの情報の発信 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 第５回学都松本フォーラム 

ａ 期日 平成２８年９月３日（土）４日（日） 

ｂ 会場 あがたの森文化会館など 

ｃ 内容 基調講演会、分科会など 

ｄ 協議会委員以外の市民に参画を呼びかけ、分科会を企画していきます。 

(ｲ) 学びの情報発信 

学びの情報発信の方向性等を協議会で通年検討します。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

第５回学都松本フォーラムでは、学ぶっておもしろい！をテーマに、高橋源一

郎氏の講演会、分科会、催事展示などを行った結果、参加者からは「楽しいと追

求することで、学ぶになることがわかった」など、学ぶ楽しさを実感できる機会

となったほか、分科会には大学生や市民団体などの幅広い世代・分野が参画する

など、内容の充実が図れました。また、学都松本のフェイスブックを立ち上げ、

通年で学都松本の周知や浸透を図る機会を設けました。 

評

価

Ａ 

⑸ まつもと市民生きいき活動の推進（継続） 

 ア 内容 

平成２１年度の策定後、ポスターや広報まつもと等で周知をしてきましたが、なか

なか浸透していないため、第２次教育振興基本計画の策定等で活動の見直しを図って

いきます。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 総合教育会議、第２次教育振興基本計画の策定作業等で、活動の推進方策等につ

いて協議し、見直しを図ります。 
(ｲ) 見直しに当たっては、まつもと子どもスマイル運動など、庁内の類似の活動との

連携等が進むよう検討します。 

ウ 自己評価（成果・課題） 

こども部との検討の機会を設け、平成２９年度からはまつもと子どもスマイル

運動との連携を通して周知を進めていくよう調整を図りました。 

評

価

Ａ 

⑹ 教育文化センター運営整備再構築事業（継続） 

 ア 内容 

「教育文化センターの今後のあり方について」の答申をもとに、基本方針の策定を

進めます。 



 

また、児童生徒の理科離れ解消のため教文学習や親子科学工作教室については、引

き続き内容の充実を図ります。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 教育文化センターのあり方に関する基本方針を策定します。 

(ｲ) 「学びの９月」に合わせて、出張親子科学工作教室や宇宙関連企画事業を開催し

ます。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 教育文化センターのあり方に関する基本方針と施設の再整備方針を策定しま

した。この再整備方針に基づき、施設の再配置や教文学習の内容等について検

討し、施設の具体的基本構想の策定を進めていきます。 

(ｲ) 「学びの９月」に合わせ、出張親子科学工作教室をあがたの森文化会館で開

催し、平成２７年度の１．４倍増となる２５３名の参加を得ました。 

(ｳ) 宇宙について子どもから大人まで興味・関心を深めてもらう機会として、  

ＣＤを使った分光器を作る工作教室と国立天文台教授の臼田知史氏による講演

会を開催しました。 

評

価

Ａ 

５ 評価意見及び教育委員会の改善方針（取組方針） 

重点目標⑵ 教育振興基本計画の策定 

 ア 社会教育委員による評価意見 

第２次教育振興基本計画の策定が、年度末までにできなかったことは反省点として

進捗管理等の徹底をしてください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

課内だけでなく、部内の進捗状況等についても情報共有を徹底することで、広く意

見を募り十分な協議を確保するよう努めます。 

重点目標⑶ 開かれた教育委員会への取組み 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 地域、児童、生徒、教職員との懇談会は、開かれた教育委員会の実践として良い

試みだと思いますが、「敷居が高いのでは」「開催数が少ないのでは」という意見も

ありました。本当に良い懇談の場であってほしいと思いますので、参加者の負担を

減らす工夫を引き続き検討してください。 

(ｲ) 先生にも子どもたちにも良い学校であって欲しいと思いますので、いじめ、不登

校、（授業のための時間など以外の）雑務をなくす為に教職員との懇談の充実を図っ

てください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

「地区の皆さんと語る会」は、教育委員会の役割を住民に理解していただくために、

毎月開催している「定例教育委員会」を地区に出向き開催し、その後実施しているも

のです。  

２８年度まで、地区主体で開催しておりましたが、地区の負担が大きいことから  

２９年度は教育委員会を主体とし、教育委員会の概要説明、その後、テーマをいくつ

か設定したうえでグループ討議をするなど内容の見直しと充実を図り開催を予定して

おります。 

教職員との懇談については、２８年度未実施でしたが、２９年度は奈川小中学校で

開催予定です。 

重点目標⑷ 学都松本の推進 

 ア 社会教育委員による評価意見 

学びの面白さ楽しさを自覚できる教育政策を進めてください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

平成２８年度に作成した学都松本推進啓発ポスターのテーマに「学ぶって おもし

ろい！」を掲げ、自分で選び、考えたことを認められる楽しさを体験できるような取



 

組みを引き続き進めていきます。 

重点目標⑹ 教育文化センター運営整備再構築事業 

 ア 社会教育委員による評価意見 

教育文化センターの再整備に向けて、是非科学学習の体験教室など体験型、参加型

事業を組み込んでください。そのために子どもたちの希望など取り入れられると利用

者側の視点が入ると思います。プラネタリウムも子どもに限らず多くの人が訪れるよ

うな観光的視点を取り入れても良いと思います。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

教育文化センターの再整備に向けて、現在実施している親子科学工作教室等に、新

たな宇宙関連事業等を加えて、利用者の意見を反映した参加体験学習の場が提供でき

るように努めていきます。 

また、プラネタリウムにつきましては、平成２９年度から新しい機器の選定を進め

ますので、子どもに限らず多くの人が訪れるような事業内容等を検討していきます。 

重点目標以外 

 ア 社会教育委員による評価意見 

松本市では学校におけるいじめなども少なく、皆様の丁寧な対応がある事を嬉しく

思います。反面、本来家庭や地域社会が担う教育分野まで学校が対応して、教員達に

は過重労働や鬱などで心を病む方もいると聞いております。こうした教員に対する松

本市独自の取組みが求められますので、これからは教育委員会などにもはかって市民

を巻き込んだ方法を探っていただきたいと思います。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

教育部だけでなく、全庁的に、更には行政だけでなく市民と協働しながら全市的に

松本らしい学びの取組み「学都松本をめざして」をこれからも進めていきます。 

 



 

Ⅲ-２ 学校教育課 

 

１ 平成２８年度の事務事業の概要 

⑴ 子どもたち一人ひとりがより良い環境の中で学校生活を送ることができるよう、老朽化し

た学校施設の長寿命化対策を計画的に進めるとともに、施設の適切な維持管理、校用・教材

備品の整備等、教育環境の充実を進めるほか、円滑な学校運営に必要な職員の適切な配置を

行います。 

⑵ 通学区の指定や学齢簿の編成など就学に関する手続き、学校保健安全法に基づく児童生徒

及び教職員の健康管理事業、家計の状況に応じて就学費用の一部を補助する就学援助事業、

高校生への奨学金貸与事業等、子どもの就学全般にわたる事務事業を推進していきます。 

２ 平成２８年度の取組結果 

⑴ 小中学校の施設整備に関して、子どもたちがより良い環境の中で過ごせるよう、地球環境

にも配慮しながら、大規模改造事業や長寿命化改良事業などを計画的に進めました。 

⑵ 学校司書雇用事業では、行政改革見直し検討及び実施計画での調整や市Ｐ連、校長会、司

書の会等との調整を進めてきた結果、平成２９年度から学校司書をＰＴＡ雇用から市雇用へ

切替えることになりました。 

⑶ 就学援助制度では、平成２８年度から、新中学１年生の新入学用品費を、小学校６年生の

３月に支給します。平成２９年度からは、給食費の実費支給を実施し、併せて、就学援助の

認定基準を見直しました。 

３ 今後の課題 

⑴ 大規模改造事業は、国の「インフラ長寿命化計画」の策定を受け、コスト縮減・機能向上

を図り、施設のさらなる延命化を行う長寿命化改良事業へ転換します。 

⑵ 平成２９年度からの学校司書の市雇用への切替えに当たり、職員研修等をとおして司書の

資質の維持・向上を図っていく必要があります。 

⑶ 平成２９年度から、就学援助の要保護者への新入学用品費補助単価が大幅に増額改定され

るため、今までこれに準じた額を支給していた準要保護者への支給のあり方について検討す

る必要があります。 

⑷ 現在の高校生への奨学金制度が、より子どもの意欲や能力に応じて学校選択や修学ができ

るよう、国や県、他市の状況も見ながら、子どもの支援に向けた制度にするための検討が必

要です。 

４ 重点目標 

⑴ 学校図書館司書の市雇用への切替え(継続) 

 

ア 内容 

  各学校のＰＴＡが雇用し、市が補助金を交付している学校図書館司書の市雇用への

切替えに向け、関係団体と調整します。 

イ 具体的な進め方等 

  市ＰＴＡ連合会からの要望経過を踏まえ、関係部局と調整のうえ、平成２９年度市

雇用への切替えに向け、外部関係機関（ＰＴＡ連合会、司書会、校長会）と雇用条件

等について調整します。 

ウ 自己評価（成果・課題） 

  行政改革見直し検討及び実施計画での調整や市Ｐ連、校長会、司書の会等との

調整を進めてきた結果、平成２９年度から学校司書の市雇用への切替えをするこ

とになりました。 

  中央図書館との連携を図りながら職員研修等をとおして「読書に親しむ環境づ

くり」と「授業で使える図書館」を目指し、資質の向上と市職員としての意識の

醸成に努めます。 

評
価
Ａ 

⑵ 就学援助制度の見直し検討（継続） 



 

 ア 内容 

  子どもの貧困対策を推進するため、就学援助制度について実情に則した見直しを行

います。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 新入学用品費の支給時期を平成２８年度から見直します。  

(ｲ) 給食費の実費支給の早期実施に向けて取り組みます。 

 
ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 平成２８年度から、中学校１年生の６月に支給していた中学校の新入学用品

費を、小学校６年生の３月に支給します。 

(ｲ) 平成２９年度から、給食費を実費支給すると共に、就学援助の認定基準を制

度に沿った内容となるよう見直しました。この制度をより実態に即した支給と

することで、就学の機会均等と援助の充実を図ります。 

(ｳ) 要保護者に対する新入学用品費の国の補助単価が平成２９年度から大幅に増

額改定されるため、今まで国単価に準じた額を支給していた準要保護者への支

給のあり方を検討します。 

評
価
Ａ 

⑶ 小中学校施設整備事業（継続） 

 
ア 内容 

  教育環境の改善を図る大規模改造事業や長寿命化改良事業、安全安心な教育環境を

築くために体育館アリーナ天井や教室等の非構造部材の落下防止対策などを行う地

震防災緊急事業など、施設整備を計画的に進めます。 

 
イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 大規模改造第１次整備事業は、計画的に事業を進めます。 

(ｲ) 長寿命化改良事業は、劣化度調査を平成２８年度から開始します。 

(ｳ) 地震防災緊急事業は、体育館アリーナ天井耐震化の残り１校を完了させ、教室等

の非構造部材の調査設計を開始します。 

 
ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 大規模改造第１次整備事業は、平成２８年度末で２０校が完了（４６％）と

なりました。平成２９年度は３校で実施する予定で、今後は長寿命化改良事業

に転換します。 

(ｲ) 長寿命化改良事業は、４校で劣化度調査を実施し平成２９年度は１校で劣化

度調査、３校で実施設計を行う予定です。 

(ｳ) 地震防災緊急事業は、体育館アリーナ天井耐震化工事が完了しました。教室

等の非構造部材の調査は、小学校１２校、中学校７校で実施し、平成２９年度

も小学校１２校、中学校７校で調査を行う予定です。 

評
価
Ａ 

⑷ 奨学金制度の拡充について（新規） 

 ア 内容  

奨学金制度の拡充について、国や県、他市の状況も見ながら、検討します。 

 イ 具体的な進め方等 

  国や県、他市の実施状況を調査研究しながら、大学生の奨学金制度の是非、さらに

は現行制度の拡充に向け、内容や財源等について実施計画４７号の中で検討します。 



 

ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 現在の高校生への奨学金制度を、より利用し易い制度とし、将来の奨学金返

済の負担を軽減できるよう、償還免除の拡充に向けて実施計画第４７号で検討

しました。  

(ｲ) 貸与型奨学金の制度趣旨を踏まえ、必要な子どもの支援につながるよう、総

合的な検討をさらに進めます。 

(ｳ) 大学生への奨学金制度は、現在、国が事業の充実に向けて大きく制度の見直

しを推し進めているため、その推移を注視していきます。 

評
価
Ｂ 

５ 評価意見及び教育委員会の改善方針（取組方針） 

重点目標⑴ 学校図書館司書の市雇用への切替え 

 ア 社会教育委員による評価意見 

図書館司書の先生が市の雇用になり、更に充実した図書館での活動ができる事を望

みます。また、様々な支援の先生も充実して、なるべくきめ細かくサポートし、それ

ぞれの子にとって輝ける場であって欲しいと思います。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

Ｈ２９年度から一斉に市費職員として雇用し、司書の知識や技能の向上を図るため、

学校司書研修を充実させるとともに、教職員と連携して学校図書館がその機能を十分

発揮できるよう取り組みます。 

重点目標⑵ 就学援助制度の見直し検討 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 子どもの貧困対策の推進を早急にお願いします。給食費の実費支給も早急に実施

をお願いします。 

(ｲ) 経済格差と子どもの学力などが問題視されている現在、義務教育に支障がないよ

うに整備されると良いと思います。子どもたちにきちんと還元されるように、使途

が明確にされることも必要だと思います。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

就学援助費のうち給食費については、平成２９年度から実費支給します。 

また、平成２８年度から、新中学校１年生に支給する新入学用品費の支給時期を、

中学校入学後から入学前に見直しました。新小学校１年生への支給時期についても、

見直しを検討します。 

重点目標⑶ 小中学校施設整備事業 

 ア 社会教育委員による評価意見 

「インフラ長寿命化計画」はとても良いと思います。子どもや親もみんなが使う学

校を大切にするという気持ちを育ててもらいたいと思います。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

現状の施設を、できるだけ長く使用することを基本に、個別施策計画の策定に向け

データ整理等を行います。 

重点目標⑷ 奨学金制度の拡充について 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 鹿児島県長島町で始まり富山県氷見市・群馬県下仁田町でも導入され始めている

「ぶり奨学金」（郷里で一定年数以上働いたら返さなくとも良い奨学金制度）のよう

な仕組みを導入し、東京等に出た優秀な学生がもっと羽ばたくとともに、さらに故

郷に戻りたいと思える仕組みを導入していって欲しい。 

(ｲ) 奨学金制度が必要とする人に伝わるように広報の取組みを検討してください。 

(ｳ) 奨学金の決定にあたっては、周りの誰かの希望で進学するのではなく、本人の意

思をしっかりと確認するなど慎重に行ってください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 



 

奨学金の償還債務の負担軽減と松本市への定住を図るため、償還免除要件の拡充な

ど見直しを検討します。さらに、誰もが安心して高校へ修学できるよう、入学時に一

時的に必要となる入学準備金の設立も検討しています。 

松本市の奨学金制度は、学校を通して中学３年生のご家庭へお知らせするとともに、

市のホームページにも掲載して周知を図っています。 



 

Ⅲ-３ 学校指導課 

 

１ 平成２８年度の事務事業の概要 

⑴ めざす子ども像を「たくましく未来を拓く心豊かな松本の子」とし、「健やかな体づくり」、

「豊かな心の育成」、「確かな学力の向上」を目指して、学校・教職員、児童生徒への支援に

取り組みます。 

⑵ 課として２年目になる本年度は、「家庭・地域と学校及び幼保小中の連携推進」を目標に

掲げ、指導主事による学校訪問で現状把握に努め、課題解決に向けた企画立案を進めます。 

２ 平成２８年度の取組結果 

２８年度は、指導主事による計画的な学校訪問を年間１９６回、１校平均４．１回実施しま

した。学校訪問により各校の実態及び課題を把握し、きめ細かな支援を行いました。 

⑴ 家庭・地域と学校の連携推進（継続） 

⑵ 幼保から小学校・中学校への連携の推進（新規） 

⑶ 元気アップ事業の推進（継続） 

⑷ 絆アップ事業の推進（継続） 

⑸ 学力アップ事業の推進（継続） 

３ 今後の課題 

⑴ 児童生徒と教職員が良好な関係を築きながら、児童生徒主体の授業づくり・学校づくりが

なされることが重要です。 

⑵ 社会全体で子どもたちを育てていくことが重要となっていることから、松本版・信州型コ

ミュニティスクール事業を核とした地域との連携を推進する必要があります。 

⑶ 多種多様な課題解決に向けた学校、教職員、児童生徒への施策について、さらに実効性を

高めるために、市長部局との一層の連携を継続し、深める必要があります。 

４ 重点目標 

⑴ 家庭・地域と学校の連携推進（継続） 

 

ア 内容 

松本版・信州型コミュニティスクール事業を核として、家庭・地域と学校がともに

子どもたちを育てるための連携の仕組みづくりを推進します。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 各校のコミュニティスクール運営委員会が実効的に運営されるよう、実態把握及

び各校の取組みの周知、研修を行います。 

(ｲ) 運営委員会への効果的・効率的な経費配分方法を検討します。 

ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 成果 

ａ 地域と学校が連携した取組みの状況調査を行い、学校指導課だより等で紹

介し、周知を図りました。 

ｂ ＰＴＡ連合会、公民館長会等において、コミュニティスクールの仕組み及

び機能を説明し、各運営委員会の実践事例等を紹介しました。 

ｃ 運営委員会代表者会を開催し、各運営委員会の成果や課題、来年度の取組

みを協議しました。 

(ｲ) 課題及び来年度の方向 

  ａ 松本版・信州型コミュニティスクール事業への周知が進まないことが大き

な課題です。来年度は、各関係機関との連携をさらに進めるとともに、松本

市ホームページ等で発信し、事業の普及を図ります。 

ｂ 運営委員会が主体となって事業を推進し、地域とともにある学校づくりが

一層進むよう支援します。 

評

価

Ｂ 



 

 

⑵ 幼保から小学校・中学校への連携の推進（新規） 

 ア 内容 

一人ひとりの児童に最善の教育環境を整えることを目指して、こども部等が把握し

た就学前児童の情報を、小学校へ提供し、適切な対応を支援します。 

また、小学校と中学校の連携強化により、教育課題や地域課題の共有と、解決に向

けた協力体制の確立を推進します。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 小中学校が幼稚園・保育園を訪問し、積極的に情報共有の機会を持つよう校長会

等で働きかけます。 

(ｲ) 特別な支援を必要とする児童生徒に適切な支援がされるよう、こども部等と連携

し、定期的に情報共有を計ります。 

(ｳ) 教育相談の一層の充実を目指して、こども部と調整を図ります。また、あるぷキ

ッズ支援室と連携して、特別な支援を必要とする児童生徒及び保護者、小中学校を

支援します。 

ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 成果 

特別な支援を必要とする児童の情報を、こども部と連携して、早期に各小

学校に提供したことにより、来入児の受入れに向けた園訪問がスムーズに実

施されました。 

特に配慮を要する児童については、早期から支援会議を開催することによ

り、より適切な支援体制を整えることができるようになりました。 

さらに、あるぷキッズ支援室教育相談員との連携により、全校の特別支援

学級を参観し、児童生徒への支援状況の把握と適切な指導を行いました。 

(ｲ) 課題 

市長部局及び市内関係機関（特別支援学校、医療機関、福祉関係施設他）

による連絡協議会（仮）の設置の必要性を検討します。 

評

価

Ａ 

⑶ 元気アップ事業の推進（継続） 

 ア 内容 

児童生徒の体力向上を目指した小中学校への支援を行います。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 各校の体力向上プランにおける課題分析及び具体策の検討に取り組みます。 

(ｲ) 「まつもと元気アップ体操」の更なる定着に向けて、指導者講習会等を行います。 

(ｳ) 地域との交流における着座バージョンの活用に向けて、周知、指導を行います。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 成果 

実技集計結果について、全国平均を下回る種目は多いものの、前年度と比較

すると全国平均との差を縮めた又は全国平均を超えた種目が増加しました。特

に小学校低学年で全国平均を超えた種目が増加しました。 

  まつもと元気アップ体操の定着に向け、引き続き教職員の体育同好会で指導

者講習会を行うとともに、着座バージョンのＤＶＤを全小中学校に配布しまし

た。地域へ出向いて着座バージョンの普及講座も５回実施しました。 

(ｲ) 課題 

   さらなる体力向上に向けて、各校の体力向上プランを基にした取組みを継続

していくことが必要です。 

評

価

Ｂ 



 

 

⑷ 絆アップ事業の推進 

 ア 内容 

  「松本市子どもの権利に関する条例」及び「松本市いじめ防止等のための基本的な

方針」をもとに、教職員及び児童生徒の人権感覚の醸成、いじめのない学校づくり、

不登校の予防・減少策に取り組みます。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) こども部とともに「子どもの権利に関する条例」の学習を推進します。 

(ｲ) 定期的ないじめ実態調査により実態把握に努め、いじめ未然防止の取組みを推進 

します。 

(ｳ) 不登校支援アドバイザーによる学校訪問を継続するとともに、不登校対策コー 

ディネーターによる家居児童生徒への対応を充実させ不登校未然防止の取組みを

推進します。 

ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 成果 

ａ ８月と３月に「松本市いじめ問題対策調査委員会」を開催し、２８年度の         

市内いじめの状況を報告し、協議しました。学校への定期的ないじめ実態調

査により実態把握に努め、いじめ未然防止の取組みを協議しました。 

ｂ 不登校支援アドバイザーと指導主事が学校訪問をし、不登校児童生徒の個

別の状況に応じた対応策を学校職員とともに検討してきました。 

ｃ こども部と連携して「子どもの権利に関する条例」に関する放送原稿を市

内全校へ配布し、児童生徒の放送による学習に取り組みました。 

(ｲ) 課題及び来年度の方向 

適切な初期対応により、いじめを防ぎ、不登校などへの影響を抑えることが

課題です。２８年度の実態をもとに学校訪問により指導するとともに、引き続

き「松本市いじめ問題対策調査委員会」を開催します。また、こども部と連携

して「松本市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会」を開催し、広く関係機

関との連携を進めます。 

評

価

Ｂ 

⑸ 学力アップ事業の推進（継続） 

 ア 内容 

  市教委独自の教職員研修の充実を図ります。 

  指導主事による学校訪問を通じて、教職員の課題への助言及び情報提供、相談を行

います。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 子どもと教職員が温かな接点で結ばれることを目指して、市立学校教職員研修を

推進します。 

(ｲ) 指導主事の学校訪問を一層充実させるため、具体的な課題を持って各校を訪問

し、課題解決につなげます。 

ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 成果 

中心講師による講演会を１回（参加者６２名）、学校訪問指導を５回（参加者

計１２５名）実施しました。学校訪問指導では、講師と教職員による授業参観

の後、児童生徒の具体的な学びの姿をもとに意見交換を行いました。教職員が

互いの見方を出し合うことで、自身の子どもとの関わり方を見直す機会とする

ものです。 

(ｲ) 課題及び来年度の方向 

指導主事の学校訪問の際、授業の進め方や子どもとの接し方を中心に改善点

を校長、教頭を通じて指導していますが、各教職員の改善に時間がかかってい

ます。今後、学校訪問の際に、教職員に直接指導する時間を設けるとともに、

同じ教職員の授業参観を継続して行うなど、訪問形態を工夫し改善を図ります。 

評

価

Ｂ 

５ 評価意見及び教育委員会の改善方針（取組方針） 



 

重点目標⑴ 家庭・地域と学校の連携推進 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) コミュニティスクールは地域・学校によってあまり差が出ないよう、同じ市立の

学校であればどの学校も同じサポートが受けられるような体制作りをお願いしま

す。 

(ｲ) 学校指導課の「松本版・信州型コミュニティスクール事業」と生涯学習課の「学

校サポート事業」という事業は、実質的にはほぼ同じだと考えられますが、これら

が 2 つの課の 2 つの事業に分かれていることで、課題が複雑化しているように思い

ます。進行中の「松本版・信州型コミュニティスクール」という新しい概念の周知

を進めることも大事ですが、学校をサポートすることが、松本版・信州型のコミュ

ニティスクールにつながる…というような大きな観点で、生涯学習課に窓口を一本

化するのも一案ではないかと思います。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

(ｱ) コミュニティスクールは、地域の子どもは地域で育てることを目指し、それぞれ

の地域性や特性、各学校の特色を生かしたものとなっています。そのため、各学校

での特色が違いとなって表れてきますが、予算面や地域人材の積極的な関わり等で

は、どの学校でも同じようにサポートができるようにしています。 

(ｲ) 学校指導課と生涯学習課で一本化に向けて協議をしています。学校、家庭、地域

がスムーズに連携できるよう課題等について検討を続けます。 

重点目標⑵ 幼保から小学校・中学校への連携の推進 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 市長部局及び市内関係機関との連携はとても力になりますので連絡協議会の設置

を急ぐと共に、真にこうした事に本気で取り組む意欲を持った委員を選出してくだ

さい。 

(ｲ) 就学前児童の情報、1つの小学校へいくつもの幼稚園、保育園から集まってきます。

特別な支援が必要な子どもの情報把握を迅速にして、個にあった支援ができるよう

お願いいたします。養護教諭の複数配置や支援員の配置を是非検討してください。 

(ｳ) 組織が複雑化すると情報の共有化ができなくなります。幼保（こども部）との連

携を密にしてください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

(ｱ) 校長会、庁内各課と連携して、早急に連絡協議会の設置に向けた幹事会を開き、

設置要綱の検討や構成メンバーの人選について研究を進めます。医療、教育、福祉

等の機関から、専門的知識と意欲のある委員を選出していくよう努めます。 

(ｲ) ２８年度から、学校指導課指導主事とあるぷキッズ支援室教育相談員で特別支援

学級に在籍する全ての児童生徒を参観し、関係教職員との懇談を通じて実態把握に

努めています。また、特別支援教育支援員の配置対象児童生徒については、学校指

導課指導主事が支援状況を参観したり、支援会議に参加したりして実態把握に努め

ています。 

(ｳ) 情報の共有に向けて、こども部こども福祉課、こども育成課、保育課、健康福祉

部健康づくり課と定期的に連絡会を行っています。また、各課が子どもに関する相

談支援の力を高めるよう、特別支援学校教諭を講師に招いて特別支援教育に関する

研修も行っていますので、今後も引き続き実施して連携を密にしていきます。 



 

 

重点目標⑶ 元気アップ事業の推進 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 元気アップ体操は子どもだけでなく広く市民への周知のため、テレビ松本や FM松

本などで定例放送を実施するなど広報の更なる検討をお願いいたします。 

(ｲ) 子どもたちの体力向上に向けて体操の導入も良いと思いますが、休み時間の遊び

など日常の中での工夫を取り入れていく方策も必要と考えます。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

(ｱ) 元気アップ体操を広く市民に周知するために、昨年度より「広報まつもと」に元

気アップ体操の出前講座の募集案内を掲載し、希望のあった公民館、病院等の施設

に、学校指導課の職員が出向き、参集した市民の方とともに元気アップ体操を行っ

ています。今後は広報だけでなく、テレビ松本やＦＭ松本などの放送を検討いたし

ます。 

(ｲ) 子どもたちの体力向上に向けて、例年行っている「児童生徒の新体力テスト」の

結果を分析するとともに、授業外の運動機会が充実するよう、学校ごとに始業前に

マラソンやなわとび等の運動を位置づけ、朝や休み時間等の自主的な外遊びを促し

ています。 

重点目標⑷ 絆アップ事業の推進 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 「子どもの権利条約・子どもの権利に関する条例」の学習推進を図ってください。

(ｲ) アドバイザーや指導主事との懇談の機会増を図ってください。 

(ｳ) 現在、いじめによる子ども達の自殺が多く報道されています。定期的ないじめ調

査の他に、常に隠れたいじめがないか充分に注意してください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

(ｱ) ２８年１月に職員に対して研修会を開き、各学校で子どもの権利についての学習

を依頼しました。また、各学校でお昼の放送に子どもの権利条約について要旨をま

とめたものを流して子どもたちにも周知をしました。人権教育の時間等を使い、更

に学習が推進するようにします。 

(ｲ) 各学校には不登校支援アドバイザーと指導主事が訪問をしています。学校で希望

があれば懇談の機会も設けています。不登校の児童生徒や指導で配慮の必要な子ど

もさんの情報を共有し、どのような取組みができるか一緒に考え、アドバイスして

います。できるだけ多くの訪問ができるよう機会を設けていきたいと思います。 

(ｳ) 各学校では定期的にいじめの調査をしています。それだけでなく、学級担任が個

人面談を行ったり、様子のおかしな児童・生徒には個別に声がけをしたりして一人

ひとりの子どもに寄り添った指導を心がけています。校内には相談窓口（保健室や、

校長室、職員室等）を複数設け、いつでも誰でも相談できるように心がけています。

いじめに対して先生方がアンテナを高くして対応できるようお願いしていきます。

また「子どもなんでも相談」というパンフレットを作成、あらゆる相談窓口を掲載

し、各学校に配布して学校で相談できない子どもたちにも対応しています。 

重点目標⑸ 学力アップ事業の推進 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 教師の資質を高める為にも、教師がせめて勤務時間の８０％は子どもの教育に関

われる（授業に関われる）体制作りをお願いいたします。 

(ｲ) 教員に余裕がないと子どもたちへの気づきも少なくなってしまいます。教員の負

担軽減を検討してください。 



 

(ｳ) 教職員の資質向上を積極的に進めてください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

教職員の多忙化の要因としては、教材研究、授業準備、事務的な業務、生徒指導、

部活動指導、学校行事等様々であり、全国的にも同様な傾向がみられると認識してお

ります。部活動指導の在り方や学校行事の公務分担の検討など、教員一人あたりにか

かる負担の軽減を、学校長、教頭とともに検討していきます。また、特別教育支援員、

自立支援教員などを市独自に配置し、教職員の負担軽減に取り組んでいます。 

子どもと共に在る授業をつくるために，外部講師による講演会や学校訪問を実施す

ることで、松本市教職員の資質向上を図ります。また、若手教員指導力ＵＰ講座を開

設し、教職員同士が互いの見方や考えを出し合い、共有することで、授業や普段の学

校生活における子どもとの接点・関わり方を見直し、資質向上の機会としていきます。 

重点目標以外 

 ア 社会教育委員による評価意見 

小学校英語教育について、地域のサポーターが英語の授業を行っている例もあると

聞いています。松本版・信州型コミュニティスクール等地域人材の活用を検討してく

ださい。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

現在小学校英語教育に関しては業者に委託し各学校へＡＬＴを派遣しています。学

習指導要領の改訂によって平成３２年度より小学校で外国語が教科化され時間数も増

加をしますが、その分予算を増やしＡＬＴの指導時間の増加を計画しています。その

上で、各学校の希望がある場合、地域人材活用の検討をしていきます。 



 

Ⅲ-４ 学校給食課 

 

１ 平成２８年度の事務事業の概要 

⑴ 学校給食法に基づき、児童・生徒へ安全で安心な給食を提供するとともに、健康な体をつ

くるために大切な「食」について考える機会を設ける等、正しい食習慣が身につくように給

食を通した食育に取り組みます。 

⑵ 施設の老朽化、自然災害に対するリスク分散、災害拠点としての整備の必要性等からセン

ターのあり方（適正配置等）について検討します。 

⑶ 職員に対し、衛生管理や安全管理を徹底し、調理環境における安全性の確保や食中毒等の

発生防止、異物混入等の防止に努めます。 

⑷ 施設、厨房機器類の適正な維持管理を行い、センター給食としての安定運営に努めます。 

⑸ 食物アレルギー対応食提供事業を安全に実施するために、家庭、学校、給食センター、医

師会の連携強化を図ります。 

２ 平成２８年度の取組結果 

 ５カ所の学校給食センターと３カ所の自校給食校により１日約 20,000 食の給食を提供しま

した。その内、アレルギー対応食を 182名の児童生徒に提供しました。食物アレルギー講演会

を１０月に開催し、市民など約 200名の参加がありました。食物アレルギー対応マニュアルを

８年ぶりに改訂し、緊急時対応の統一を図りました。食育については、栄養士と調理員の学校

訪問による給食指導や、給食ゆうびん・給食センターだより等の指導資料の配布を行いました。

また、地元産の安全安心な食材調達として、新たに山形村の生じゃがいも及びカットじゃがい

もを農家から直接仕入れ、塩尻産の梨については産地指定をするなど地産地消に努めました。 

 職員の衛生・安全管理については、年度当初と夏季休暇中に研修を行いました。労働災害件

数は、前年度年間６件から９件へ増えてしまいましたが、センター職員安全衛生委員会で職場

巡視を９月に行うなど注意喚起に努め、下半期の発生は１件に抑えることができました。 

 学校給食センターのあり方（適正配置等）について、センター運営委員会から答申を受けま

した。 

３ 今後の課題 

 ノロウイルス等による食中毒や異物混入等の事故を起こさないように、衛生管理や危機管理

を徹底し、安全で安心な学校給食の提供に努めます。 

 総合学習等で生産した野菜や契約栽培の地元産食材を積極的に使用するなど、地産地消を取

り入れた食育を進めます。 

 食物アレルギー対応マニュアルに基づき安全な対応食の提供を行います。また、校内食物ア

レルギー対応委員会の設置準備をすすめ、危機管理体制の強化を図ります。 

対象者が増え続けているアレルギー対応食提供事業について、対応食の解除に向けた取り組

みを、保護者・医師会等の協力のもと進めます。 

 給食センターの適正配置について、基本方針の決定に向けた検討を行います。 

４ 重点目標 

⑴ 学校給食センターのあり方について（継続） 

 

ア 内容 

  西部、梓川及び波田センターの施設老朽化、自然災害に対するリスク分散、災害拠

点としての整備の必要性等から、センターの適正配置等について検討します。 

イ 具体的な進め方等 

松本市学校給食センター運営委員会からの答申を基に、関係課協議を行います。 

ウ 自己評価（成果・課題） 

  平成２９年１月センター運営員会から答申を受けました。「早急な対応が必要で

ある」との内容で、具体的な案については示されなかったため、今後教育委員会

で検討を行い、基本方針を決定します。 

評

価

Ａ 



 

⑵ アレルギー対応食提供事業（継続） 

 ア 内容 

食物アレルギー対応マニュアル及びアレルギー対応食提供事業実施要綱に沿って実

施します。 

  増加を続ける対応食提供者に対し、対応食の解除に向けた取り組みを行います。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 食物アレルギーを持つ児童・生徒一人ひとりの症状に合った対応食を提供しま

す。 

(ｲ) 緊急時の対応について、全校対象に緊急対応マニュアルの見直し、エピペン使用

研修会等を行います。 

(ｳ) 講演会を開催し、食物アレルギーの最新情報を提供します。また、経口負荷試験

等解除の進め方を発信していきます。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

  １８２名の児童生徒に対し、アレルギー対応食を提供しました。 

  本年度中に対応食の解除（一般給食が食べられるようになった）ができた児童

数は１６名、生徒数は２名となりました。 

  各学校において、緊急対応マニュアルの確認、エピペン使用研修会等を実施し

ました。 

  食物アレルギー対応マニュアルについて、医師会、消防と連携し８年ぶりに改

訂しました。（緊急時対応マニュアルの掲載、校内食物アレルギー対応委員会の設

置、保護者負担軽減のための各種様式の見直し） 

  講演会では、実際に負荷試験を経て解除のできた子どもの保護者と主治医によ

るパネルディスカッションを行うなど、最新の情報を発信することができました。

引き続き、医師会と連携し解除に向けた取組みを行っていきます。 

評

価

Ａ 

⑶ 食育・地産地消推進事業（継続） 

 ア 内容 

栄養教諭を中心に地産地消を取り入れた食育を推進します。 
  地産地消を推進し、安全で安心な食材を使用します。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 教育現場に対し栄養教諭等の活用を促し、栄養教諭等が学校へ出向き食育事業を

実施します。 

(ｲ) 児童・生徒が総合学習等で生産した野菜等を給食食材として受け入れ使用しま

す。 

(ｳ) 地産地消を中心に、安全な地域からの食材調達を行い、さらに放射線検査により

安全確保に努めます。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

  栄養士、調理員による学校訪問を実施し、児童生徒との交流を行いました。 

  児童生徒が総合学習として栽培した松本一本ねぎを今年度も給食食材として使

用しました。本年度新たに地元農家と契約し生じゃがいもとカットじゃがいもを

仕入れ、地産地消の割合を高めることが出来ました。今後も拡大に努めます。 

  放射性物質の検査を継続し、安全・安心な食材確保を行いました。今後も継続

してまいります。 

評

価

Ａ 

⑷ 衛生管理・危機管理の徹底（継続） 

 ア 内容 

衛生管理、危機管理を徹底しノロウイルス等の食中毒や異物混入等の事故を防止し

ます。 
  労働災害防止の取組みを強化します。 

イ 具体的な進め方等 



 

(ｱ) 栄養職員による衛生管理研修を年度当初新学期当初に行い徹底します。 

(ｲ) 学校の長期休業中に外部講師を招いた衛生管理講習会を開催し、意識向上に努め

ます。 

(ｳ) 労働災害防止に向けた研修を行います。衛生管理者を中心に職場環境整備を行い

ます。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

  衛生管理研修について計画通り実施しましたが、異物混入（虫、髪の毛、米飯

糠玉など）があるため、検収時、食材洗浄時、配食時の目視チェック体制の強化

を進めます。 

  労働災害防止について、労災件数は昨年の６件から９件に増加しました。不注

意による発生が多く、意識向上に向けた研修等の実施が必要です。 

センター職員安全衛生委員会の職場巡視の継続、他職場職員によるクロスチェ

ック等を行います。 

評

価

Ａ 

５ 評価意見及び教育委員会の改善方針（取組方針） 

重点目標⑵ アレルギー対応食提供事業 

 ア 社会教育委員による評価意見 

アレルギー対応食の取組みは、非常に重要だと思います。特に解除の対策によって

１８名、約１割の子どもが一般給食を食べられるようになった事は素晴らしい取組み

だと思います。今後も医師会との連携など充分に注意しながら積極的な取組みを進め

てください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

改定された食物アレルギー対応マニュアルに沿って、医師会との連携を取りながら、

アレルギー対応食の解除に向けた取り組みを行ってまいります。 

重点目標⑶ 食育・地産地消推進事業 

 ア 社会教育委員による評価意見 

地産地消について幅広く地域の食材の利用をお願いいたします。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

地元農家からの直接購入を積極的に取り組む等、引き続き地産地消の拡大に向けた

取組みを推進してまいります。 

重点目標⑷ 衛生管理・危機管理の徹底 

 ア 社会教育委員による評価意見 

給食センターの見学をさせていただきましたが、きめ細やかな取組みをされている

と思います。その分職員の方たちの負担も大きくなると思います。労災件数の増加も

要因を分析して事故の無い職場で安全な給食を提供し続けてください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

労働災害防止に向けた研修を今後も行うことで、安全衛生委員を中心に労災の減少

に努めてまいります。 

重点目標以外 

 ア 社会教育委員による評価意見 

子どもたちが大きくなった時、学校給食が美味しかった、また食べたいと思わせる

ような給食を出し続けてあげてください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 



 

希望献立の実施を行うとともに、いろいろな素材等を採用したりすることで、今後

も美味しい給食を子どもたちのために提供してまいります。また、子どもたちが楽し

い給食の時間を過ごせるように、給食委員会等を通して学校との連携を密にしてまい

ります。 



 

Ⅲ-５ 生涯学習課・中央公民館 

 

１ 平成２８年度の事務事業の概要 

⑴ 松本市生涯学習基本構想の精神（「学びの森づくり」）を踏まえ、松本市教育振興基本計画

に掲げる、「学都松本」としてめざすまちの姿の実現に向け、学習の場である施設の整備を

進めるとともに、住民が豊かな個性を伸ばし、生きがいの仕組みづくりを進める自発的な学

習活動等への支援を通じて、地域住民が主体となって自治能力を高める学習活動の推進と生

涯学習による地域づくりをめざします。 

⑵ 地域の公民館では市民一人ひとりの幅広い学習や活動を支援し、地域づくりセンターを学

習機能で担う総合的な地域づくりの拠点としての役割を担うことができる体制づくりを進

めるとともに、学習活動などを通じて地域課題と向き合い、市民自らが地域課題の解決に向

けた学習機会を充実させ、実践していく、松本らしい地域づくりをめざした公民館活動を展

開します。 

２ 平成２８年度の取組結果 

⑴ 学校サポート事業については、市内小中学校を対象に全３５地区公民館で事業を展開。公

民館長会と校長会との懇談会の開催や、学校指導課と共催でコミュニティスクール運営委員

会代表者等会議を開催し、松本版・信州型コミュニティスクール事業との発展的統合に向け、

課題等の共有を図りました。 

また、「未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研究集会松本大会」では、地域・家

庭・学校の連携をテーマとした分科会を開催して、県外他市の実践事例を基に議論を深めま

した。さらに、市民、学校関係者等による研究会として「地域で子どもを育てる子どもの明

日を考える会」では、「地域とＰＴＡの連携」、「放課後の居場所づくり」、「コミュニティス

クール」の３つのテーマに分かれ、意見交換を行うなど、学習会を開催しました。 

⑵ 松本市公民館発足７０周年記念事業「未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研究集

会 松本大会」については、安心していきいきと暮らせる住みよい地域社会をつくるため、

住民・行政・地縁団体・市民活動団体・教育機関など、多様な主体が参画し、自治力の必要

性や高め方、協働のあり方などを考え、まちづくりについて学び合う事を目的に平成２９年

１月２８日（土）、２９日（日）の２日間にわたり、まつもと市民芸術館、中央公民館で開

催しました。実参加人数は７３６人（市内５６２人、県内９７人、県外７７人）で、２日間

の延べ参加人数は１，１１５人となりました。 

⑶ 学習の場である施設整備として、 

ア 地区公民館は地区公民館整備方針に基づき各種整備事業に取り組みました。 

イ 重要文化財旧松本高等学校校舎耐震化事業として、補強案検討および保存活用計画の策

定に向けた事業を進めました。 

ウ 町内公民館整備補助事業では、町会の集会施設（公民館等）改修などに対して助成を行

い、整備の促進を図りました。 

⑷ 勤労青少年ホームの関係については、 

ア 勤労青少年ホームの根拠法である「勤労青少年福祉法」が大幅に改正されたことを受け、

勤労青少年ホームのあり方について検討してきました。その検討結果に基づき、名称を「青

少年ホーム」と改称し、対象を１５歳以上３５歳未満の在住、在勤、在学の青少年一般と

することになりました。 

イ キャリア教育については、「子ども地域チャレンジ」や「子ども参観日」などに取り組

み、子どもたちの「生きる力」の育成が図られました。 

３ 今後の課題 

⑴ 学校サポート事業については、平成３０年度の松本版・信州型コミュニティスクール事業

との統合に向け、平成２９年度を移行期間とし、関係課やコミュニティスクール運営委員会

代表者等との協議が必要です。 

⑵ 松本市公民館発足７０周年記念事業「未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研究集

会 松本大会」で確認された成果や、課題解決に向けた多様な主体との協働の必要性などを

今後の地域づくりにどの様に活かしていくかが今後の課題となります。 



 

４ 重点目標 

⑴ 学校サポート（学校応援団）事業（継続） 

 

ア 内容 

「地域と共にある学校づくり」と「特色ある学校づくり」をめざし、地区公民館が

地域と学校のコーディネーター役を担い、地域資源を活用した地域で子どもを守り育

てる仕組みを構築。また、地域住民の様々な知恵や知識・技術を活かし子どもに伝え

ることで、住民の生きがいづくりを推進します。 

(ｱ) 市内全３５地区公民館で実施 

(ｲ) 事業パンフレット配布 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 学校と地域との関わり、信頼関係を更に深めるため、学校と地区公民館の職員が

定期的に話し合う懇談の機会を充実していきます。 

(ｲ) 学校職員と公民館職員による懇談会を中信教育事務所と協同で実施します。 

(ｳ) 地域と学校の連携を進める集いを実施し、実践事例、課題等の実証研究から事業

のあり方や今後の方向性を検証します。 
(ｴ) これまでの学校支援の実績を活かし、学校への「参画・支援・評価」を一体的に

行う、松本版・信州型コミュニティスクールの設置、運営に向けて協力します。 

ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) パンフレットを配付し、市内全３５地区で実施しました。 

(ｲ) 中信教育事務所の助言を受けながら、松本市公民館長会と松本市校長会で合

同研修会を開催しました。 

(ｳ) 「未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研究集会松本大会」では、地

域・家庭・学校の連携をテーマとした分科会を開催。県外他市の実践事例を基

に議論を深めました。さらに、地域・家庭・学校の三者間の協力、連携につい

て考える、市民、学校関係者等による研究会として「地域で子どもを育てる子

どもの明日を考える会」では、「地域とＰＴＡの連携」、「放課後の居場所づくり」、

「コミュニティスクール」の３つのテーマに分かれ、意見交換を行うなど、学

習会を開催しました。 

(ｴ) 学校指導課と共催でコミュニティスクール運営委員会代表者等会議を開催

し、課題等の共有を図りました。 

評

価

Ａ 

⑵ 松本市公民館発足７０周年記念事業 

「未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研究集会 松本大会」の開催（新規） 

 ア 内容 

  平成２９年４月に迎える公民館発足７０周年を記念し、自治と協働によるまちづく

りの一層の推進と、松本市の公民館・地域づくり活動を全国に発信する目的で開催し

ます。 

  大会では、主として公民館の機能に着目し、松本市及び全国各地の様々な実践事例

を掘り起すとともに、改めて自治力の必要性や高め方、協働のあり方を探り、参加者

それぞれのこれからの実践に活かす場とします。市民、行政、大学、ＮＰＯ等と連携

を図る中で実行委員会を組織し、開催までの過程そのものを学習の場とし、生きがい

の仕組みづくり、人づくりを図ります。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 期日 平成２９年１月２８日（土）、２９日（日） 

(ｲ) 主催 松本市、松本市教育委員会、松本市地域づくり研究連絡会 

(ｳ) 主管 「未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研究集会松本大会」実行委 

員会 

(ｴ) 全体会、分科会を通じて、自治を基盤とした地域づくりや、学びの成果を活かし

た生きがいの仕組みづくりなどについて議論を深めます。また、全国から研究者、

自治体関係者等に多数参加いただき、情報共有の場とするとともに、集会で得られ

た内容については、松本市の公式ホームページ等を利用し、本市の地域づくりへの

取組みを全国に向けて発信します。 



 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

１月２８日（土）は、会場をまつもと市民芸術館とし「松本が育んできた住民

自治と協働の力を今後のまちづくり・地域づくりへどのように活かしていくのか」

をテーマに、パネルディスカッション（コーディネーター：築山 崇 京都府立

大学学長、パネリスト：伊藤 学司 前長野県教育長、白戸 洋 松本大学教授、

三村 伊津子 元松本市町内公民館長会長、菅谷 昭 松本市長）や、「自治と

協働のまちづくりを進めるために、求められるものは何か」をテーマに全国リ  

レートーク（コーディネーター：井上 信宏 信州大学教授、ゲストスピーカー：

岩城 和志 淡路市社会福祉協議会参事、池田 馨 ＮＰＯ法人ひとまちネット

ワーク理事長、重森 かおり 岡山市中央公民館主事）等を開催。１月２９日（日）

は、会場を中央公民館（Ｍウイング）とし、住民自治、地域活性化、地域福祉な

ど１１のテーマの分科会を開催し、市内外の様々な実践事例から自治を基盤とし

た地域づくりや、学びの成果を活かした生きがいの仕組みづくりなどについて議

論を深めることができました。 

  大会結果については、松本市の公式ホームページに議事録等順次掲載し、全国

に向け発信します。 

評

価

Ａ 

⑶ 「生きる力（キャリア教育）」育成事業（継続） 

 ア 内容 

児童・生徒が将来、社会で自立して生きる力を育成するため、地域の様々な機関、

団体と連携し、キャリア教育を実施します。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 地域の様々な機関、団体と連携し、多様な学びや体験の機会を子どもたちに提供

します。 

(ｲ) 地域や企業におけるキャリア教育の取組みが広がってきていることから、今まで

実施してきたプログラムの見直しを行い、問題点や成果を整理し、キャリア教育に

取り組む各団体への支援を充実させていきます。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 子どもたちの生きる力の育成を目指し、小学生が地域での体験活動を行う「子

ども地域チャレンジ」や、小・中学生が家族の職場を参観する「子ども参観日」

等、各種事業を実施しました。事業への参加団体は前年度より増加しており、

地域や企業でのキャリア教育の取組みが広がってきています。 

(ｲ) 「生きる力（キャリア教育）」育成事業は、地域の様々な団体が連携し、子ど

もの生きる力の育成をめざすものです。その実施方法は、学校、地域、家庭、

企業が一体となって子どもの育成に取り組むものであり、松本版・信州型コ  

ミュニティスクールとの共通点も多いため、今後、事業の実施に当たっては、

松本版・信州型コミュニティスクールと連携して行っていくことが必要です。 

評

価

Ｂ 



 

 

⑷ 施設整備事業（継続） 

 ア 内容 

学習の場であり、地域づくりの拠点である市有施設の整備を進めるとともに、町会

集会施設（町内公民館等）の整備に対して助成します。 

(ｱ) 地区公民館整備事業 

ａ 地区公民館整備方針に基づき、大規模改修工事等 

ｂ 老朽化し耐震基準を満たしていない波田公民館を、波田支所庁舎内に移転する 

事業 

ｃ 教育文化センター機能見直しに伴う里山辺公民館整備事業 

(ｲ) 重要文化財旧松本高等学校校舎耐震化事業 

大地震時には倒壊する恐れがあるという耐震診断の結果を受けて、補強案検討お

よび保存活用計画の策定に向けた事業 

(ｳ) 町内公民館整備補助事業 

地域住民が利用する集会施設（町内公民館等）の整備に対し補助金を交付 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 地区公民館整備事業 

ａ 大規模改修事業（２８年度実施館） 

大規模改修工事・・・・内田公民館 

改修工事実施設計・・・笹賀公民館 

暖房設備更新・・・・・中山公民館 

冷房設備保守点検・・・中山公民館、大手公民館、岡田公民館、寿台公民館 

ｂ 波田公民館移転改修事業 

２８年度：改修工事 

２９年度：改修工事、既存公民館解体工事 

ｃ 里山辺公民館移転新築改修事業 

「教育文化センターのあり方に関する基本計画（暫定版）」の策定に併せて、

里山辺公民館の整備方針を策定する。 

(ｲ) 重要文化財旧松本高等学校校舎耐震化事業 

２８年度：耐震補強案検討、保存活用計画策定(２年目) 

２９年度以降：実施設計、補強等工事 

(ｳ) 町内公民館整備補助事業（主な補助事業内容） 

項   目 補助率 限度額 

新築（未設置） 2/3 1,000万円 

  （既設置） 1/2 1,000万円 

改    築 1/2 1,000万円 

増    築 1/2 600万円 

改    修 1/2 500万円 

福祉関連・耐震補強 2/3 500万円 

公民館敷地取得 2/3 1,000万円 
 



 

ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 地区公民館整備事業 

大規模改修事業、波田公民館移転改修事業とも、計画通りに事業を進めるこ

とができました。引き続き、整備方針等に基づき、計画的に事業を進めていく

予定です。 

里山辺公民館は、教育文化センターから分離させ、新たに整備する方針を定

めることができました。 

(ｲ) 重要文化財旧松本高等学校校舎耐震化事業 

耐震補強案については、専門業者および有識者で検討した壁の耐久力試験を

実施し、正確な性能に基づいた補強案を作成することで、補強工事量を削減し

ました。 

保存活用計画については２回の委員会を開催し、周辺を含めた環境保全計画、

防災計画、活用計画等の協議を行い、標準計画を策定しました。 

(ｳ) 町内公民館整備補助事業 

新築、改築、改修、敷地取得、福祉関連・耐震補強、借地・借家補助等の補

助金交付を１１３件行いました。 

評

価

Ａ 

⑸ 勤労青少年ホームのあり方検討（新規） 

 ア 内容 

勤労青少年ホームの根拠法である「勤労青少年福祉法」が大幅に改正されたことを

受け、今後の勤労青少年ホームのあり方について検討します。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 検討時期 

平成２８年４月～６月 

(ｲ) 検討内容等 

勤労青少年ホーム運営委員会を開催し、現状と課題、今後の方向性について利用

者・講師・関係機関からの意見をまとめた後、教育委員会としての方針を打ち出し

ます。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 主な成果 

ａ 勤労青少年ホーム運営委員会（２回）、庁内検討委員会（１回）、教育委

員研究会（２回）で協議を進め、以下のように定めました。 

(a) 名称：「青少年ホーム」と改称 

(b) 対象：１５歳以上３５歳未満の在住、在勤、在学の青少年一般 

ｂ 見直し検討に基づき平成２９年２月議会で必要な条例改正を行いました。 

(ｲ) 課題等 

対象者が青少年一般となったことから、勤労者対象の事業を継承しつつ、青

少年の自立、社会参画の促進について、新たな事業の取組みが必要となります。 

評

価

Ａ 

５ 評価意見及び教育委員会の改善方針（取組方針） 

重点目標⑴ 学校サポート（学校応援団）事業 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 幼保小中一貫教育を見据えたコミュニティスクール作りを検討してください。 

(ｲ) 学校サポート事業、地域により差があると感じます。地域の公民館、館長、主事

の姿勢も関係してきますので、学校と地域の協働という視点を忘れないようにして

ください。 

(ｳ) 学校サポートもキャリア教育、公民館活動など地域との連携がカギを握っていま

す。サポートしたい人もたくさんいると思うので、コーディネートできる人を育て、

学校の事務事業などを軽減しながら活用する方法を検討してください。 

(ｴ) 【再掲】学校指導課の「松本版・信州型コミュニティスクール事業」と生涯学習



 

課の「学校サポート事業」という事業は、実質的にはほぼ同じだと考えられますが、

これらが２つの課の２つの事業に分かれていることで、課題が複雑化しているよう

に思います。進行中の「松本版・信州型コミュニティスクール」という新しい概念

の周知を進めることも大事ですが、学校をサポートすることが、松本版・信州型の

コミュニティスクールにつながる…というような大きな観点で、生涯学習課に窓口

を一本化するのも一案ではないかと思います。 

イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

(ｱ) これまでも公民館では、多世代交流や様々な体験学習を通じ、子どもの豊かな感

性を磨く事業を展開しております。例えば、島立公民館では、通学合宿事業として、

町区・永田町会の４年生から６年生の９名が町内公民館に３泊４日の共同生活を行

い、学校に通いました。実施にあたり、近隣家庭からのもらい湯、食生活改善推進

員による調理指導、交通安全協会や公民館役員による登下校の見守り、松本大学の

学生ボランティアによる生活支援・学習指導など、地域のサポートで実施したもの

です。今後は、参加する学年の幅を広げ、上級生が下級生の面倒を見るような形で

の実施を検討しているとのことです。今後も、地域の子どもは地域で育てるという

観点から、異年齢、多世代の交流を大切に、幼保小中の枠にとらわれない事業のあ

り方について検討をしていきます。 

(ｲ) 学校サポート事業では、学校との連携、協力体制の構築が重要となります。地区

と学校区の不一致や、学校の先生の多忙さ等、要因は複数考えられますが、十分に

学校と協力体制が築けていない地域では、サポート事業に差が出ているものと思わ

れます。 

寿公民館では、公民館長が毎日小学校に顔を出し、学校側も館長用に、学校の予

定表等お知らせを入れておくメールボックスを設けるなど、緊密な連携が図られ、

活発な活動が行われています。このように、活発に活動ができている地域とそうで

ない地域について、要因を調査し、全地域で活発な活動が行われるよう、研究をし

ていきます。 

(ｳ) 地域には、様々な知恵や知識、技術を持った方や、地域貢献をしたい気持ちを  

持った方で、地域と関わるきっかけを得ることが出来ずにいる方が、まだまだいら

っしゃいます。今年から始めた「学びの地域」創生事業では、持続可能な地域の創

造に向け、地域づくりの担い手となる人材の育成につなげる循環的な仕組みの構築

を目的に、現在、先行３地区（白板、新村、安曇）で新たな人材の掘り起しと、人

材育成と地域実践に結ぶ「学びの学校」の内容と実施方法を検討しています。本事

業で得られた成果は今後３５地区に広げ、学校サポート事業も含めた、地域の担い

手の掘り起こしと育成を進めます。   

(ｴ) 松本版・コミュニティスクール事業と学校サポート事業との一本化については、

現在検討を進めています。一本化にあたっては、地区公民館の管轄する地区と学校

区が必ずしも一致していないことや、組合立や県立の学校の取り扱い、コミュニテ

ィスクールの果たす機能の一つとして学校評価があることなど、解決すべき課題も

ありますので、引続き、学校指導課や学校関係者等と協議し、検討していきます。 

重点目標⑵ 松本市公民館発足７０周年記念事業 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 地域での共同参画や助け合いの取組みが広がっていますので、ぜひ生涯学習課で

も専門知識や取組みのヒントなど、こうした動きの良きアドバイザーであり応援団

としての働きをお願いします。 

(ｲ) 地域づくりに公民館の活性化を！！ 

(ｳ) ○町内公民館－ご近所さんの絆づくりの推進 

○地区公民館－地域リーダーの育成に講座、教室の充実 



 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

(ｱ) 松本市の公民館は、これまでも、住民の生活や暮らしに根付く様々な課題を地域

全体で共有化し、学習を通じて解決へ向かっていくために、常に住民と共に歩んで

きました。今後も地域住民の声に耳を傾け、住民主体、行政は支援にこだわり、住

民と職員との協働により地域づくりに向けた学習と実践をめざしていきます。 

(ｲ) 地域づくりを進めるためには、地域の自治力の向上が不可欠です。松本市の公民

館がこれまで積み上げてきた連携と協働体制、地域力（自治力、連帯力・教育力・

文化力）の育成機能、次世代を育む学びと人材育成機能について大学の介入調査な

どを通じて検証し、公民館の今日的な位置づけを行なうなど、公民館の活性化を  

図ります。 

(ｳ) 町内公民館は、住民にとって最も身近な公民館であり、自治を基盤に地域で共に

支え合う関係づくりができる場、住民自らが主体的に実践・行動できる場としてそ

の役割はますます重要となっていると認識しています。これまで地区公民館は町内

公民館を様々な面から支援してきましたが、住民の方々が暮らしを組み立てる学び

と実践を推進するため、平成１７年に発刊した「町内公民館のてびき」改訂をはじ

め町会、町内公民館のリーダー育成等、積極的に支援を図ります。 

重点目標⑶ 「生きる力（キャリア教育）」育成事業 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 人と人をつなぐ役割の中で、子どもを地域の色々な世代の人と結びつけ、地域で

育てる関係になっていけばいいと思います。またキャリア教育の中で、地域の中で

育っている感覚が子ども自身にも実感できるような、人間関係が育つプログラムが

あるといいと思いますので検討をお願いします。 

(ｲ) ２０代から３０代に対する生涯教育科目の推進や新たな取組みの創設を希望しま

す。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

(ｱ) 子どもたちが、自分の地域を知り、地域の中で活躍し、地域の人と交流し文化を

継承していくことは、キャリア教育の一つの大切な目的と考えています。今までも

育成会などと協力し、子供たちが地域で活動する地域チャレンジ事業や、公民館に

よる学校サポート事業を行っていますが、今後も地域で人間関係が育つようなプロ

グラムを推進していきます。 

(ｲ) ２０代から３０代に対する生涯教育は、青少年ホームや各公民館で各種講座を開

催していますが、社会を担っていく若者の育成、生きる力を育むことは重要なこと

と考えていますので、内容を見直しながら今後進めていきます。また、青少年が気

軽に集まれる居場所作りなどの新しい取組みも検討していきます。 

重点目標⑷ 施設整備事業 

 ア 社会教育委員による評価意見 

地区公民館整備、公民館がきれいになっただけで何か気持ちが良く利用も増えると

思います。引き続き速やかに改修をお願いいたします。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

生涯学習活動をするうえで、安全・安心な施設であることはもとより、使い勝手の

良い施設であることはとても大切なことと考えています。地区公民館の改修は、地区

公民館整備方針を定め、この方針に基づき整備を進めています。松本市公共施設等総

合管理計画が策定されたことを受け、見直し等が必要にはなりますが、今後も整備方

針に基づき、公民館改修等の整備を計画的に進めます。 

重点目標以外 



 

 ア 社会教育委員による評価意見 

学びの森いんふぉめーしょんの記事が固定化していると感じます。もっと地域活動

の紹介や公民館職員の声、市民の声等を載せる等、バラエティに富んだ紙面作りで親

しみやすいものにしてください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

現在は、生涯学習支援登録制度に登録している団体の情報を中心に掲載しています

が、地域活動の紹介を掲載するなど、バラエティに富んだ紙面作りについて検討しま

す。 



 

Ⅲ-６ 中央図書館 

 

１ 平成２８年度の事務事業の概要 

⑴ 図書館の役割は、まちづくりの主役である市民が身近な地域で学び、考え、自己の目標を

具体的に実現するための学習機会を、資料の収集・整理・保存・提供することを通じて保障

することです。 

とりわけ、超少子高齢型人口減少社会、高度情報化が進行する中で、デジタル情報配信  

サービスなど各種事業に取り組み、多様化する市民の要望に応えられる、市の教育・文化の

中核施設にふさわしい学習の場を提供することです。 

⑵ 平成２８年度は、「学都松本子ども読書活動推進計画」のさらなる推進、市民に分かりや

すい開館日・時間の検討と試行、学校図書館との連携、他組織との共催事業・図書館全体イ

ベントの開催、雑誌スポンサー制度の推進などを進めていきます。 

２ 平成２８年度の取組結果 

⑴ 資料の収集・整理・保存の取組み 

２月末現在の蔵書数は１，２１５，７２３冊で、前年比３０，７７８冊（２．５％）の増

となりました。 

  また、デジタル情報配信サービスに対応した取組みとして、現行法、判例体系、法律判例

文献を横断検索できる第一法規出版の D1-Low.com を平成２９年４月から導入する予算化を

行いました。 

⑵ 学都松本子ども読書活動推進計画について 

庁内関係課による「子ども読書活動推進委員会」の発足に向けて、昨年度開催した関係課

担当係長会議に引続き関係課長会議を開催しましたが、読書活動推進団体による委員会とす

べきとの集約となり、年度内に委員会の設置ができませんでした。 

委員会の設置・活動に先立って、子どもの読書活動の重要性を親子で認識してもらうため

のパンフレットを小・中学校、幼稚園、保育園等を通じて配布しました。 

⑶ 図書館利用者サービスの充実 

  昨年に引続き中央図書館において、夏期（７月から９月）の土・日・祝日の閉館時間を通

常の午後５時から午後６時に延長する開館時間延長を実施しました。 

⑷ 図書館イベントの開催 

１２５周年記念講演会などの独自イベントを開催するとともに、市民に図書館をもっと身

近に感じていただき、図書館の利用促進につなげるため、他の組織と共催して各種事業を実

施しました。 

⑸ 雑誌スポンサー制度の実施 

  図書館ホームページ及びフェイスブックにより広告希望事業者を募集しました。 

希望事業者がなかったため、企業や商工会議所訪問等を行い、平成２８年中は１社の決定、

また、平成２９年４月から希望の４社の申込みを受け付けました。 

３ 今後の課題 

⑴ 資料の収集・整理・保存の取組み 

  中央図書館の蔵書数は建設時想定の６０万冊を超えて６３万冊となっており、書庫の狭隘

化が進んでいます。蔵書のあり方及び除籍基準の見直しの検討が必要です。 

⑵ 学都松本子ども読書活動推進計画の推進について 

  「子ども読書活動推進委員会」の早期設置、平成２９年度から市雇用となる学校司書との

連携及び次期計画策定に向けた見直しが必要です。 

⑶ 図書館利用者サービスの充実 

  利用者の拡大を図るため、分りやすくて利用しやすい開館日時の在り方について検討して

いく必要があります。 

  また、利用者のプライバシーを保護するため、資料管理のＩＣタグ化による自動返却、自

動貸出し、予約棚の導入検討が必要です。 

⑷ 図書館イベントの開催 

  子ども読書活動推進及び利用者拡大のため、読書週間及び子ども読書週間におけるイベン



 

ト、関係団体等との共催事業などのより一層の充実が必要です。 

⑸ 中央図書館の大規模改修の検討 

  中央図書館は平成３年の建築から２５年を経過し、機械設備等の更新が必要な状況になっ

ています。書庫狭隘化対策、資料管理のＩＣタグ化によるレイアウト変更などの課題を同時

に解消するためには、大規模改修の検討が必要です。 

４ 重点目標 

⑴ 学都松本子ども読書活動推進計画の推進について（継続） 

 

ア 内容 

子ども読書活動を推進するため、以下のことを行います。 

(ｱ) 「子ども読書活動推進委員」を立ち上げ、計画推進に向けた取組みを行います。 

(ｲ) 「学都松本子ども読書活動推進計画の概要版」を、図書館と連携しながら保育園、 

幼稚園、小学校等に配布します。計画の内容の周知と、子ども読書活動の大切さを

ＰＲしていきます。 

(ｳ) 計画の具体的な推進に向けて、実施計画を策定します。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 昨年度立ち上げた準備会を基に図書館職員、関係各課の職員、学校司書、図書館

協議会委員等から構成する委員会を立ち上げます。人員は１０名程度を予定し、子

ども読書計画を実際に進めていく組織とします。 

(ｲ) パンフレットの配布に当たっては、学校教育課、保育課、関係団体と相談のうえ

配布していきます。 

(ｳ) ブックリストについては、中高生向きサービスの検討やパスファインダーの作成

を行い、夏休み等の自由研究に備えます。学校司書との連携は、さらに一歩進め、

具体的連携について検討していきます。ブックスタートについては、セカンドブッ

クの時期等を具体的に探って検討していきます。 

ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 庁内関係課による「子ども読書活動推進委員会」の発足に向けて、昨年度開

催した関係課担当係長会議に引続き関係課長会議を開催しましたが、読書活動

推進団体による委員会とすべきとの集約となり、年度内に委員会の設置ができ

ませんでした。関係団体による委員会設置に必要となる予算要求を行いました

が、認められなかったことから、平成２９年度は、庁内関係課による委員会の

設置と読書活動の推進が必要です。 

(ｲ) 委員会の設置に先立って、子どもの読書活動の重要性を親子で認識してもら

うためのパンフレットを小・中学校、幼稚園、保育園等を通じて配布しました。 

(ｳ) 各種事業の成果 

ａ 中高生向けのブックリストの作成について検討を行った結果、選書には、

学校司書の意見も必要と判断し、学校司書が市雇用となる平成２９年度に連

携して作成することとしました。 

ｂ 夏休みの自由研究に活用できるパスファインダーは、８月に５種類を作成

して配布することができました。 

ｃ 学校司書との連携の一環として、６月２３日に学校司書向けの図書修理研

修を実施しました。具体的な連携の検討を進めることはできなかったため、

平成２９年度当初から学校教育課と連携協議を進める必要があります。 

ｄ セカンドブックの実施について検討しましたが、読み書きを覚えて初めて

自分で本が読めるようになる小学校１年又は２年生という考え方もあること

から、平成２９年度に学校司書が市雇用化された後に、意見を踏まえて検討

することとしました。 

評

価

Ｃ 



 

 

⑵ 図書館利用者サービスの充実（継続） 

 ア 内容 

市民にわかりやすく、利用しやすい図書館とするため、図書館の開館日・開館時間

について以下のとおり実施します。 

(ｱ) 昨年同様に夏期（７月～９月）の土・日・祝日の開館時間延長を実施し、さらな

るサービスの向上について、研究してまいります。 

(ｲ) 土曜日と祝日が重なった場合、中央図書館と波田図書館は、次の火曜日が、休日

となり、独立館は、重なった当日の土曜日が休みとなるのが原則ですが、開館とな

るよう調整します。平成２５･２６年度の臨時開館は、中央、中山、空港、梓川４

館でした。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 平成２３年度から実施し、広報等によりある程度周知ができ、若干利用が増えて

きましたので、延長の曜日・時間等を検討したうえで「広報まつもと」「図書館   

ホームページ」等で広く市民に周知して実施します。実施期間については７月から

９月の実施とします。 

(ｲ) 平成２８年度の平成２９年２月１１日（土）は、土曜日と祝日が重なります。中

央図書館と波田図書館は、本来２月１４日（火）が休館となるのが原則ですが、臨

時開館に向け、調整を図ります。また、分館については、２月１１日（土）に休館

となるのが原則ですが、実施館を増やすため、各分館及び関係各課との調整を図り

ます。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 中央図書館の夏期の土・日・祝日の開館時間延長については、広報まつもと、

図書館ホームページ及び平成２８年４月に開設した図書館フェイスブックで広

報を行い、昨年と同様の７月初頭から９月末まで実施しました。この開館時間

延長は、平成２３年の試行開始から７年を経過し、一定の利用はありますが、

来館者の状況は、平日の夜間以下で、特定の利用者に限られており、特に大き

な需要はないものと分析しています。 

(ｲ) 土曜日と祝日が重なった場合の中央図書館と波田図書館の平成２９年２月１

４日（火）の特別開館及び２月１１日（土）の他の分館の特別開館は、再検討

を行った結果、全館の整合が図れないことから利用者に分かりにくい状況とな

ることを避けるため、実施を取り止めました。 

(ｳ) 図書館の開館日時は、次の問題点があることから、一時的なサービスの拡大

ではなく、未利用者の意見も反映できるアンケートを実施して、より利用しや

すく分かりやすい開館時間の在り方を検討し、抜本的に改正する必要がありま

す。 

ａ 開館日、開館時間は館ごとに異なり分りにくいこと。 

ｂ 多くの分館が午後６時３０分まで利用できる児童館・児童センター及び保 

育園よりも早い午後５時に閉館し、子ども読書活動推進の方針と不整合と 

なっていること。 

ｃ 月曜開館の要望の意見もあり、現在の未利用者が利用できるような開館日 

時の設定が必要。 

評

価

Ｃ 

⑶ 図書館イベントの開催（継続） 

 ア 内容 

  図書館のイベントを他組織と共催で開催し、市民に図書館をもっと身近に感じてい

ただき、図書館の利用促進につなげるため、以下の事業を実施します。 

(ｱ) 男性職員のおはなし会 

(ｲ) 図書館以外の組織との共催事業 

(ｳ) 学都フォーラムに合わせた共催事業 

(ｴ) 子ども読書週間、読書週間等の機会を有効に利用 



 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 子どもへの読み聞かせは、女性が中心となっていますが、男性も子ども読書活動

に楽しく参加できるようなおはなし会を開催します。 

(ｲ) 読書を身近なものとして感じていただき、普段図書館を利用していない市民に図

書館について広く知っていただくために、図書館以外の組織と共催で、講演会・お

はなし会を図書館全体の事業として実施するものです。 

ａ 内田麟太郎氏講演会 

    ７月７日（木） 音楽文化ホール 子どもプラザとの共催事業 

ｂ 読書普及講座 

    １１月下旬 藤田浩子氏の講座 

 松本地域子ども文庫・おはなし会連絡会との共催事業 

ｃ 学都フォーラムでイベントを実施  図書館協議会と共催 

(ｳ) 各イベントに図書館職員のアイデアを生かし、職員全体が一体感を持ってイベン

トを推進していくため、ワークショップを開催し、実施に当たってはイベント企画

委員会を設け実施していきます。 

５月８日           「人形劇団やまんば」による人形劇 

１０月１８日～１１月２３日  「ピーター・ラビット展示」 

３月８日           「おはなし茶房」 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 男性職員のおはなし会を６回実施しました。今後は、家庭内の男性読み聞か

せに拡大するような働き掛けが課題となります。 

(ｲ) 他組織との共催事業を実施することができました。 

ａ 子どもプラザとの共催事業 

ｂ 松本地域子ども文庫・お話しの会連絡会との共催事業 

ｃ 学都フォーラムで男性職員のおはなし会や職員による手遊び等のイベント 

を実施。人材をいかに活用し、利用者を増やすため、図書館資料を活用した 

活動が課題となります。 

(ｳ) 職員によるイベント企画委員会で検討し、内部イベントの企画及び外部イベ

ントへの参加を行いました。 

ａ 「人形劇やまんば」による人形劇の実施 

ｂ 学都フォーラムにおける１２５周年の紹介コーナーの設置、また、動物の 

人形を作るワークショップの実施 

ｃ 「山の日」を記念した出張おはなし会と山の図書館の設置 

ｄ 芸術館で開催された「岳都・松本山岳フォーラム２０１６」に参加しス 

テージでのおはなし会を開催 

ｅ 信州大学と連携した市民公開講座（人文学部のゼミを図書館で開催し、市 

民にも公開したもの） 

ｆ 信州大学の学生による英語の読み聞かせ会の実施。継続的に他の組織と積 

極的に共催して、多くの事業を実施するために人材の確保と育成が課題とな 

ります。 

(ｴ) 子ども読書週間、読書週間等 

４月の子ども読書週間、１０月から１１に実施される読書週間に合わせ多く

の読み聞かせ、紙芝居、手遊び等の事業を展開することができました。また、

秋の読書週間では、松本山雅選手のしおりを全館で６，５００枚配布しました。

今後の課題として、人材の確保育成、さらに職員の研鑚が課題となります。 

評

価

Ａ 

⑷ 雑誌スポンサー制度の実施（継続） 

 ア 内容 

雑誌スポンサー制度の継続に向け、図書館のホームページ、広報等で周知を図り、

スポンサーを募ります。 

  なお、この制度は、図書館の資料を広告媒体として活用することにより、図書館資

料購入のための財源を確保し、図書館サービスの充実を図ることを目的として、中央



 

図書館が購入する雑誌の代金を事業者に負担していただく制度です。 

 イ 具体的な進め方等 

図書館ホームページによる周知、市の広報による周知を行い、申請受付の継続をし

て、スポンサー獲得をするとともに広告掲載を開始します。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

図書館ホームページ、市の広報に加えて平成２８年４月に開設した図書館

facebookによる周知を行いスポンサーを募りました。 

結果１社の受付をし、広告掲載を始めることができました。 

しかし、当初の目標である４社に至らないため、企業訪問や商工会議所との連

携を実施して、新年度から新たに４社の受付をすることができました。 

今後も、限られた所蔵雑誌の中で、企業、団体等に呼びかけ、地道にスポン   

サー獲得に結び付けることが必要となります。また、人気雑誌は競合することも

懸念されますので、ジャンルの違う企業を選択して企業訪問をし、企業にあった

雑誌のＰＲを行います。 

評

価

Ｂ 

⑸ 松本市図書館創立１２５周年記念事業（新規） 

 ア 内容 

明治２４年５月から数え１２５年を迎える松本市図書館。 

  この節目に記念のイベントを開催し、時代に沿った新たな図書館のあり方を考える

よう市民にも周知するものです。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 松本市図書館創立１２５周年記念講演会を開催します。 

(ｲ) 主な事業に「松本市図書館創立１２５周年記念事業」の冠を付するものです。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 松本市図書館創立１２５周年記念講演会として、第２２回図書館まつりにお

いて、地元作家、北尾トロ氏の講演会を実施しました。 

(ｲ) 中央図書館を中心に、各館とも主な主催事業には、冠を付け実施することが

でき、１２５周年記念にふさわしいものとすることができました。 

また、１０月と１１月の２回、中央図書館で開催した信州大学と連携し共催

した人文学部のゼミについて「松本市図書館創立１２５周年記念市民公開講座」

として開催し、学生と一緒に、多くの市民も参加しました。 

今後も、継続的に講演会や他大学との連携、大人向けの講座等を開催するこ

とにより図書館利用者拡大を図ります。 

評

価

Ａ 

５ 評価意見及び教育委員会の改善方針（取組方針） 

重点目標⑴ 学都松本子ども読書活動推進計画の推進について 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 子どもの読書推進について、読書は楽しいもの、また人生、社会において必要不

可欠なものという啓発を日常的に行ってください。その際、子どもに押し付けの読

書（読書感想文の提出を義務付けるような事）とならないように気を付けてくださ

い。自分の好きな本を押し付けではなく、楽しくおススメできるような研修やイベ

ントの実施についても検討してください。 

(ｲ) 学校司書との連携を深め、蔵書の回覧等実施して子ども達の読書を進めてくださ

い。 

(ｳ) 学校司書が市雇用になりましたので、各学校で連携しどの地域の子どもでも格差

なく利用できたり指導してもらえるように、研修等の充実をお願いいたします。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

今年度から学校司書が市雇用化されたことから、中央図書館司書を研修会に派遣す

るなど、学校司書との連携を図ります。子どもの自主的な読書活動推進のため、各種



 

読書情報の提供、読書に親しめるイベントの充実を図っていくとともに、学都松本子

ども読書活動推進計画の第２次計画策定に向けた検討を進めます。 

重点目標⑵ 図書館利用者サービスの充実 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 重点目標 5 項目のうち C が 2 つあるのは残念です。開館時間については、利用者

へのサービスとコスト削減の両方の視点から合理化を図ってください。 

(ｲ) 図書館の活用方法として中高生の自己学習などの居場所としての役割もあると思

いますが、世代別の活用状況はどうなっているでしょうか？中高齢者への図書館の

活用促進も効果的ではないかと思いますので研究を進めてください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

開館時間については、わかりやすく利用しやすい開館日時のあり方について検討し

ていきます。 

 現在、中央図書館においては、学習スペース、社会人専用スペースの他３階会議室

を使用予定の無い日は開放し、読書や学習に利用いただいています。利用状況の具体的

な数字は集計していませんが、学生から中高齢者まで幅広い層に利用いただいており、

今後分館も含めて更なる中高齢者の利用促進について研究していきます。 

重点目標⑶ 図書館イベントの開催 

 ア 社会教育委員による評価意見 

英語等による読み聞かせの実施をお願いします。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

英語の読み聞かせについては、現在中央図書館児童室において、毎月第３火曜日に

実施しています。今後周知に努めていきます。 

重点目標⑷ 雑誌スポンサー制度の実施 

 ア 社会教育委員による評価意見 

雑誌スポンサーの獲得は画期的です。拡大しながら図書館の広報活動につなげてく

ださい。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

今後も企業、団体等に呼びかけ地道にスポンサー獲得に取組みます。 

重点目標以外 

 ア 社会教育委員による評価意見 

デジタルサービスについて、現在は中央図書館で利用できるという事ですが、今後

他の図書館でも利用できるように検討してください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

現在中央図書館で利用できるデジタル情報配信サービスは、今年度現行法規、判例

体系等を横断的に検索できる第一法規出版の「Ｄ１－Ｌｏｗ．ｃｏｍ」及び朝日新聞

が紙面イメージで表示される「聞蔵Ⅱビジュアル」を導入し、サービスの拡大をしま

したが、他館での利用については今後研究を進めます。 

 

 



 

Ⅲ-７ 文化財課 

 

１ 平成２８年度の事務事業の概要 

松本市は、豊かな自然と歴史に恵まれるとともに、地域住民の熱意により多くの有形無形文

化財が存在しています。 

そこで、先人たちの努力によって今日まで引き継がれてきた、文化財の一層の保存と活用を

進めるため、そのマスタープランとなる｢歴史文化基本構想の策定｣をはじめ、文化庁等の指導

を受け調査している小笠原氏城館群及び殿村遺跡の国史跡指定の取組みや、エリ穴遺跡の調査

報告書刊行等の国重要文化財指定の取組み、白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石保存活用計画の策

定など主要な事業を継続します。特に、歴史文化基本構想の取組みは、住民主体による文化財

調査によって後世に伝えていく文化財を明らかにする取組みから、文化財の保存活用のための

施策の構築という重要な局面を迎えます。 

こうした事業に取り組むうえでは、本市の“たから”である様々な文化資産の価値をわかり

やすく市民に伝えることが重要であり、地域の歴史・文化への理解促進を図るとともに、次世

代を担う子どもたちの関心を高めるため、小中学校等と連携した学習会などを開催すること

で、住民主体の文化財の保存と活用を進める気運を醸成し、魅力ある地域づくりを推進します。 

２ 平成２８年度の取組結果 

⑴ 文化財の指定等については、２０の案件について指定・登録のための調査を行い、うち波

多腰家住宅主屋など３件を指定し、１６件については引き続き指定・登録に向けた調査を継

続することとしました。 

⑵ 歴史文化基本構想策定事業では、関連文化財群設定作業部会を開催し、平成２７年度まで

に地区ごとに設定された関連文化財群を、市全体として整理・統合する作業を行いました。

また、歴史文化基本構想シンポジウムを開催しました。 

⑶ 市所有文化財である戸田家廟園整備事業の一環として、廟園内陣の石積み等の改修工事を

実施しました。 

⑷ 小笠原氏城館群史跡整備事業では、意見具申の結果、井川城跡と林城跡（大城）が「小笠

原氏城跡」として国史跡に指定されました。 

⑸ 殿村遺跡史跡整備事業では、調査事業の８年目として殿村遺跡第８次調査と虚空蔵山城跡

第４次調査を実施しました。また、普及公開事業として四賀小学校児童を対象とした発掘体

験学習などを開催しました。 

⑹ エリ穴遺跡遺物整理・報告書刊行事業では、２７年度から稼働した整理作業所を活用し、

効率的に作業を実施しています。また、全４分冊の報告書のうち、第１分冊となる『遺構編

１』の印刷を実施しました。 

⑺ 上高地保存管理計画の見直しにおいては、保存管理協議会での協議及び文化庁の助言監修

を得ながら、改訂版を刊行しました。 

⑻ 白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石保存活用計画策定事業では、策定委員会を開催したほか、

平成２７年度に作成した詳細地形図を基に、噴湯丘等の分布調査を実施しました。 

３ 今後の課題 

住民主体で取り組んできた歴史文化基本構想策定事業は、現場での文化財調査から構想のと

りまとめ、そして具体的な保存活用の段階へと移行します。文化財課のすべての事業の根幹を

支える構想で、市民が主体となって身近な文化財の保存活用に取り組む機運を醸成することを

目的としており、市民の生きがいの一つの柱ともなる重要な事業です。 

そのもとで、林城跡（小城）の国史跡追加指定、殿村遺跡の国史跡指定を目指し、エリ穴遺

跡出土遺物の国重要文化財指定と、将来的には同遺跡の史跡指定も視野にいれ事業に取り組み

ます。また、特別天然記念物白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石の価値を明らかにし、住民が誇れ

る松本市を代表する文化財として、保護意識の向上に努めます。 

 



 

４ 重点目標 

⑴ 歴史文化基本構想策定事業（継続） 

 

ア 内容 

文化財をその周辺環境まで含めて総合的に保存・活用していくための計画で、今後、

歴史文化を活かしたまちづくりを進めていくためのマスタープランとなるものです。 
平成２５年度から、３５の地区ごとに公民館を拠点として文化財の把握を行い、  

２９年度策定を目指します。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 関連文化財群設定作業部会を設置し、平成２５年度から地区ごとに実施してきた

文化財調査の結果＝「関連文化財群」の統合・整理を行います。 

(ｲ) (ｱ)の結果を関連文化財群設定委員会に提示し、その検証を行うとともに保存活用

施策の案を検討します。 

(ｳ) (ｲ)の案を庁内検討委員会（幹事会を含む）に提示し、歴史文化を後世に継承する

ための施策を検討します。 

ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) ７回の関連文化財群設定作業部会を開催し、各地区で設定した関連文化財群

を市全体のものとして整理・統合する作業を行うとともに、関連文化財群の保

存・活用に対する支援策の要望を取りまとめました。 

(ｲ) (ｱ)の結果を関連文化財群設定委員会に提示し、基本構想策定の方向性と、支

援策の有り方について検討いただきました。 

(ｳ) 庁内検討委員会（幹事会を含む）に取り組み状況を報告し、今後の作業の進

め方や支援策の有り方、策定に当たり留意すべき点などの協議を行いました。 

(ｴ) 広く市民に歴史文化基本構想について知っていただくため、平成２８年９月

にシンポジウムを開催し、７７名の参加者を得ました。第一人者による講演と、

地元実践者によるパネルディスカッションにより、埋もれている身近な文化資

源を再発見し、活用していくという構想策定の目的を理解いただくことができ

ました。 

評

価

Ａ 

⑵ 小笠原氏城館群史跡整備事業（継続） 

 ア 内容 

 中世に信濃守護を務めた小笠原氏の本拠である井川城跡及び林城跡（県史跡林大

城・小城）の３城館跡について、国史跡指定により保存・活用を図るため、平成２５

年度から学術調査を実施しているものです。 

 平成２８年度は井川城跡と林大城の年度内史跡指定を目指すとともに、残る林小城

について３０年度の追加指定を目指して現地調査の実施など条件を整えます。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 井川城跡及び林大城について、地元説明や地権者同意を得て、指定のための意見

具申を行い、年度内の指定告示を目指します。 

(ｲ) 井川城跡では、用地先行取得に向け境界測量等の準備作業を進めます。 

(ｳ) 林小城は縄張調査・石垣測量（委託）・試掘調査（国庫補助事業）を実施します 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 意見具申の結果、平成２９年２月９日付けで、「小笠原氏城跡」（井川城跡・

林城跡（大城））が国史跡に指定されました。 

(ｲ) 井川城跡では、平成２９年度の一部用地取得を目指して、用地測量、不動産

鑑定、補償算定を実施しました（業務委託）。 

(ｳ) 残る林小城について、平成３０年度の追加指定にむけて、発掘調査および縄

張り調査を実施しました。 

(ｴ) 県史跡の３城跡（桐原城・山家城・埴原城）についても、県教委と連携して

保存活用を推進していく必要があります。 

評

価

Ａ 



 

⑶ 殿村遺跡史跡整備事業（継続） 

 ア 内容 

 現地保存が決定した殿村遺跡について、発掘調査とともに虚空蔵山麓一帯の総合調

査を実施するものです。 

 地域の歴史文化に対する市民の関心を高めるため、普及公開事業を積極的に実施し

ます。 

 平成２９年度まで調査を継続し、３０年度に調査報告書をまとめ、史跡整備への移

行を目指します。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 発掘調査（殿村遺跡第８次・虚空蔵山城跡第４次） 

(ｲ) 発掘調査報告書刊行（殿村遺跡第７次） 

(ｳ) 古文書・絵図等の所蔵資料調査（継続） 

(ｴ) 中世石造物調査と報告書刊行 

(ｵ) 現地説明会、報告会・講演会 

(ｶ) 遺跡説明板の設置（虚空蔵山城跡） 

(ｷ) 旧会田中学校第１校舎の解体 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 殿村遺跡第８次調査では、宗教施設とみられる中世の平場跡が南北 300ｍに

わたって分布することが確認され、虚空蔵山城跡第４次調査では寺院から山城

へと平場跡の性格が変遷していく状況を捉えることができました。 

(ｲ) 計画に従い、第７次調査報告書を刊行しました。 

(ｳ) 地域の信仰資料を中心に、個人宅や地区が所蔵している古文書の調査を実施

しました。 

(ｴ) 継続中の中世石造物調査を完了させ、調査報告書を刊行しました。 

(ｵ) 普及公開事業を拡充するため、四賀小学校との連携による５年生の発掘体験

学習や、報告会「発掘された松本」を利用して中心市街地での発掘報告を行う

など、子どもや、より多くの市民を対象にした行事の実施により、殿村遺跡に

対する関心のすそ野を広げることができました。 

(ｶ) 虚空蔵山城跡の見学者への便宜を図るため、新たに発掘調査を実施した水の

手地区に説明板を設置しました。 

(ｷ) 危険建物として地元要望のあった旧会田中学校第１校舎を解体しました。 

(ｸ) 虚空蔵山を中心とした宗教遺跡群として、殿村遺跡と虚空蔵山城跡の国史跡

指定を目指すため、これまでの発掘成果をまとめるとともに、地籍や景観、歴

史資料などの周辺調査を充実していく必要があります。 

評

価

Ａ 

⑷ エリ穴遺跡遺物整理・報告書刊行事業（継続） 

 ア 内容 

内田地区にある縄文時代の集落エリ穴遺跡は、国内最多の２，５００点近い土製耳

飾りが出土した、全国的に著名な遺跡です。 

平成２５年度から３０年度の予定で、整理作業を実施し、報告書を刊行して、松本

市としては初となる出土品一括の国重要文化財の指定を目指します。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 遺構図の整理・版下等作成 

(ｲ) 土器の接合・復元 

(ｳ) 石器の石材鑑定（委託） 

(ｴ) 報告書（遺構編）の印刷  

(ｵ) 国重要文化財指定に向けた、文化庁・県教委との調整  

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 遺構図の整理・版下等作成を完了しました。 

(ｲ) 土器の接合・復元を完了しました。 

(ｳ) 石器の石材鑑定（委託）を完了しました。 

評

価

Ａ 



 

(ｴ) 報告書（遺構編）の印刷については、掲載遺物の増により、遺構編を２分冊

化し、全３分冊計画を全４分冊に変更しました。このうち、第１分冊の『遺構

編１』の印刷を３月に完了しました。 

なお、平成２９年度の全冊刊行を予定していましたが、整理作業の進捗に伴

い、当初見込みよりも作業量が増加したため３０年度の刊行に変更しました。 

(ｵ) ４月に国重要文化財指定に向けた、文化庁・県教委との調整を実施しました。

８月には文化庁調査官・県教委指導主事による出土品の実見調査を受け、文化

庁調査官から、一括指定をする可能性が充分にあると評価をいただくととも

に、指定に資するための報告書の作成と資料の整理方法等について指導を受け

ました。 

今後は、文化庁・県教委の指導に則して残る３分冊の編集・印刷を進めると

ともに、指定に向けた出土品の整理に取り組みます。 

⑸ 特別名勝及び特別天然記念物上高地の文化財的価値の掘り起こしと保存管理計画の見直

し（継続） 

 ア 内容 

平成２２年２月特別名勝及び特別天然記念物上高地保存管理計画を策定し、有識者

等による保存管理協議会を設置して様々な検討を重ねてきました。 

この中で、現行の保存管理計画では、上高地の特別名勝としての価値づけが不十分

との指摘を受けているため、その守るべき価値を明らかにした改訂版保存管理計画の、

平成２８年度末の完成を目指します。また、上高地の文化財としての価値をより広く

周知するため、ＰＲ等に取り組みます。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 収集した歴史的資料及び執筆者の原稿を基に、計画書改訂版の編集作業を行いま

す。 

(ｲ) 保存管理協議会を開催し、内容を協議します。 

(ｳ) 改訂版原案を作成し、文化庁の助言監修を受けます。 

(ｴ) 平成２８年度末の完成を目指します。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 保存管理協議会での協議及び委員への意見聴取を実施し、内容を反映しまし

た。 

(ｲ) ７月には文化庁担当調査官を現地に招き現状を確認していただきました。そ

の後、文化庁の助言監修を受けて編集作業を行いました。 

(ｳ) ３月に改訂版保存管理計画を刊行しました。 

(ｴ) 今後は、地域関係者及び行政関係機関等に計画書を配布するとともに、ホー

ムページやパンフレットへの掲載等の協力を求めるなど、上高地の文化財的価

値のＰＲに取り組みます。 

評

価

Ａ 

⑹ 白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石保存活用計画策定事業（継続） 

 ア 内容 

白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石は、大正１１年に国天然記念物（昭和２７年に特別

天然記念物）の指定を受けた文化財です。非常に早い時期の指定であり、大正の指定

時以降調査が行われておらず、現状把握ができていない状況です。 
このため、最新の技術による測量や分布調査を実施し、現状把握をした上で、文化

財として守るべき価値を明らかにするとともに、適正な保存活用を行っていくため、

平成３０年度を目途に保存活用計画を策定します。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 関係者及び有識者による保存活用計画策定委員会を開催し、計画策定を進めま

す。 

(ｲ) 噴湯丘と球状石灰石の現状を把握するための分布調査を実施します。 



 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 保存活用計画策定委員会を開催し、調査の中間報告を行い、今後の方向性等

を協議しました。 

また、地元説明会を開催し、計画の主旨を説明するとともに、活用等に関す

る意見交換を行いました。今後も、調査結果等の情報発信や保存活用について

地元住民と調整を図ってまいります。 

(ｲ) 現状把握のため、業務委託による分布調査及び各委員による専門分野の調査

を実施しました。不足部分については、平成２９年度も継続して調査を実施し

ます。 

評

価

Ａ 

５ 評価意見及び教育委員会の改善方針（取組方針） 

重点目標⑴ 歴史文化基本構想策定事業 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 引き続き貴重な文化財の保存、管理等お願いします。各地区で保存、自分が住ん

でいる地域の文化財についての周知を効果的にお願いします。 

(ｲ) 関連文化財群の保存活用を広く公開してください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

平成２９年度に策定する本構想の中で、地域の皆さんが主体となった「地域のたか

ら＝地域の歴史文化」を保存・活用するための方針を明らかにします。 

関連文化財群の保存活用については、平成２９年度に、地域ごとの関連文化財群を

紹介する冊子を作成して公開します。また、保存活用の事例を紹介する報告会を開催

します。 

今後、関連文化財群の積極的な公開と、その活用方法の周知を、地域づくりセン  

ターや博物館施設などと連携して継続的に行うことで、地域による松本らしいまちづ

くりにつなげていきます。 

重点目標⑸ 特別名勝及び特別天然記念物上高地の文化財的価値の掘り起こしと保存管理計

画の見直し 

 ア 社会教育委員による評価意見 

上高地は交通網とあわせて保持して欲しい。交通の便や混雑などから地元の人達も

訪れたことがない人が多いと思うので、地元の人が行ってみて、他県から来た訪問者

を案内できるような取組みを検討してください。また、松本が観光客の通過点となら

ないように、活用面で観光部局との連携を図ってください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

改訂版保存管理計画では、上高地を取り巻く諸課題について、景観や自然など本質

的な価値にかかわる課題とともに、交通や観光といった活用における課題についても

記載し、取組みの方向性を示しています。 

今後は文化財保護の立場から関係機関と連携し、交通・観光面での課題解決に向け

て積極的に取り組んでいきます。 

重点目標以外 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 文化財全般にわたる市民への広報が必要と感じます。中心部の文化財は多くの人

に認知されていますが、周辺地域の認知度は充分でないと感じています。例えば、

有名な文化財との関連づけ等あれば PRして、市全域で文化財を保存、活用できるま

ちづくりをお願いします。 

(ｲ) 文化財は管理が大変だと思いますが、無くしてしまうと復活はできないので必要

なものは維持して下さい。活用方法として小学生などの社会見学ルートに地域の文



 

化財を入れるなど関係課と連携を検討してください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

(ｱ) 文化財は市内全域に様々な形態・規模で存在しており、市民からの認知度が不充

分な部分があります。個別文化財の案内板の設置や文化財マップの作成を定期的に

進め、文化財所有者の理解を得たうえで積極的に公開・ＰＲをすることでまちづく

りに活かしていきます。 

(ｲ) かけがえのない市民のたからである、文化財を保存・維持するための各種事業を、

継続的に取り組んでいきます。また、地域の文化財を義務教育での見学メニューに

取り入れてもらうよう、関係課と連携して働きかけていきます。 

 



 

Ⅲ-８ 松本城管理事務所 

 

１ 平成２８年度の事務事業の概要 

⑴ 国宝松本城天守・史跡松本城の文化財としての適切な公開・保存管理を行うとともに、史

跡・建造物・歴史的資料などの保存及び修復を計画的に実施しています。史跡松本城の整備

については、平成１１年に策定した「松本城およびその周辺整備計画」に基づき、早期に事

業化すべきものから順次進めており、現在、松本城南・西外堀の復元事業等に取り組んでい

ます。また、松本城にふさわしい行事の開催、ホスピタリティの向上、ＰＲ等を推進してい

ます。 

⑵ 平成２８年度は、国宝松本城天守の地震時の安全性の確保を目的に平成２６年度から実施

している耐震診断事業を完了させます。史跡整備事業としては、南・西外堀復元事業、石垣

修理事業に継続して取り組みます。また、喫緊の課題となっている堀の浚渫、南・西外堀復

元、市立博物館移転に伴う二の丸（松本城公園）の再整備について、具体的な検討に着手し

ます。 

２ 平成２８年度の取組結果 

⑴ 国宝松本城の公開 

  過去１０年で最多の入場者数を記録した昨年度と比較し、今年度はさらに増加の見込みで

あり、（２月末現在、前年度比４２，７００人増）外国人観光客も１０万人を超える見込み

となっております。 

⑵ 松本城観光ガイド環境整備支援 

  松本城の観光案内ボランティア２団体の円滑な活動をサポートするため、観光ガイド案内

所設置等の環境整備支援を行いました。 

⑶ 南・西外堀復元事業 

  城下町整備本部と連携を取りながら、復元事業用地の取得に取り組みました。また、南・

西外堀の史跡松本城の追加指定については、関係権利者全ての同意が得られました。 

⑷ 国宝松本城天守耐震診断事業 

  平成２６～２８年度の３カ年事業として取り組んでいる耐震診断が３月末で完了します。 

⑸ 石垣修理事業 

  本丸北外堀南面石垣修理事業の工事実施設計及び石垣現況測量を行いました。 

⑹ 堀の浚渫 

  事業実施に当たり必要となる堀の総合調査について検討するとともに、よりよい水質管理

のため、これまで実施していたＥＭ菌の散布を取りやめ、より効果の見込まれる薬剤（酸化

マグネシウム）の散布に切り替えることとしました。 

⑺ 二の丸（松本城公園）の再整備 

  南・西外堀復元及び二の丸の再整備に際し必要となる発掘調査を実施するため、文化財課

及び城下町整備本部とともに組織体制の整備に取り組みました。 

３ 今後の課題 

⑴ 南・西外堀復元事業は、引き続き用地取得及び史跡追加指定に取り組み、平成２９年度か

ら文化財課に南・西外堀復元整備担当を置き、事業用地の発掘調査に着手します。 

⑵ 国宝松本城天守耐震診断結果を受け、耐震対策工事に早期に着手するため、平成２９年度

から国宝松本城天守耐震対策事業として耐震工事基本計画策定等に取り組みます。 

⑶ 石垣修理事業は、本丸北外堀南面石垣のうち、北裏門東側部分から着手することとし、解

体修理工事を平成２９年度から実施します。 

⑷ 堀の浚渫に先立つ堀の総合調査について、平成２９年度中の着手に向け取り組んでまいり

ます。 

⑸ 二の丸（松本城公園）の再整備については、南・西外堀復元事業及び博物館移転との整合

を取りながら、引き続き検討を進めます。 

 



 

４ 重点目標 

⑴ 石垣改修事業（継続） 

 

ア 内容 

  「史跡松本城石垣現況調査」に基づき、危険度の高い石垣を計画的に修理し、史跡

の保存と安全の確保を図るものです。平成２７年度に着手した本丸北外堀南面石垣修

理事業に継続して取り組みます。修理範囲が広いため、今後１０年程度の事業期間を

予定しています。 

イ 具体的な進め方等 

平成２７年度に実施した修理工事基本設計に基づき、平成２９年度に工事着手する

北裏門東側部分の工事実施設計を実施しました。また、平成２７年度に引き続いて石

垣現況測量を実施し、修理範囲全体の測量が完了しました。 

ウ 自己評価（成果・課題） 

  平成２９年度から、本丸北外堀南面石垣のうち北裏門東側部分の石垣解体修理

工事に着手し、今後も計画的に修理を進めます。 

評

価

Ａ 

⑵ 国宝松本城天守耐震診断事業（継続） 

 ア 内容 

  国宝松本城天守の地震時の安全性を確保するため、国の「重要文化財(建造物)耐震

診断指針」に基づき、平成２６～２８年度の３カ年で耐震基礎診断を行うものです。 

 イ 具体的な進め方等 

３カ年事業の最終年度として、耐震診断及び補強案策定を委託事業により実施しま

した。また、災害時の来場者の安全確保のため、避難誘導計画の策定に着手しました。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

  耐震診断の最終的な結果が得られるのは平成２９年３月末となりますが、現時

点で耐震補強が必要となることが判明しています。耐震対策の措置を早急に講ず

るため、平成２９年度から国宝松本城天守耐震対策事業に取り組みます。 

  平成２９年度は、国宝松本城天守耐震対策検討委員会（仮称）を設置し、耐震

工事基本計画及び避難誘導計画を策定します。 

評

価

Ａ 

⑶ 歴史資料保存事業（継続） 

 ア 内容 

  徳川林政史研究所に所蔵されている戸田家関係文書の複製を入手し、松本城の歴史

に関する基礎資料の充実を図るとともに、調査研究を進めます。 

 イ 具体的な進め方等 

  徳川林政史研究所所蔵の戸田家関係文書の一部について複製を入手し、研究専門員

により目録の作成、記載内容の調査研究を行っています。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

  平成２９年度以降も引き続き資料の入手及び調査研究に計画的に取り組み、松

本城の歴史に関する基礎資料の充実を図ります。 

評

価

Ａ 

⑷ 松本城観光ガイド環境整備支援（新規） 

 ア 内容 

  松本城の観光案内ボランティア２団体（松本城案内グループ、アルプス善意通訳協 

会）について、より円滑な活動をサポートするため、環境整備支援を行うものです。 



 

 イ 具体的な進め方等 

  ボランティア団体が常駐する観光ガイド案内所３棟及び案内看板の設置と、従事者 

のユニフォーム等の整備、ガイドに必要な教材の提供も行いました。 

ウ 自己評価（成果・課題） 

  当初予定どおり環境整備支援を実施しました。これにより、２団体のうち１団

体が通年の活動をするようになり、観光客へのサービスが向上しました。 

今後はソフト面の整備（ガイドスキルの向上に向けた取り組み等）を観光温泉

課と連携し実施をしていきます。 

評

価

Ａ 

５ 評価意見及び教育委員会の改善方針（取組方針） 

重点目標⑵ 国宝松本城天守耐震診断事業 

 ア 社会教育委員による評価意見 

天守の耐震補強は診断結果が判明した以上、最重要課題だと思います。早急な対策

をお願いします。市民も何かできないかという想いがあるため、耐震工事に限らずふ

るさと納税制度の創設や寄付金制度の創設も研究してください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

耐震診断結果を受け、来場者の安全確保と国宝松本城天守の保存のため、耐震補強

工事の早期着工に向けて取り組みます。また、当面の安全対策として、乾小天守の公

開制限、避難誘導体制強化のための新たな警備体制の導入を図ることとしています。 

重点目標⑶ 歴史資料保存事業 

 ア 社会教育委員による評価意見 

歴史資料の収集（古写真、図面、文章等）について、資料提供の募集を市内だけで

なく、全国にＰＲしていくことも重要と考えます。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

現在は、市民の方等からの歴史資料の寄付等のお申し出を受け入れている状況であ

り、資料収集について積極的にＰＲしていない状況です。今後、国宝松本城ホームペ

ージを活用した資料提供の募集について、研究していきます。 

重点目標⑷ 松本城観光ガイド環境整備支援 

 ア 社会教育委員による評価意見 

２団体のうち１団体が通年の活動をするようになったということで前進だと思いま

すが、観光客にとっては、細々とであっても（日本語ガイド・通訳ガイドの二つとも）

通年の活動が望まれます。団体の一本化や雨天時のガイドなども踏まえて、通年化の

実現を目指してください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

松本城案内ボランティア団体への環境整備支援により２団体のうち１団体が通年活

動をするようになりました。もう１団体においても、通年活動できる体制に向けて調

整しています。 

重点目標以外 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 世界遺産登録に向けた取組みもしっかり進めてください。 

(ｲ) 松本市の観光の目玉でもありますので、保存・観光両面から事業を進めてくださ

い。 

(ｳ) 外堀の改修工事とタイアップして、魅力的な観光地松本になっていくことに期待



 

します。通過地点に留まらず、松本城の良さを多くの人に体感して欲しいと思いま

す。 

(ｴ) 天守閣に入るまでの待ち時間が毎年長くなっていることが気になります。待ち時

間解消の対策研究を進めてください。 

(ｵ) 二の丸御殿の復元も計画的に進めてください。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

(ｱ) 現在、世界遺産登録推進事業は、文化スポーツ部文化振興課が実施しています。

松本城管理事務所としては教育普及活動や国宝・史跡松本城の適切な保存・活用を

図ることで引き続き文化振興課と連携を図っていきます。 

(ｲ)(ｳ) 松本城は、松本市のシンボルであり、観光の目玉でもあることから、適切な保

存管理を進めるとともに、お客様をお迎えするホスピタリティの向上等に取り組ん

でいきます。また、今年度配信を開始した松本城ＶＲの活用を図るとともに、説明

板の設置等、国宝・史跡松本城の価値をより深く知っていただくための取組みにつ

いて研究します。さらに、現在年３回の特別公開をしている太鼓門の常時公開を含

め、松本城見学の最初の案内を行う機能を持たせた魅力ある常設展示についても検

討していきます。 

(ｴ) ＧＷ、８月の繁忙期などは大勢の観光客が松本城に訪れることもあり、大変混雑

します。天守内の狭く急な階段が多いこともあり、さらに、天守の耐震診断結果を

踏まえた来場者の安全対策として、天守入口にて入場制限をしていることから待ち

時間が出ています。そのため、待ち時間を市街地などの探索に有効利用していただ

くため、再入場券をご希望の方にお配りしたり、平成２９年度は７月から９月に美

術館や市内博物館分館でも利用できる市制施行１１０周年記念共通観覧券を販売す

るなどしています。また、最新技術で再現した江戸時代の松本城内の映像を楽しめ

る携帯端末アプリケーション「松本城ＶＲ」の活用を図っていきます。 

(ｵ) 二の丸御殿の復元に必要となる根拠資料（古写真）が得られていない状況である

ことから、引き続き資料の収集、調査研究に取り組みます。 

 



 

Ⅲ-９ 美術館 

 

１ 平成２８年度の事務事業の概要 

美術館が目指す４つの場「鑑賞の場、表現の場、学習の場、交流の場」の提供を事業の柱に

据え、展覧会や教育普及事業等を実施し、芸術文化の振興と文化の香り高い市民生活の充実を

目指します。 

２ 平成２８年度の取組結果 

⑴ ４回の企画展を実施し、多くの市民が美術作品を間近に接する機会を提供しました。 

 ア 「工芸の五月」関連企画として「バーナード・リーチ展」を開催し、クラフトフェアと

連携した事業を実施しました。 

 イ 今年度新たに制定された「山の日」を記念し、企画展「遥かなる山－発見された風景美」

を開催しました。 

 ウ 企画展「飯沼英樹 闘ウ女神タチ」では、地元出身の若手作家を積極的に顕彰し、松本

市から新しい価値の創造を全国に発信することができました。 

 エ ７０歳以上の公募による美術展である「第７回老いるほど若くなる展」では、全国から

の応募が４４０点あり、本市が掲げる「健康寿命延伸都市・松本」の創造に、芸術が持つ

大きな力を感じていただく事業として取り組みました。 

⑵ 教育普及事業では、学校への出張講座などにおいて、昨年度作成した「アートカード」を

活用し、子どもたちが美術への興味関心を高めてもらう事業を展開しました。 

３ 今後の課題 

⑴ 美術を身近に感じることができる企画展や、市民が美術を身近に感じることができるワー

クショップなどの事業を計画・実施していきます。 

⑵ 建設から１４年が経過し、設備等の劣化が進む中で、適切な維持管理を行い、計画的な補

修を進めていきます。 

⑶ 今後も学校や美術教師との連携を深め、子どもたちが美術に親しむ機会の充実に向けて取

り組みます。 

４ 重点目標 

⑴ 展覧会事業【鑑賞の場】（継続） 

 

 

ア 内容 

(ｱ) 企画展の開催 

４回の企画展を開催し、多くの市民に鑑賞していただきます。 

(ｲ) 企画展の検討・決定 

鑑賞の場として、多くの人の心に届く企画展を検討します。 

(ｳ) 平成２９年に開館１５周年を迎えるため、相応しい内容の展覧会を決定します。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 企画展を４回開催し、多くの市民が美術に親しむ機会を提供します。 

   【平成２８年度企画展】 

バーナード・リーチ展 4/21～6/5 【11,000人】 

遥かなる山－発見された風景美 7/16～9/4  【15,000人】 

飯沼英樹 闘う女神たち 9/17～11/27 【12,000人】 

第７回老いるほど若くなる 3/4 ～ 4/9 【 4,500人】(H28年度分) 

計 【42,500人】 

(ｲ) 常設展示室すべてを使った草間彌生特集展示期間を１０月まで延長し、積極的な

草間芸術の顕彰を進めます。 

ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 平成２８年度企画展観覧者数 

   バーナード・リーチ展 【11,583人（対目標  583人）】      

   遥かなる山展 【10,132人（対目標△4,868人）】  

   飯沼英樹 闘ウ女神タチ 【11,519人（対目標 △481人）】 

評

価

Ａ 



 

   第７回老いるほど若くなる 【 5,014人（対目標  514人）】                

   計 【38,248人（対目標△4,252人）】  

(ｲ) コレクション展観覧者数 【48,297人（目標 32,844人） 

                        対目標 15,453 人】 

   企画展＋コレクション展＝総観覧者数            86,545 人  

 

(ｳ) 各展覧会の趣旨が伝わり、全体としてほぼ目標人数を達成しました。 

(ｴ) 開館１５周年・松本市市制施行１１０周年となる平成２９年度事業案を決定

し、関係予算を当初予算に計上しました。 

(ｵ) 東京オリンピック開催年（平成３２年）や、開館２０周年（平成３４年）な

どを見据えた複数年先の事業計画を立案します。 

(ｶ) １０月まで延長した草間彌生特集展示と、１１月に草間氏が文化勲章を受章

したことにより、常設展観覧者が昨年度比１５７％と大幅な増加につながりま

した。 

(ｷ) 鹿児島市（文化観光交流都市）や藤沢市（姉妹都市）において、松本市美術

館の収蔵品展を開催しました。 

⑵ 未来の学都を支える子ども育成事業の推進【学習の場】（継続） 

 ア 内容 

  未来の学都松本を担う小中学生の豊かな感性を育むため、学校及び先生方との連携

を図りながら、小中学生が美術に触れる機会や親しむ機会の充実に向けて取り組みま

す。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 鑑賞教育教材の試作と活用 

   先生方との連携を深める中で学校教育現場への利活用の方策を検討 

(ｲ) 学校教育における美術館活用策の検討 

  ａ 先生方を交えた勉強会 

  ｂ 高校生講座（ワークショップ）の開催 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 先生方との連携を深める中から作成した「アートカード」を、学校への出張

講座や見学対応などで使用し、子どもたちが美術に親しむ機会を創出する教材

として活用しました。 

(ｲ) 課外活動や教員対象の研修会などに講師として出向しました。 

(ｳ) 美術の先生方との連絡会を開催し、鑑賞教材の活用方法や課外活動への展開

に向けた意見交換を行いました。 

(ｴ) 今後も学校との連携をさらに深め、美術館を活用した美術教育の充実にむけ

て、学習プログラム案の作成を行います。 

評

価

Ａ 

⑶ 教育普及事業【表現の場】【学習の場】【交流の場】（継続） 

 ア 内容 

  美術に親しむ各種ワークショップ、講座、教室等の開催により、美術館を活用した

生涯学習を推進することで、健康寿命延伸の一助を図ります。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 各世代に向けた講座等の充実 

ａ 年間を通じた各種講座を開催 

ｂ 子どもから大人までの、それぞれの年齢を対象とした親しみやすいワーク  

ショップや事業を開催 

ｃ シリーズ講座の充実を図り、生涯を通じて美術に親しむきっかけや実践の機会 

を充実 

(ｲ) 「工芸の五月」事業では、市民組織や関係課と連携し、市民協働事業の充実 

(ｳ) 館長講座や学芸員講座の充実 



 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 様々な年代向けの各種講座を、年間を通じて開催しました。 

２～６歳児と保護者対象の「探検！びじゅつかん！」、小中学生向けの夏休み

に開催した「あそ美じゅつ」のほか、高校生向けに開催した「続・アーティス

トと話そう！作ろう！」などのワークショップを開催しました。 

(ｲ) 展覧会の関連プログラムとして、各種講演会や対談、ワークショップ、 

「美術館でヨガをしよう」など、より深い美術館賞に結びつける事業を開催

しました。 

(ｳ) 館長講座をはじめ、学芸員が日頃の研究成果を市民に伝える学芸員講座を開

催しました。 

(ｴ) 鹿児島市や藤沢市においても、松本市美術館収蔵品展にあわせ、館長や学芸

員が講座を実施しました。 

評

価

Ａ 

⑷ 美術館の管理運営方針の体現（継続） 

 ア 内容 

  市立の施設であることを認識し、生涯学習の拠点として市民文化の醸成がはかられ

る管理運営を行います。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 指定管理の見直し 

   梓川アカデミア館の指定管理法人の解散を受け、市美術館との一体管理が行える

ように指定管理の見直しを実施 

(ｲ) 施設整備 

   美術館開館２０周年（平成３４年度）の前年を大規模改修の実施目標とした改修

計画の策定 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 美術館と梓川アカデミア館について、一般財団法人松本市芸術文化振興財団

の指定管理とし、一体的な管理運営が実施できるように見直しを実施しました。

（市議会１２月定例会で議決）また、美術館との一体管理をおこなうため、梓

川アカデミア館の休館日及び開館時間の見直しに係る条例改正を行いました。

（市議会２月定例会） 

(ｲ) 実施計画第４７号に、美術館施設維持保全事業として大規模改修について項

目立てを行いました。  

評

価

Ｂ 

５ 評価意見及び教育委員会の改善方針（取組方針） 

重点目標⑴ 展覧会事業【鑑賞の場】 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 鹿児島市と藤沢市で松本市美術館の収蔵品展を行ったことは大変良い事だと思い

ます。逆に松本市で鹿児島、藤沢の収蔵品展を行っても良いのでは（定期的に交互

に展示会が開かれたら良いのではないでしょうか） 

(ｲ) 長く存続できるように施設管理をお願いします。草間弥生さんは海外への知名度

が高く外国人観光客を誘致するような PRを検討してください。 

(ｳ) 一般の方の展示コーナー、なかなか興味深い展覧会が多いと思います。これらの

方々の展覧会を広く周知する方法について検討してください。 

(ｴ) 郷土に関係のある芸術家、草間さんの他にも多いはずです。それらの展示や企画

展の充実をお願いします。 

(ｵ) 観光客、在住者両方に向けたより良い企画や、子ども・学生向けパス等の充実を

お願いします。 



 

 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

(ｱ) 平成２８年９月に鹿児島市立美術館、平成２９年２月に藤沢市アートスペースに

おいて、松本市美術館「収蔵作品展」を両市との文化交流の一環として開催し、多

くの市民に当館の所蔵品をご覧いただきました。当館での両市の展覧会開催につい

ては、開館２０周年の平成３４年度に鹿児島市立美術館の所蔵品を借用し、鹿児島

展を開催する予定で現在調整を始めているところです。 

(ｲ) 施設管理につきましては、開館から１５年が経過し、施設の大規模な改修が必要

となっているため平成３３年度に大規模改修実施に向け取組みを行っていきます。

外国人観光客の誘致ＰＲにつきましては、国内外で草間氏の評価が更に高まってい

るなか、今後も当館ホームページや雑誌等で海外へ向けた情報発信に努めていきま

す。 

(ｳ) 一般の方の展示コーナーの周知については、当館ホームページ及び市の広報で紹

介しているほか、チラシ・ポスターの館内掲出をしていますが、更なる周知方法に

ついては今後検討していきます。 

(ｴ) 松本市出身の飯沼英樹氏の企画展開催を契機に、地元出身の現存作家を積極的に

顕彰し、松本市から新しい価値の創造を全国に発信するよう努めます。 

(ｵ) 企画展の内容は、市内外の来館者に向け、ジャンルや時代を考慮した企画展を開

催するよう努めていきます。子ども・学生についてのパス等については、中学生以

下は無料ですが、学生向けのパス等については検討していきます。 

重点目標⑵ 未来の学都を支える子ども育成事業の推進【学習の場】 

 ア 社会教育委員による評価意見 

地元の子ども達の作品が常時展示できるスペースがあると良いと思います。小学生、

中学生、高校生や大学生が自分達の作品が展示してあることで美術館を訪れるきっか

けになると思います。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

子ども、学生を対象とした講座やワークショップで制作した作品を期間限定で展示

した経過はありますが、常時展示することは、展示する場所が無いため難しい状況で

す。ただし、作品の展示により、美術館を訪れるきっかけとなるため、館内のスペー

スを利用した展示について、今後検討していきます。 

重点目標⑶ 教育普及事業【表現の場】【学習の場】【交流の場】 

 ア 社会教育委員による評価意見 

年代別の各種講座は良いと思いますので継続して取り組んで下さい。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

今後も年代別に参加しやすく、美術への興味を抱くきっかとなるような講座・ワー

クショップの充実に努めます。 

 

 



 

Ⅲ-１０ 博物館 

 

１ 平成２８年度の事務事業の概要 

松本市域全体を博物館と考える「松本まるごと博物館構想」のもと、基幹博物館建設整備と、

本館と１４分館が下記の事業を実施します。 

⑴ 市域の歴史・民俗・自然・産業等に関する市民の学習意欲に応えるため、１５館が各施

設の特徴を活かして、様々な資料の収集・保管、調査研究をし、その成果を活用していき

ます。 

⑵ 市民の生涯学習活動を支援するため、展示（常設展示・特別展示）、刊行物の編集・発行、

講座・講演会・体験学習会等を開催します。 

⑶ 「地域づくり」「ひとづくり」に資するための様々な博物館事業を市民協働により実施し

ます。 

２ 平成２８年度の取組結果 

⑴ 基幹博物館の建設地が確定したことに伴い、基幹博物館の整備概要を定めるため、松本市

基幹博物館施設構想策定員会を設置し施設構想策定を行いました。 

⑵ 松本市立博物館の本館・分館で下記の事業に取り組みました。 

ア 本館の特別展として、「第６回戦争と平和展－戦争の記憶と記録から平和を考える」、「山

岳画家・武井真澂 先行公開展」を開催しました。 

イ 博物館連携事業では、「工芸の五月参加企画展」として松本民芸館「バーナード・リー

チと信州の民芸」、はかり資料館「中町と民芸」を開催しました。また、「まつもとの七夕

２０１６」・「松本の春、見つけた２０１７」展を本館・はかり資料館・重文馬場家住宅で

開催しました。 

ウ 博物館分館の企画展として、考古博物館「開館３０周年記念特別展 松本考古学の原点

～中山地区の遺跡～」、窪田空穂記念館「老いてなお輝く 空穂翁のメッセージ」、重文馬

場家住宅「横内勝司写真展―くらしの情景―」、時計博物館「鐘の音色と歯車の美」、四賀

化石館「まつもとの深海 シロウリガイ類の秘密」などを開催しました。 

エ 学都松本・博物館「勧館楽学」対談、「復活 話をきく会」、「松本藩領ミュージアム」

講演会のほか、特別展に関連した講座・講演会を開催しました。 

オ 博物館友の会・博物館ボランティア エムの会・市民学芸員の会との協働により各種事

業を実施しました。 

３ 今後の課題 

⑴ 松本市基幹博物館整備に伴う建設・展示工事の設計業務に着手するとともに、設計を進め

る上で必要となる建設予定地周辺の環境諸調査を実施します。 

⑵ 基幹博物館で博物館資料の効率的な収蔵・保管を行う上で必要となる資料目録を作成する

ため、博物館所蔵資料の整理・登録を推進します。 

４ 重点目標 

⑴ 基幹博物館整備事業（継続） 

 

ア 内容 

(ｱ) 国史跡内にある現施設が築４９年経過し、老朽化・狭隘化が進行しているため、

博物館移転を早急に進めます。 

(ｲ) 新博物館の施設概要及び建設スケジュール、人的配置等全体計画を検討します。 

イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 地権者との協議を進め、合意をめざします。 

(ｲ) 合意後は、関係部局と連携し、市議会、地元等利害関係者への説明・調整を図り、

建設に係る環境整備を進めます。 

(ｳ) 新博物館の施設概要案を博物館協議会等で検討し、とりまとめを行います。 

(ｴ) 行政改革の担当課提案として、基幹博物館建設業務を担当する専門職員の配置を

めざします。 



 

ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 成果 

ａ 地権者のご理解をいただき、建設予定地と延床面積規模を平成２８年６月 

に議員協議会でお諮りし、現在の松本市営松本城大手門駐車場敷地一帯に、 

延床面積 7,000～8,000㎡規模の博物館を建設することの了承を得ました。 

ｂ 次年度予定する設計業務に向けた、施設概要等を定める「松本市基幹博物 

館施設構想」の策定を進めるため、平成２８年９月に有識者や地元住民を委 

員に迎えた、松本市基幹博物館施設構想策定委員会を立ち上げ、年度内に計 

５回の会議を開催し詳細な検討を進めました。 

並行して、同月には議会に基幹博物館建設等特別委員会を設置していただ 

きご審議をいただくとともに、翌１０月には基幹博物館整備等庁内調整会議 

を設置し、関連部局との連携も進めています。 

ｃ 新博物館の施設概要等を定めた「松本市基幹博物館施設構想」及び「松本 

市基幹博物館建設計画」を策定しました。策定にあたっては、市民アンケー 

トの実施、ワークショップの開催、意見交換会の開催、パブリックコメント 

の実施などにより、多くの市民の方のご協力をいただき進めることができま 

した。 

ｄ 行政改革では、「基幹博建設担当（係）」の設置が決まり、次年度から専門 

的体制で、整備事業に取り組む体制が整います。 

(ｲ) 課題 

ａ 新博物館の設計に着手し、施設の具体化を進めます。 

ｂ 建設予定地周辺の調査を実施します。 

ｃ 引き続き、地権者、地元住民、市議会等関係者への丁寧な説明を行い、市 

民意見の把握と反映に努めます。 

評
価
Ａ 

⑵ 松本まるごと博物館構想の実現(継続) 

 ア 内容 

(ｱ) 市民団体や地域との連携事業を推進し、人づくり・まちづくりに寄与します。 

(ｲ) 市内・中信地区内の博物館との連携に取り組みます。 

(ｳ) 県外大学機関等との博学連携に取り組みます。 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 博物館友の会・博物館ボランティア エムの会等との協働事業、七夕人形まちな

か展示などの事業を展開します。 

(ｲ) 月遅れの雛祭り展・七夕展、戦争と平和展などの博物館連携、中信地区の博物館

連携をはかる「松本藩領ミュージアム」事業を実施します。 

(ｳ) 名古屋大学と連携して公開講座などを実施します。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 松本の年中行事を伝える「年中行事食サービス」事業をエムの会と、七夕人

形まちなか展示を中心市街地の商店街連盟と協働で実施しました。 

(ｲ) 博物館の本館・分館が連携して月遅れの雛祭り展・七夕展、戦争と平和展を

実施したほか、「松本藩領ミュージアム」講演会を開催しました。 

(ｳ) 名古屋大学重要文化財馬場家住宅研究センターと連携して研究交流会と公開

講座を実施しました。 

評
価
Ａ 

⑶ 市民学芸員との協働事業の推進（継続） 

 ア 内容 

平成２４年度に発足した市民学芸員の会と連携した各種事業を本館・分館で実施し

ます。 



 

 イ 具体的な進め方等 

(ｱ) 展示解説、体験学習指導、民俗行事調査・発表展示などの事業を実施します。 

(ｲ) まる博 de ウォーキングマップを活用した、市民学芸員が市民と街中の文化遺産

を巡るウォーキング事業の充実をめざします。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 博物館本館・分館で「市民学芸員の会」の会員による展示解説、体験学習の

指導を実施しました。なお、本館では会員減少に伴い９月以降は十分な展示解

説ができず、また欠員補充の対応を取ることができませんでした。 

(ｲ) 本館で市民学芸員との協働により、従来のマップの見直しを行い、松本城と

城下町の文化遺産を巡るウォーキングマップの改訂版を作成しましたが、市民

参加のウォーキング事業開催までには至りませんでした。 

評
価
Ｃ 

⑷ 博物館特別展開催計画（継続） 

 ア 内容 

  本館で大規模特別展開催のほか、分館では各施設の特徴に応じた企画展を開催しま

す。 

 イ 具体的な進め方等 

  本館では、第１回「山の日」記念全国大会関連行事「山岳画家・武井真澂 先行公

開展」と松本市平和都市宣言３０周年記念事業「第６回戦争と平和展」(８～９月)、

を開催します。 

分館では、旧開智学校以下１１館で、年次計画に基づき企画展を開催します。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

  博物館本館・分館で、各施設の特徴に応じた特別展・企画展を開催しました。

なお詳細は、「２ 平成２８年度の取組結果」(2)のとおりです。 

評
価
Ａ 

⑸ 博物館資料の保管場所確保と有効活用（継続） 

 ア 内容 

  合併５支所所管の歴史・民俗資料を博物館資料として活用するため、資料整理を行

います。 

 イ 具体的な進め方等 

  梓川地区の歴史・民俗資料を中心に資料整理を実施します。整理が完了したものに

ついては資料データベースへの登録作業を進めます。 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

(ｱ) 梓川地区の歴史・民俗資料については、確認できた約５００点の資料整理  

カードの作成・点検を継続実施しています。 

(ｲ) 合併５地区の歴史・民俗資料の実態調査を実施し、基幹博物館で収蔵・保管

する資料の把握・選定と、収蔵庫での保管方法の検討が今後の改題です。 

評
価
Ｂ 

⑹ 施設整備事業 

 ア 内容 

重文旧開智学校校舎の耐震診断及び保存活用計画策定に着手します。 

 イ 具体的な進め方等 

平成２８～２９年度に耐震診断実施、平成２９～３０年度に保存活用計画策定、 

３１年度以降で耐震修理工事検討実施 

 ウ 自己評価（成果・課題） 

予定通り耐震診断の平成２８年度分を実施しました。２９年度以降のスケ    

ジュールの見直しが必要となりましたが、計画改定の上、順次実施していきます。 

評
価
Ａ 

 

 



 

５ 評価意見及び教育委員会の改善方針（取組方針） 

重点目標⑴ 基幹博物館整備事業 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 博物館の移転場所も決まり、設計段階にはいるようですが、魅力ある素敵な博物

館になる様充分に検討を進め、早期実現をお願いいたします。 

(ｲ) 博物館移転に伴い１４分館との連携強化を期待します。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

(ｱ) 基幹博物館の整備につきましては、建築及び展示の設計者を、公募型プロポーザ

ル方式により選定することにしました。公開プレゼンテーション及びヒアリングを

実施し、建築や展示の専門家の先生方による厳正な審査のもと設計者を選定し、学

都松本にふさわしい魅力ある博物館の建設を進めます。また、開館につきましては、

松本城南・西外堀復元事業との整合を図り、平成３４年度を目途に事業を進めます。 

(ｲ) 基幹博物館は、「松本まるごと博物館構想」の中核施設として整備するものですの

で、直営の１４分館はもとより、他の博物館施設との連携も図っていきます。 

重点目標⑵ 松本まるごと博物館構想の実現 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 「松本まるごと博物館構想」は良いと思いますが、周知が市内外共に不足してい

ると感じます。分館も含めて周知の促進を図ってください。 

(ｲ) 子ども学生向けのパスポートについて、学生証で割引や無料の適用ができれば使

い勝手が良くなることも考えられます。他市や他の施設とも連携しながら研究して

ください。 

(ｳ) 博物館ならではの大人も楽しめる内容で、季節ごとの体験型イベントの開催もお

願いします。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

(ｱ) 平成 12 年に策定された「松本まるごと博物館構想」の周知については、博物館  

ホームページにわかりやすく紹介するなど工夫します。また、博物館の「松本まる

ごと博物館連携事業」の開催を通して、「まる博」構想の浸透をはかっていきます。 

(ｲ) 学生証を利用して博物館の割引や無料の適用については、他市や他の施設と連携

し、研究を進めます。 

(ｳ) 博物館では、松本民芸館・市立考古博物館・重要文化財馬場家住宅・松本市歴史

の里・四賀化石館で大人も参加できる体験教室を毎年開催しています。今後も博物

館各施設で体験型イベントの開催を実施・検討していきます。 

重点目標⑶ 市民学芸員との協働事業の推進 

 ア 社会教育委員による評価意見 

(ｱ) 市民学芸員の会員が減少しているとのことですが、例えばウォーキングなどの他

課事業と連携して、学芸員研修を一緒に実施することで、多くの人へのＰＲにもな

ると思います。会員増に向けた取組みをお願いします。 

(ｲ) 市民学芸員の会について、発足から５年で目標とする成果が出ないのであれば、

市民学芸員減少の原因分析を詳細に行う等、何らかの見直しが必要と考えます。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

(ｱ) 平成１８～２３年度に実施した市民学芸員養成講座を、平成３０年度に再開する

ことにより会員増を図ります。 

(ｲ) 博物館と市民学芸員がこれまでの活動を振り返る会議を開催し、今後の両者の協

働のあり方について話し合い、改善を図ります。 



 

重点目標⑸ 博物館資料の保管場所確保と有効活用 

 ア 社会教育委員による評価意見 

合併５地区の資料については、散逸しないよう早期の調査と整理をお願いします。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

合併５地区の歴史・民俗資料については、保管状況・保管環境の実態調査及び温湿

度管理が必要な資料の抽出業務を業者委託により本年度実施し、今後の整理を進める

ための準備を行います。 

重点目標以外 

 ア 社会教育委員による評価意見 

博物館の開館時間を夏場だけ少し延長できないでしょうか。外が明るく観光客の方

が多く歩いているのに博物館は閉まっています。機会損失とならないよう柔軟な対応

をお願いします。 

 イ 教育委員会の改善方針（取組方針） 

博物館本館においては、８月５日から１６日まで、通常の開館時間が午前８時３０

分から午後５時までのところ、午前８時から午後６時まで開館しています。 

観光客が増加する夏場の開館時間の延長について、松本市街地の分館も含めて、検

討していきます。 

 

 

 

 



（単位：事業）

Ⅰ　全体の件数
総事業数 243

Ⅱ　施策ごとの件数・達成状況

施策項目 100％超 70～100％ 70％未満

１　子どもの教育の充実 91 7 29 5

⑴　子育て・幼児教育の充実 11 1 1 1

⑵　学校教育の充実 22 1 2 2

⑶　学校と家庭と地域の連携 37 2 14 2

⑷　学校給食と食育の推進 6 1 3 0

⑸　環境教育の推進 8 2 4 0

⑹　子ども関係施設の整備・充実 7 0 5 0

２　生涯学習の推進 85 17 15 16

⑴　生涯学習の推進 45 10 7 13

⑵　公民館の学びを通した地域づくり 19 2 3 2

⑶　図書館運営の充実 15 5 2 1

⑷　社会教育施設の整備・充実 6 0 3 0

３　スポーツを通した健康づくり 17 3 6 0

⑴　市民皆スポーツの推進 11 1 3 0

⑵　スポーツ団体・リーダーの育成 5 2 3 0

⑶　社会体育施設の整備・充実 1 0 0 0

４　芸術を通した教育の推進 15 1 1 0

⑴　鑑賞の場の充実 9 1 1 0

⑵　表現・学習・交流の場の充実 6 0 0 0

５　歴史・文化資産の保護と活用 32 0 2 2

⑴　松本まるごと博物館構想の推進 14 0 1 1

⑵　博物館事業の推進 11 0 1 1

⑶　松本城の保存・整備と活用 7 0 0 0

６　教育委員会の機能充実 3 0 2 1

⑴　開かれた会議運営と市民意見の反映 3 0 2 1

243 28 55 24

※上記のうち、目標値が「継続」などは136指標

第４章　教育振興基本計画の進捗状況

事業数

施策名

合計

指標達成率（対目標値）



Ⅲ　各事業の進捗状況一覧

１　子どもの教育の充実

⑴　子育て・幼児教育の充実

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

公立保育園就園
児童数（人）

4,747 4,697

公立幼稚園就園
児童数（人）

241 247

助成金（千円）
私立保育園

224,301 126,914

助成金（千円）
私立幼稚園

144,999 160,231

3 特別保育の充実

延長保育、障害児保育、一時保育、休日保育、病後児保
育、病児保育又は乳幼児情操教育事業、食育の推進、ア
レルギー対応食等のきめ細かな保育サービスの提供をす
るもの

-
緊急長時間保育
事業を開始

-

開催回数（回） 73 602

参加人数（人） 1,915 13,756

5 ブックスタート事業
乳児を持つ親が、本を読み聞かせながら赤ちゃんと楽し
いひとときをもっていただくことを目的として、10カ月乳幼
児健診時に、絵本一冊と絵本リストを贈るもの

配本数（冊） 2,137 2,219

6 両親学級
父母としての自覚と自立を促すため、妊娠、出産、育児に
ついて学び、合わせて仲間づくりを支援するもの

参加人数（人） 1,179 1,084

7 育児学級
子どもの成長発達や離乳食等の食事やおやつについて
の情報提供と育児支援をするもの（2歳児教室を出前講座
で実施）

参加人数（人） 2,637 2,572

8
多言語版母子健康手
帳の発行

英語・中国語・韓国語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・
タガログ語・インドネシア語の８カ国語の母子健康手帳を
交付するもの

交付部数（部） 18 26

9 子育て支援講座
「子どもが急病になったときの対応法」、「上手な病院のか
かり方」、「予防接種、服薬指導、栄養指導」等、小児（救
急）医療にかかわる子育て支援講座を開催するもの

参加人数（人） 871 334

10 交通安全教室
幼児（保育園・幼稚園等）や保護者を対象とした交通安全
教室や啓発活動を行うもの

開催回数（回） 102 111

11 あるぷキッズ支援事業

発達障害児及び発達につまずきを抱えるお子さんと保護
者の方を継続して総合的に支援するシステムで、以下の４
事業を実施するもの
①発達障害に関する相談窓口（あるぷキッズ支援室）
②保育園・幼稚園・小中学校への巡回支援
③あるぷキッズサポート手帳の配付
④ペアレントトレーニング等の保護者支援

巡回支援回数
（回）

159 184

2
私立保育園・幼稚園
への指導、助成

私立保育園の経営の安定化及び児童処遇の均衡、幼稚
園教育の振興及び教育の充実を図るため各種助成金を
交付するもの

1

すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子ども・子
育て家庭を社会全体で支援するため家庭状況に応じた保
育及び幼児教育を提供するもの（保育園43園（H23～24
は44園）、幼稚園2園（H22は3園））

4
子育て支援事業の推
進

子育ての悩みを話し合ったり、親子の交流、学びを通して
課題解決に向けた事業を推進するもの

公立保育園・幼稚園
の運営管理



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

4,685 4,643 4,622 4,590 4,518 4,750 95.1%

253 263 243 217 212 250 84.8%

131,093 147,238 380,367 162,957 160,397 継続 -

169,290 176,140 226,492 212,624 338,922 継続 -

継続 継続 継続 継続 継続
きめ細かな保
育サービスの

提供
-

きめ細かな
保育サービ
スの提供

保育課

175 全館 全館 100 410 85 482.4%

8,967 全館 全館 15,201 7,577 3,000 252.6%

2,116 2,085 1,993 2,007 1,960 継続 - 継続 中央図書館

527

 1,214
(25年度からママパ
パクッキングを単
独実施でなく教室
の1回に組み込ん

で実施)

1,160 1,244 1,334 継続 - 継続 健康づくり課

1,779 2,199 2,406 2,835 3,444 継続 - 継続 健康づくり課

12 16 15 21 33 継続 - 継続 健康づくり課

488 527 485 579 383 継続 - 継続 医務課

110 109 113 113 114 継続 - 継続
交通安全・都市
交通課

224 216 197 171 230 400 57.5% 拡大 こども福祉課

生涯学習課・中
央公民館

保育課

継続 保育課

継続

拡大
（子育てサー
クルとのネット

ワーク化）



１　子どもの教育の充実

⑵　学校教育の充実

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

1
小学校適応指導・学
習指導改善教員配置
事業

いじめや不登校にかかわる児童・生徒の心のケアを図り、
学級不適応や発達障害を有する児童・生徒等を支援する
とともに、児童生徒の学力向上を援助するため教員を配
置するもの

配置人員（人）
※中学校に配置
の10名を除いたも
の

16 16

2
特別支援教育支援員
配置事業

小中学校に在籍する障害のある子ども等の支援ができる
よう「特別支援教育支援員」を該当の学校に配置し、特別
支援教育の充実を図るもの

配置時間（ｈ） 23,520 23,520

3 不登校児童対策事業
不登校児童生徒を対象に、集団適応指導、学習指導、教
育相談等の活動を通して自立の援助を行い、学校復帰を
図るもの

不登校児童生徒
の割合（%）

1.48 1.45

4
中学校適応指導・学
力向上推進教員配置
事業

中学校における基礎的学力の向上と確実な定着を図るた
めに、各学校において特にきめ細やかな指導を必要とす
る教科に学習支援員を配置するもの

教員数（人）
※中学校の配置
の10名を加えたも
の

26 26

5
花を育てる心の育成
事業

いじめ、不登校、非行の低年齢化等の大きな社会問題の
解決の基本となる「心豊かな人間の育成」をめざすもの

全校実施
更に地域団体との
連携を進めていく

2,040

実施率（％） 100% 100%

（校／校） （50/50） （51/ 51校）

配置率（％） 100% 100%

（校／校） （50 / 50） （50 / 50）

補助交付数：市内
設置校（校）

5 5

補助交付数：市外
設置校（校）

2 2

9 教職員の研修
市独自に「教科等指導委員」を委嘱し、日常の指導に対
する研修に役立てたり、長期休業等を利用して、市内の
身近な文化や歴史に触れる研修を行ったりするもの

全小中学校
（全職員）

研修回数・
内容の充実

45

10 学校評議員制度

松本市立小・中・幼稚園管理規則に基づき、保護者及び
地域住民等の意向を反映させるとともに、その協力を得
て、地域に開かれた特色ある学
校運営を推進するもの

実施校数（校） 全47校 50

11 通学区の弾力化
通学の安全確保、負担軽減を図るため、隣接する通学区
の学校が指定校よりも近い場合は、指定校の変更を認め
るもの

弾力化の要件 隣接通学区限定 隣接通学区限定

実施率 100% 100%

市立（校／校）  （市立）31 ／ 31  （市立）31 ／ 31

小学校整備費用
（千円）

245,153 241,479

中学校整備費用
（千円）

184,796 166,122

12
小学校35人学級編制
事業

生活習慣・学習習慣の定着のため、教員一人が指導する
児童数が35人以下になるように学級編成するもの

7 ＡＬＴ配置事業

8 私立学校補助 私立高等学校における奨学と振興を図るため

6
トライやるエコスクール
事業

特色ある学校づくりの一環として、地域の歴史・文化・自然
等の活用による教育実践活動や、環境教育の充実を図る
もの

小学校においては、外国語を通してコミュニケーション能
力の素材を養い、中学校においては、生きた英語を通し
て国際感覚を身に付けた人間性豊かな生徒を育てるもの

13 授業用校用備品整備
子どもの視点に立ち、学力の向上と豊かな心の育成を図
るために、授業用備品の充実に努めるもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

16 16 15 15 13 34 38.2% 継続 学校指導課

23,520 34,020 34,020 34,020 34,950 34,020 102.7% 継続 学校指導課

1.35 1.34 1.49 1.68 1.74 1.2 69.0% 継続 学校指導課

26 26 26 26 26 継続 - 継続 学校指導課

2,060 2,000 1,960 900 900 継続 - 継続 学校指導課

100% 100% 100% 100% 100%

（51/ 51校） (48/48校） (48/48校） (48/48校） (48/48校）

100% 100% 100% 100% 100%

（50 / 50） (47 / 47校） (47 / 47校） (47/47校） (47/47校)

5 6 6 6 6 -

2 2 2 2 2 -

60 60 78 51 72 継続 - 継続 学校指導課

50 47 47 47 47 継続 - 継続 学校指導課

隣接通学区限定
隣接通学区限定

距離要件を新たに
設定

隣接通学区限定
距離要件設定

隣接通学区限定
距離要件設定

隣接通学区限定
距離要件設定

制度のあり方
について継続

検討
- 継続 学校教育課

100% 100% 100% 100% 100%

 （市立）31 ／ 31  （市立）28 ／ 28  （市立）28 ／ 28  （市立）28 ／ 28 (市立)28/28

208,472 221,557 234,804 238,772 234,422 -

153,535 170,641 166,332 171,894 168,343 -

継続 学校指導課

継続

-

継続 -

継続

継続

継続 -

継続

継続 学校指導課

学校教育課継続

学校教育課継続

学校教育課



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

14
外国由来児童生徒支
援事業

日本語を母語としない児童・生徒やその保護者に、日本
語指導・適応指導等の支援を実施するもの（当初、週２
回、４時間程度の日本語指導・相談）

回数、時間 5,880 5,880

15
小中学校危機管理マ
ニュアルの見直し

深刻な災害などあらゆる危機に備え、適切に対処するた
め、「学校安全計画」及び「学校危機管理マニュアル」を見
直していくもの

実施学校数（校） 全47校 全５０

16
まつもとっ子元気アッ
プ
事業

子どもの生活習慣病を予防するため、幼児期から中学生
までの健康の実態調査、体力づくり及び食生活の改善を
図るプログラムを実施するもの

・体力向上プラン
（１校１運動）
・生活習慣病予防
事業（H23）

全校
小学校2
中学校2

モデル事業
小学校2校
　6回105人
中学校2校
　6回83人

小学校実施学校
数（校）

4 4

中学校実施学校
数（校）

2 2

18
広島平和記念式典参
加事業

毎年８月６日に開催されている広島平和記念式典に市内
中学生代表が参加し、被爆者講話の聴講、平和資料館の
見学等を通して戦争の悲惨さ、平和の尊さを体験するもの

参加者数（人） 39 42

19
小中学生平和ポス
ター展

市内小中学生から平和を題材としたポスターを募集・展示
し、平和意識の高揚を図るもの

出展数（点） 142 238

20
小学生自転車運転免
許証交付事業

小学生４年生を対象に、正しい自転車の乗り方や法規等
の基礎知識を習得し、交通安全意識の高揚を図るもの

実施校（校） 27 33

配付数（部）
上水道

2,700 2,620

配付数（部）
下水道

2,150 2,026

22 防災教育の推進
地震が発生した際に命を守る行動が取れるよう、小学
生を対象に防災学習を行うもの

市内の小学校２
８校で実施

- -

１　子どもの教育の充実

⑶　学校と家庭と地域の連携

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

設置率（％） 94% 94%

（校／校） 47 / 50 47 / 50

2 家庭教育学習の推進
高度情報化社会にどう対応するかなど、子ども達を取り巻
く諸課題について学び、子どもを守れる社会づくりを推進
するもの

実施公民館 全館 全館

1 子ども見守り隊
地区住民、PTA、地区関係団体が、学校と連携してボラン
ティア団体を組織し、児童生徒を不審者や交通事故から
守るもの

17
「生きる力（キャリア教
育）」育成事業（「キッ
ズアントレ」の実施）

学校の総合的な学習の時間で、生きていくうえで重要とな
るテーマを取り上げ、課題解決に挑戦して、生きる力を育
成するもの

21
上下水道子供用パン
フレットの配付

小学生４年生を対象に、上下水道の果たす役割等を理解
するため「みんなの上水道」、「みんなの下水道」を作成、
配布するもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

5,880 5,880 6,050 4,230 3,660 継続 - 継続 学校指導課

全５０ 全47校 全47校 全47校 全47校 継続 - 継続 学校指導課

モデル事業
小学校6校
　27回1,776人
中学校5校
　18回485人
モデル園：10園

全市小中学校で
実施
(モデル事業も含
む）
小学校　94回
　4,321人
中学校　32回
　485人
モデル園：10園
※まつもと元気アッ
プ体操：全47校へ
DVD配布

「健康の学び出前
講座」を全市小中
学校で実施
小学校　94回
　6,464人
中学校　31回
　 2,151人

「まつもと元気アッ
プ体操」講習会
を、全小中学校で
実施
小学校28校
中学校19校

「まつもと元気アッ
プ体操」着座バー
ジョンDVD作成。

「まつもと元気アッ
プ体操」指導者講
習会実施。小中学
校保健体育科教
員４０名参加。

体育主任会（市内
４７校参加）で指導
者講習会実施。

体育同好会や体育主
任会と連携して、夏休
み中に体操指導者講
習会を開いた。

「着座バージョン」の普
及を図るため、全小中
学校指導用DVDを配布
するとともに公民館等へ
の出前講座を行った。
(5回）

保健指導プログラム
小学校108回5,901人、
中学校45回2,244人

モデル校の成
果を市内全
校、全園に広
げていく

- 継続

学校指導課
健康づくり課
こども育成課
保育課

4 4

廃止
（「キャリア教育支
援プログラム」に変

更）

- - -

2 2

廃止
（「キャリア教育支
援プログラム」に変

更）

- - -

43 44 43 44 44 継続 - 継続 行政管理課

241 422 295 358 332 継続 - 継続 行政管理課

33 29 29 29 30 30 100.0%  継続
交通安全・都市
交通課

2,734 2,480 2,494 2,233 2,248 -

2,002 1,859 1,848 1,857 1,481 -

- - - - 7 7校で実施 100% 継続 危機管理課

H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

94% 100% 100% 100% 100% 100%

47 / 50 47 / 47 47 / 47 47 / 47 47 / 47 47 / 47

全館 全館 全館 全館 全館

子育て支援団
体との連携強
化と学校との
協働

- 継続
生涯学習課・中
央公民館

100% 継続 学校教育課

信州型コミュニ
ティスクールと
連携し実施

信州型コミュ
ニティスクー
ルと連携し

実施

生涯学習課・中
央公民館

継続 継続 上下水道局



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

実施率 （％） 74% 100%

（地区／地区） 26 ／ 35 35 ／ 35 

4
小中学校の総合学習
の支援

小中学校で行っている総合学習に、地域住民との交流や
体験学習を行い支援するもの

実施公民館 全館 全館

5
託児ボランティアの養
成

家庭教育、子育て学習を必要とする親への学習機会を保
障するため、託児ボランティア（地域からの支援）を養成す
る講座を開催するもの

実施公民館 3 ／ 35 1 ／ 35 

6
世代間交流事業の促
進

地域の伝承行事や遊び、又は伝統工芸等の教室を通じ
て、保育園・幼稚園児、児童・生徒と高齢者との交流事業
を促進するもの

実施公民館 全館 全館

7 放課後子ども教室
小学校の余裕教室や校庭等を利用し、地域住民の参加
により、放課後の子どもの居場所を確保するもの

延べ利用児童数
（人）

6,163 10,001

8
子どもの支援・相談ス
ペース「はぐルッポ」設
置・運営事業

　不登校などで引きこもり状態にある子どものための居場
所の提供と学習支援、相談等を行うもの。

居場所利用者数
（人）

- -

9
松本市要支援児童放
課後等健全育成事業

障害児の放課後の生活・活動の場の確保（児童クラブ）、
委託により実施

延べ利用人数
（人）

 （2カ所）
2,426

（1カ所）
2394

10
フレンドシップキャンプ
補助

障害のある児童とない児童とが交流し、互いに理解を深め
ることを目的に実施されるキャンプの実行委員会支援する
もの

参加人数（人） 96 85

11
青少年健全育成学習
の推進

青少年の健全育成を図るため、家庭や地域の環境づくり
等の課題に取り組むもの

実施公民館 全館 全館

12
青少年健全育成事業
の推進

地域での伝承行事参加やスポーツ活動等を通じて、地域
と青少年の交流を図るもの

実施公民館 全館 全館

・ 社会参画体験プ
ログラム参加人数
（人）

418 471

・ ジョブ・シャドウイ
ング参加人数（人）

236 280

・ 社会スタディゼミ
参加人数（人）

1,116
277

・ 子ども参観日実
施事業者数（社）

5 4

・ 子ども参観日実
施参加人数（人）

102
73

・いきいきノート実
施地区数

- -

14
中学生職場体験の受
入れ

中学生の職場体験として受け入れるもの 受入人数（人） 7 10

13

3
学校サポート（学校応
援団）事業

学校の活性化と家庭や地域の教育力の向上を図るため、
学校・家庭・地域が一体となって子どもの育成に取り組む
もの

「生きる力（キャリア教
育）」育成事業

主体性や課題解決力等、児童・生徒が将来、社会の中で
自立して生きるための能力、態度の育成を目指し、各種事
業を推進するもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

100% 100% 100% 100% 100% 100%

35 ／ 35 35 ／ 35 35/35 35 ／ 35 35 / 35 35 ／ 35

全館 全館 全館 全館 全館

地域の支援体
制の仕組みづ
くりと応援団組
織の構成

- 継続
生涯学習課・中
央公民館

- - - - 1 / 35 18 ／ 35 - 拡大
生涯学習課・中
央公民館

全館 全館 全館 全館 全館

学級・講座企
画委員等によ
る学習ニーズ
の把握

- 継続
生涯学習課・中
央公民館

11,734 8,656 6,859 7,068 7,209 9,500 75.9% 拡大 こども育成課

- - 1,080 1,578 1,940 1,200 161.7% 新規 こども育成課

2,727 2,308 2,972 2,984 2,539 継続 - 継続 こども福祉課

72 73 71 65 98  継続 -  継続 こども福祉課

全館 全館 全館 全館 全館 継続 - 継続
生涯学習課・中
央公民館

全館 全館 全館 全館 全館 継続 - 継続
生涯学習課・中
央公民館

380 235 549 503 581 600 96.8% 拡大

185 253 196 廃止 廃止 廃止 - 廃止

350 106 192 309 274 250 109.6% 継続

8 10 13 16 14 5 280.0% 継続

188 263 153 304 222 100 222.0% 継続

4 4 12 2 2
希望地区を対

象に実施
- 継続

3 4 5 9 8 継続 - 継続 博物館

100%

拡大
（全地区実施
から地区内の
支援体制づく

りを検討）

生涯学習課・中
央公民館

生涯学習課・中
央公民館



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

15
青少年の巣立ちクッキ
ング

近い将来、一人暮らしや、親になる世代の青少年に、料
理を通して健康は自分の手で作るという意識づけや、自
分に合った健康的な食生活を営むための教室を開催する
もの

参加人数（人） 39 69

16 看護学生等実習指導
信州大学医学部保健学科等の県内の看護学生が、体験
学習を通して看護職としての地域保健活動について学ぶ
もの

参加人数（人） 702 671

17
思春期の子どもたちと
向き合うための講座

地域の中で青少年の声に耳を傾け、きちんと向き合うこと
ができる大人となるための講座（５回／年）

延べ参加人数
（人）

48 59

小学校講座実施
校数（校）（対象50
校中）

18 19

中学校講座実施
校数（校）（対象50
校中）

12 11

小中合同講座実
施校数（校）（対象
50校中）

1 1

・ チビッ子カーニ
バル参加人数
（人）

650 650

・ 子ども会育成会
自然観察会参加
人数（人）

73 中止

・ リーダー講習会
参加人数（人）

134 133

・ ジュニア・リー
ダー研修会開催
数

6 5

・ 伝統行事（三九
郎）実施個所数

473 475

・ 子ども会育成連
合会補助金（千
円）

2636 2,646

参加団体数（団
体）

41 39

ボランティア人数
（人）

800 800

21
留守家庭事業対策事
業

民間（13の学童クラブ）が実施している『放課後児童健全
育成事業』に補助するもの

登録児童数（人） 426 385

体育館（カ所） 3 3

学習施設（カ所） 3 3

23
青少年育成センター
運営事業

青少年の健全育成と非行防止のため、補導活動と毎月１
回発行する｢育成センターだより」による広報活動を行うも
の

補導活動延人数
（人）

2,557 2,687

24
青少年相談窓口設置
事業

専任の相談員による電話・面接による相談の実施 相談件数（件） 24 31

22
青少年の居場所づくり
事業

放課後や休日に気軽に立ち寄り仲間と一緒にスポーツを
したり、交流の輪を広げたりすることができる場所を確保す
るもの

松本子どもまつり
子どもの創造性・協調性の心を培い友情の輪を広げてい
くことを目的に開催するもの

18
メディアリテラシー教
育事業

インターネット・携帯電話が青少年の健全育成に及ぼす
悪影響について、親子で理解するための講座を開催する
もの

地区子ども会育成会の連絡調整を図り、市内全域の青少
年育成活動を補助金及び事務局の両面から支援を行うも
の

20

19
子ども会育成連合会
支援事業



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

23

教室は廃止し、ライフ
ステージの節目にあ
わせ、より多くの方に
情報提供するため、
新たに、生涯を通じ
た情報提供として実
施

教室は廃止し、ライフ
ステージの節目にあ
わせ、より多くの方に
情報提供するため、
新たに、生涯を通じ
た情報提供として実
施

- - - -
廃止

（変更）
健康づくり課

737 705 818 663 551 750 73.5% 継続 健康づくり課

44 102 76 57 81 120 67.5% 継続 こども育成課

20 20 18 18 16 18 88.9%

11 14 13 13 12 14 85.7%

2 3 2 2 1 2 50.0%

500 500 500 500 500 -

50 中止 50 悪天候により中止 他事業へ変更 -

126 125 118 119 117 -

5 6 6 6 7 -

468 460 462 461 461 -

2,648 2,667 2,674 2,736 2,743 -

43 49 49 49 43 49 87.8%

900 950 950 950 800 950 84.2%

386 382 400 398 375 385 97.4% 継続 こども育成課

3 3 3 3 3 3 100.0%

3 3 3 3 3 3 100.0%

2,601 2,678 2,604 2,799 2,339 2,500 93.6% 継続 こども育成課

29 26 22 16 6 25 24.0% 継続 こども育成課

継続 こども育成課

継続 こども育成課

継続 こども育成課

継続 継続 こども育成課



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

25
青少年健全育成市民
大会

｢青少年は地域社会からはぐくむ」を観点に、明るく暖かい
社会環境をつくるため、青少年関連団体をはじめ市民が
集まる大会を開催するもの

参加人数（人） 300 300

26
子ども情報誌「集まれ
松本キッズ」の発行

子どもや親子が参加できるイベントなどを紹介するもの
で、保育・幼稚園、小・中学校の全児童へ年６回隔月配布
するもの

発行部数（部） 31,200 31,200

小学校講座実施
学校数（校）

22 24

中学校講座実施
学校数（校）

23 14

小中合同講座実
施学校数（校）

- 1

養護学校講座実
施学校数（校）

- 1

28
子どもの権利相談室
「こころの鈴」運営事業

子どもの権利擁護に必要な支援をするため、子どもの権
利相談室「こころの鈴」で擁護委員と相談員が協力して、
子どもの悩みや苦しみを受け止め、一緒に解決を目指す
もの。

相談件数 - -

29
子どもの権利啓発事
業

子どもの権利の普及・啓発を図るため、学習用のパンフ
レットを作成し、小中学校に配布したり、広報まつもとに記
事を掲載するもの。

パンフレット配布
数
（部数）

- -

30
まちかど保健室運営
事業

心や体に不安を抱える中高生や保護者から相談を受け付
けることで、中高生の問題解決の手がかりとし、青少年支
援の充実を図る。

相談数（件） - -

31 子ども交流事業
子どもの権利条例のあるまちの子どもたちと、学校、年齢、
地域を越えて交流するもの

実施回数 - -

32
まつもと子ども未来委
員会

子どもの意見表明や参加の促進を図るため、市政や地域
の課題を学び、意見交換し、松本のまちづくりを考える

会議開催回数 - -

33
まつもと子どもスマイル
運動

地域や家庭において大人が積極的に子どもに関わりを持
ち、共に笑顔で暮らせる地域社会をめざす

実施地区 - -

保育園配置人数
（人）

43 44

幼稚園配置人数
（人）

3 3

35
まつもと広域ものづくり
フェア

松本市、塩尻市、安曇野市三市の行政、商工団体を中心
とした実行委員会を組織し、子供たちにものづくりや理工
学に関心を持ってもらうことにより、松本広域の次世代を
担う人材育成を図るもの（内容：ものづくり体験、科学実験
教室、企業・大学・高校等の技術・製品の展示等）

来場者数（人） 13,407 13,426

36
夏休み・水の研究お
助け隊

夏休みに小学生親子を対象として、飲料水の作られ方
や、家庭排出の処理・再生の仕方について学習の支援を
するもの

参加者数（人） 132 68

37 親子農業体験教室
親子での共同作業により、「自然とのふれあい」や「収穫の
喜び」を感じ、年間を通じて広く学ぶことで農業への理解
を深めてもらう。

参加家族数（組） 30 31

27
青少年薬物乱用防止
事業

青少年の薬物乱用防止のため市民総ぐるみの学習、啓発
活動を行うもの

34
保育サポーター配置
事業

高齢者が保育サポーターとして園児と一緒に遊んだり話し
相手になることにより、園児の情緒の安定性、自主性の発
達等を促すとともに、保育士に対しても子育ての方法・知
恵を伝えるもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

400 380 150 150 180 200 90.0% 継続 こども育成課

31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 100.0% 継続 こども育成課

17 15 17 21 18 21 85.7%

16 17 17 16 14 17 82.4%

1 1 2 1 1 - -

0 0 0 - - - -

-
延相談件数　170

件
延相談件数１３０件 延相談件数３６８件 375 継続 - 継続 こども育成課

- 25,000 25,000 23,000 22,300 継続 - 継続 こども育成課

- 115 125 130 121 継続 - 継続 こども育成課

- - 2 2 3 3 100.0% 継続 こども育成課

- - 2 10 13 継続 - 継続 こども育成課

- - 全35地区 全35地区 全35地区 全35地区 100% 継続 こども育成課

44 43 43 43 43 -

3 3 3 3 3 -

14,229

＜継続＞
日時：平成２５年7月
12日(金)～14日(日)
会場：松本大学　他
テーマ：将来を担う子
どもたちの、ものづく
りや理工学に対する
関心を高めること及
び将来の求職・求人
を見据え高校生と企
業とをマッチングする
こと
参加者：14,523名

12,804 15,150 13,510
H２５-２７開催
結果を受け検

証
-

H２５-２７開
催結果を受

け検証
商工課

93 82 89 100 128 継続 - 継続 上下水道局

34 23 42 50 39 継続 - 継続 農政課

継続 こども育成課

保育課
継続

（1日5時間、週
2回）

継続
（1日5時間、

週2回）



１　子どもの教育の充実

⑷　学校給食と食育の推進

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

地産地消率（％） 78.4 80

小学校学校訪問
数（校）

21 21

中学校学校訪問
数（校）

12 11

2
アレルギー対応食提
供事業

近年増加しつつある食物アレルギーを持つ児童・生徒に
対しても、他の児童・生徒と同様、学校における食育の機
会均等化を図り「食物アレルギー対応マニュアル」に基づ
き、衛生管理の徹底とアレルギー物質の混入を防止し、安
全・安心なアレルギー対応食を提供するもの

提供児童生徒数
（人）

134 160

3
安全で安心な学校給
食の提供

ノロウイルス等の食中毒や異物混入等の給食事故を防止
するため、徹底した衛生管理の下、安全・安心で美味しい
学校給食を提供するもの

給食提供数（食） 21,155 20,931

開催回数（回） 139 239

参加人数（人） 2543 4,616

事業主体数（団
体）

10 12

延べ体験児童生
徒園児数（人）

5774 6,937

6
家族団らん手づくり料
理を楽しむ日の推進
事業

「家族団らん手づくり料理を楽しむ日」の普及啓発として、
市内全小学校で市職員等による食育の講話と、家庭に持
ち帰り家族での手づくり料理を促すための、地元産農産
物の配布を行うもの。

市内全30校への
配布

- -

１　子どもの教育の充実

⑸　環境教育の推進

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

実施率（％） 100% 100%

（校／校） （50 / 50校） （51 / 51校）

2 4

モビリティウィーク、
カーフリーデー

モビリティウィーク、
カーフリーデー、
フォーラム２回

4

2
ノーマイカーデー推進
事業

環境にやさしいまちづくりをめざすため、徒歩・自転車・公
共交通機関の利用を市民運動として推進しながら、ノーマ
イカー通勤実践・拡大、意識高揚、代替手段の普及のた
めの各種イベント、フォーラム等の開催をするもの

フォーラム開催
（回）
イベント

1
（再掲）トライやるエコ
スクール事業

特色ある学校づくりの一環として、地域の歴史・文化・自然
等の活用による教育実践活動や、環境教育の充実を図る
もの

5
地産地消食育推進事
業

校外での農業体験、加工体験を通して、子ども達に地域
の農業、伝統文化、バランスの取れた食事の重要性を理
解してもらい、合わせて、子どもたちの給食の地産地消を
推進するもの

1
学校給食における地
産地消、食育

学校給食における新鮮で安全、安心な地元産食材の使
用量増加と、学校訪問等を通じて作り手の顔が見える給
食の提供、食に関する指導を行うもの

食育講座

消費者団体など地区内の「食」に関わる団体とともに、安
心・安全な食材や食生活に関する環境などについて学び
ながら、食と生活環境の視点から暮らしの質を問いなおす
学習機会（講座、料理教室）とするもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

89 81 83 83.6 82.0 80 102.5%

20 21 22 20 20 22 90.9%

11 11 11 9 10 13 76.9%

176 193 197 203 182 220 82.7% 継続 学校給食課

20,916 20,771 20,240 20,138 18,820 継続 - 継続 学校給食課

141 155 101 175 217 150 144.7%

2,593 2,492 3,484 4,470 5,654 2,800 201.9%

14 13 10 11 11 14 78.6%

4,800 7,503 7,149 7,571 7,996 6,800 117.6%

-

⑴期日　6月～７月
⑵配布農産物
　ぶなしめじ2校
1,400パック
　えのきたけ11校
4,620袋
　小ネギ 17校　8,130
束
⑶費用　1,556千円

⑴期日　6月～７月
⑵配布農産物
　　ぶなしめじ10校
　　　3,450ﾊﾟｯｸ
　　えのきたけ5校
　　　2,970袋
　　小ネギ 5校
　　　2,940束
　　きゅうり10校
　　　14,640本
⑶費用　1,330千円

⑴期日　5月～７月
⑵配布農産物
　ぶなしめじ　　4校
　　　　　1,186ﾊﾟｯｸ
　えのきたけ　　4校
　　　　　　　3,008袋
　小ネギ　　　　 9校
　　　　　　　4,440束
　きゅうり　　　　7校
　　　　　　　7,428本
　ズッキーニ　　6校
　　　　　　　2,314本
⑶費用　1,280千円

⑴期日　5月～７月
⑵配布農産物
　小ねぎ　　　　９校
あああああ4,340束
あきゅうり　　　　7校
ああああ　3,248本
あえのきたけ　5校
あああ　　3,000袋
あズッキーニ　5校
あ　　　　　2,050本
あぶなしめじ　4校
あ　　　　　1,200袋
⑶費用　1,370千円

継続 - 継続 農政課

H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

100% 100% 100% 100% 100%

（51 / 51校） (48 / 48校） (48 / 48校） (48 / 48校） (48/48校）

2 4 3 4 3

モビリティウィーク、
カーフリーデー

モビリティウィーク、
カーフリーデー、講
演会

モビリティウィーク、
カーフリーデー、ワー
クショップ

モビリティウィーク、
カーフリーデー、ワー
クショップ、シンポジ
ウム

モビリティウィーク、
カーフリーデー、ワー
クショップ

継続
（事業の統

合）

交通安全・都市
交通課

継続 学校教育課

継続
（事業の統合）

-

継続 -

拡大 農政課

継続 学校給食課

地域関係団
体と

の連携、協
働

生涯学習課・中
央公民館



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

3 食品ロス削減事業

食育の推進、生ごみ削減の観点から、家庭における食品
ロスを削減するため、啓発用マグネット及びパンフレットを
作成し、保育園、幼稚園での歯科栄養指導教室（年中児
対象）等で配布。保護者を含め、意識啓発、積極的な取
組を依頼するもの。

パンフレット配布
数
（部）

- 3,000

環境教育講座
（回）

6 8

講座参加人数
（人）

240 289

クラブ数（クラブ） 6 8

クラブ会員数（人） 272 549

6
園児を対象にした参
加型環境教育事業

環境に対する意識を高めるため、感受性豊かな園児を対
象に、「食べ残しはもったいない、ごみは分ける」ことを
テーマに参加型の環境教育を実施するもの。

実施園数（園） - -

7
松本市環境基本計画
ハンドブックの配布

当該計画を着実に推進するために、特に子どもの頃から
自分たちのできることを積極的かつ自発的に取り組めるよ
う、子ども用のハンドブックを配布するもの。

配布数（部） - -

8
小学生を対象とした
環境教育

食品ロスをテーマとして、市内の全小学３年生に環境
教育を実施するもの

実施校数（校） - -

１　子どもの教育の充実

⑹　子ども関係施設の整備と充実

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

保育園改築整備
園数（園）

37 38

幼稚園改築整備
園数（園）

3 3

2
児童館・児童センター
整備事業

地域の児童の遊びの拠点、又は放課後児童健全育成事
業の実施場所として整備するもの

整備施設数（園） 26 27

3 学校大規模改造事業
学校施設の消耗、機能低下に対する復旧措置及び用途
変更に伴う改造により、教育環境の改善及び建物の安全
性の確保を図るもの

実施校数（校） 累
計値

8 10

4 学校新・増・改築事業
30人規模学級編成や学習指導要領の改訂に伴う授業時
間数の増加による教室不足対応や校舎及び体育館の老
朽化対応等のために新・増・改築事業を行うもの

対象校
教育環境の公平
性に配慮した状況
に応じた改善

2

5 太陽光発電設置事業

小中学校に太陽光発電を設置し、環境負荷軽減や自然と
の共生を考慮した学校整備を行い、環境・エネルギー教
育の教材として活用をするとともに、地球温暖化対策の推
進、啓発を身近に感じられる学校施設とするもの

設置率％（校/校）
6.3%

（3/47）
8.5％

（4 / 47）

6
小中学校プール整備
事業

老朽化が著しいプールの改築、改修により教育環境の改
善及び施設耐久性の確保を図るもの

改築率（校/校）
38%

（18 / 47）
40%

（19 / 47）

7
歩行空間あんしん事
業

すべての人にとって安心安全かつ快適で歩きやすい歩行
空間を確保するため、現道を有効利用し、波打ち歩道の
改修を中心に、市民生活に直結した道路整備を図るもの

波打ち歩道改修
他（ｍ）

L=2,761m/6,181m 557

4 エコスクール事業

自然観察会の開催など市民が自然とふれあえる機会を増
やし、市民の環境保全意識を高め、特に次世代を担う子
どもたちの環境意識を向上させることで、低炭素社会の構
築に寄与するもの

5 こどもエコクラブ

環境省が、平成７年度から支援しているだれでも参加でき
る子どもたちの自主的な環境学習や実践活動クラブで、２
人以上の子どもと、活動を支える１人以上の大人で構成す
るもの

1
保育園・幼稚園施設
整備事業

老朽化した施設、設備の計画的な改修、改築を行うととも
に、人口動態、社会動態を考慮した適正な整備を行うもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

10,000 4,000 6,000 6,000 5,000 5,000 100.0% 継続 環境政策課

5 10 14 14 19 15 126.7%

191 164 275 325 367 330 111.2%

5 7 2 3 9 - -

204 66 61 64 341 75 454.7%

47 46 46 46 46 46 100.0% 継続 環境政策課

- 5,700 3,000 2,700 3,000 3,000 100.0% 継続 環境政策課

- - - - 30 30 100.0% 継続 環境政策課

H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

39 40 40 41 41 43 95.3%

3 3 3 3 3 3 100.0%

27 27 27 27 27 27 100.0% 継続 こども育成課

11 14 17 18 20 23 87.0% 継続 学校教育課

0 1 1 1 0 継続 - 継続 学校教育課

25.5％
（12 / 47）

56.8％
（25 / 44）

79.5％
（35 / 44）

93.2％
（41／44）

100%
(44/44)

100%
（44 / 44）

100.0% 継続 学校教育課

42%
（20 / 47）

45%
（20 / 44）

47.7%
（21 / 44）

47.7％
（21／44）

50%
(22/44)

52%
（23 / 44）

96.2% 継続 学校教育課

1,362 775 498 452 809
L=6,181m/6,1

81m
- 継続

交通安全・都市
交通課

継続

継続 環境政策課

環境政策課

継続 保育課



２　生涯学習の推進

⑴　生涯学習の推進

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

1
まつもと市民生きいき
活動

この活動は、いつの時代にあっても変わることのない、今
まで大切にされてきたことを、市民一人ひとりが自ら目標を
定めて地道に取り組む活動です。市民の活動事例の収
集・紹介、フォーラムの開催等により周知を図ります。

周知回数（回）
広報まつもと掲載
回数

- 4

2 学都松本推進事業

学都松本の推進を図るための協議会を設置し、教育事業
の周知及び学びについて考える学都松本フォーラムの開
催等を協議会で協議するとともに、教育部及び関係部局
との連携のうえ実施するもの

参加者（人） - -

延べ開催日数
（日）

77 73

参加人数（人） 1134 1,217

開催回数（回） 5 6

参加人数（人） 135 127

5
「学びの森いんふぉ
めーしょん」発行

生涯学習に関するイベント情報や地域で活動する団体の
情報等を生涯学習情報誌としてまとめ、年４回全戸配布す
るもの

発行部数（部） 14,500 14,500

指導者数（人） 215 221

団体数（団体） 441 452

開催回数（回） 19 23

参加人数（人） 417 362

開催回数（回） 39 30

参加人数（人） 913 984

開催回数（回） 0 2

参加人数（人） 0 55

開催回数（回） 42 28

参加人数（人） 1267 1,581

開催回数（回） 31 3

参加人数（人） 1672 76

10 人権啓発推進講座
知識としての人権にとどまらず、日常生活の中での人権感
覚をもって行動できるように、人権講座を開催するもの

11 人権学習会
同和問題に関する資料館等の現地学習を行い、差別の
歴史や人権侵害等の問題について学習機会の充実をは
かるもの

8 歴史学習の推進
近現代史の学習を進め、国際理解を深める学習につなげ
るもの

9
世界の飢饉や貧困問
題の学習の推進

途上国の飢餓や貧困の問題が南北問題等の格差から生
じる課題であることを学び、国際貢献につながる学習とし
て進めるもの

6
生涯学習支援登録制
度

市民の生涯学習活動を支援するために、専門分野の知
識を持つ指導者や、自発的に活動している団体（グルー
プ）を登録し、その情報を市民に提供するもの

7 平和学習の推進
戦争体験者の話を聞いたり、史跡等を巡るなど平和につ
いての学習を進めるもの

3
教育文化センター各
種講座

天文、歴史・民俗、パソコン等の講座を開催することで市
民へ生涯学習の機会を提供・支援するもの

4
わら細工と昔の遊び道
具作り講座

市民に伝統的な遊びや技術・文化の継承とものづくりへの
関心を高めてもらうため、地元山辺地区の住民を講師に
迎えて、なわない・わらぞうり作り等の体験学習を行うもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

6 6 6 6 6 6 100.0% 拡大 教育政策課

1,500 1,200 1,943 2,703 2,577 1,500 171.8% 継続 教育政策課

59 73 86 84 81 100 81.0%

817 837 1,302 1,245 1,128 1,500 75.2%

6 5 6 2 4 8 54.2%

131 91 105 37 78 180 43.1%

14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 継続 - 継続
生涯学習課・中
央公民館

198 206 186 187 159 220 72.3%

432 451 441 441 417 470 88.7%

10 20 23 10 34 20 170.0%

434 241 510 336 956 450 212.4%

47 105 52 62 23 50 46.0%

1,333 1,962 1,075 1,437 941 1,200 78.4%

0 0 1 2 0 3 0.0%

0 0 24 49 0 90 0.0%

55 45 39 47 73 50 146.0%

2,116 2,324 2,585 2,439 2,424 1,400 173.1%

19 22 21 29 20 40 50.0%

2,133 1,171 827 668 749 2,000 37.5%

継続
（地区人権啓
発推進協議会
との連携、協

働）

生涯学習課・中
央公民館

継続
生涯学習課・中
央公民館

継続
（学習ニーズの
把握と関係団
体（NPO等）と
の連携、協働）

生涯学習課・中
央公民館

継続
（学習ニーズの
把握と関係団
体（NPO等）と
の連携、協働）

生涯学習課・中
央公民館

拡大
生涯学習課・中
央公民館

継続
（学習ニーズの
把握と関係団
体（NPO等）と
の連携、協働）

生涯学習課・中
央公民館

継続
教育政策課
教育文化セン
ター

継続
教育政策課
教育文化セン
ター



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

開催回数（回） 44 16

参加人数（人） 876 416

開催回数（回） 111 118

参加人数（人） 3545 3,234

開催回数（回） 37 92

参加人数（人） 519 3,254

開催回数（回） 31 36

参加人数（人） 617 767

参加チーム数 18 -

参加人数（人） 150 177

実施公民館（館） 8 104

開催回数　（回） 118 497

ヤングスクール、
キャリアアップセミ
ナー参加人数

2337 2,283

ヤングリーダー塾
参加人数（人）

10 5

開催回数（回） 2 40

参加人数（人） 94 2,691

開催回数（回） 29 92

参加人数（人） 2732 4,586

21 女性センター講座
女性の自立及び社会参画の促進のための啓発、及び女
性の職業能力の開発及び就業支援等の講座を開催する
もの

講座数（講座） 26 28

22 トライあい・松本講座
就労準備のため資格を取得する手助けする講座の開催、
及び勤労女性の健康の増進やスキルアップ講座を開催
するもの

講座数（講座） 17 19

23
企業人権啓発推進事
業

企業における人権啓発推進リーダー育成を目的に、各人
権テーマの専門講師を招き、研修会を実施　（年間６回）

参加者数（人） 95 153

20 防災に関する講座
防災担当課との連携により、地域自主防災組織のあり方
等の学習会を実施するもの

18
勤労青少年ホーム事
業

35歳未満の勤労青少年を対象に職業的スキル、人間力を
育成するための各種講座や若者が社会の一員として、主
体的に社会貢献活動に取り組むためのプログラムを実施
するもの

19
地域防災のまちづくり
の推進

災害への備えや災害発生時の初動体制について、本市
の防災計画、又は各地区で進める防災のまちづくりに取り
組むもの

16 青年祭事業 青年の仲間づくりとスポーツ交流を実施するもの

17 職業能力開発講座
求職者や女性、中高年齢者等を対象にして、パソコン教
室等を開催して技術支援をはかるもの

14 福祉関係講座
障害者への理解や福祉ボランティア体験などを通じて、地
域福祉の向上をはかるもの

15
生涯学習コーディネー
ターの養成

各種指導者養成講座等を開催し、生涯学習コーディネー
ターを養成するもの

12 カウンセリング事業
組織や近隣の対人の円滑な関係を進めるためにアサー
ティブ学習を進めるもの

13 環境問題講座
身近な環境問題から地球規模での環境問題について、専
門的な知識を学ぶことや自然観察等の体験学習を通じて
環境問題に取り組むもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

12 5 5 0 0 50 0.0%

245 60 120 0 0 1,200 0.0%

51 65 52 68 41 140 29.3%

1,032 2,247 2,486 1,616 2,420 3,800 63.7%

67 93 40 44 48 35 137.1%

968 1,273 1,142 1,860 1,896 500 379.2%

34 全館 全館 4 12 50 24.0%

1,004 全館 全館 74 509 1,000 50.9%

廃止 ― ― ― - 30 -

廃止 ― ― ― - 300 -

9 62 14 15 103 -

86 794 179 406 655 -

2,033 1,999 1,837 1,628 1,239 2,500 49.6% 継続

- - - - - 30 - 拡大

38 26 21 19 28 30 93.3%

2,148 1,683 1,930 1,197 2,407 1,500 160.5%

40 48 42 51 59 35 168.6%

2,080 2,494 1,903 2,953 2,706 3,500 77.3%

25 39 35 50 39 26 150.0% 継続
人権・男女共生
課

16 17 13 12 17 13 130.8% 継続
人権・男女共生
課

131 111 118 87 122 120 101.7% 継続
人権・男女共生
課

継続
（地区防災
防犯協会、
日赤等関係
団体との連
携、協働）

危機管理課

生涯学習課・中
央公民館

生涯学習課・中
央公民館

継続
（地区防災防
犯協会、日赤
等関係団体と
の連携、協働）

生涯学習課・中
央公民館

継続
（自主運営
の仕組みづ

くり）

生涯学習課・中
央公民館

継続 継続

継続
（地区福祉ひろ
ば（推進協議
会）との連携、

協働）

生涯学習課・中
央公民館

継続
地域課題、学
習ニーズの把

握

生涯学習課・中
央公民館

継続
生涯学習課・中
央公民館

継続
（環境保全団
体等関係機関
との連携、協

働）

生涯学習課・中
央公民館



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

24
多文化共生プラザ事
業

　多文化共生の地域づくりのための拠点としてオープンし
た「松本市多文化共生プラザ」への理解や協力を掘り起こ
しつつ、地域への啓発や外国人住民の自立、交流を図る
事業を行うもの。

参加者数（人） 0 0

講座開催数（回） 41 41

参加者数（人） 3848 6,144

26
ユニバーサルデザイン
（ＵＤ）普及啓発事業

民間団体のまつもとユニバーサルデザインネットワーク研
究会が実施しているＵＤフォーラム、ＵＤアイディアコン
クール（隔年実施）への後援及び市内の小学校６年生を
対象にしたＵＤパンフレットを作成し、普及啓発を図るもの
　平成２８年度から、松本市ユニバーサルデザイン推進基
本指針の進捗管理を行うための外部検証機関として、松
本市ユニバーサルデザイン推進会議を設置

普及啓発活動
ＵＤフォーラム、コン
クール開催、パンフ
作成

・アイディアコンクール
応募総数215件
 (小中高大学、一般）
・ＵＤフォーラム
平成23年10月2日（日）
松本大学
テーマ：買物から考える
暮らしやすい街づくり
来場者：100名
・ＵＤパンフレット配布
2,500部配布
（小学校6年生対象）

４都市累計来松者
数（人）

1129 1,138

４都市累計渡航者
数（人）

2971 3,034

累計登録団体数
（団体）

246 259

講座数（講座） 6 7

参加人数（人） 103 144

29
市民活動フォーラムの
開催

市民活動への理解を促進し、活動の活性化につなげるた
めの講演会等を実施するもの

参加人数（人） 57 38

30
老人福祉センター管
理運営事業

地域の高齢者に対して、教養の向上、レクリエーション、
健康増進のための便宜を図ることを目的として、各種教養
講座等を実施するもの

延べ利用者数
（人）

42,520 43,260

延べ利用者数
（人）

22081 22,358

プラチナ大学入学
者数（人）

125 108

32
エイズ・性感染症予防
普及啓発事業

小中学校等の学校や企業、地域でのエイズ、ＨＩＶ 等性
感染症の正しい知識の普及啓発と予防活動事業を行うも
の

講座等実施回数
（回）

69 72

33
食生活改善栄養指導
教室

食生活改善をとおして生活習慣病を予防し、市民の健康
寿命延伸を図るため、全地域で実施するもの

参加人数（人） 1,792 1,770

34
食生活改善推進員養
成教室

食生活の改善をとおして、健康づくりの輪を自分自身から
家族へ、地域へと広げるボランティアを養成するもの

参加人数（人） 281 326

35
働き盛り世代の生活習
慣病予防事業

市内事業所等を対象に、生活習慣病予防やこころの健康
についての各種プログラムによる出前講座等を実施するも
の

参加人数（人） 742 1,216

31
南部老人福祉セン
ター管理運営事業

地域の高齢者に対して、教養の向上、レクリエーション、
健康増進のための便宜を図ることを目的として、各種教養
講座等を実施するとともに、老人大学を実施するもの

27
国際姉妹・友好都市
交流事業

海外の４姉妹・友好都市との交流を通し、国際理解を進め
るもの

28
市民活動サポートセン
ター運営

人材・団体育成のための各種市民活動講座の開催、団体
間のネットワーク化のための団体交流会等の開催、各種
情報提供、相談業務などを行うもの

25
松本市自主防災組織
活性化支援事業（防
災と福祉のまちづくり）

自主防災組織への支援を地区別の講座等により行い、地
域防災力強化を地域課題や地域特性を踏まえて推進し、
要援護者の対応等、地域福祉の推進と連携させて、防災
と福祉のまちづくりを庁内連携と住民との協働により推進
するもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

5,999 9,154 7,726 7,663 6,735 12,000 56.1% 継続
人権・男女共生
課

 －  －
―

(事業はすでに終了）
- -  － -

- - - - - - -

・ＵＤフォーラム
平成24年11月10日
（土）
まつもと市民芸術館
テーマ：松本の健康
をデザインする
来場者：１３０名
・ＵＤパンフレット配
布
2,500部配布
（小学校6年生対象）

・アイデアコンクール
応募総数151件
（県内在住の小中学
生）
・ＵＤフォーラム
平成25年11月4日
（土）
まつもと市民芸術館
テーマ：学校のユニ
バーサルデザイン
来場者：140名
・ＵＤパンフレット配
布
2,500部配布
（小学校6年生対象）

・ＵＤフォーラム
平成26年11月8日
（土）
ホテルブエナビスタ
テーマ：障がい者ス
ポーツで安心・安全
な街づくり
来場者：148名
・ＵＤパンフレット配
布
2,500部配布
（小学校6年生対象）

・ＵＤフォーラム
平成27年7月4日
（土）
松本大学
テーマ：地方都市・未
来への挑戦
来場者：172名
・ＵＤパンフレット配
布
2,500部配布
（小学校6年生対象）

・松本市ユニバーサ
ルデザイン推進会議
設置、運営
平成28年6月3日㈮
委員　10名
年間　2回開催
・ＵＤパンフレット配
布
2,500部配布
（小学校6年生対象）

民間団体との
連携による継

続
-

民間団体と
の連携によ

る継続
政策課

1,153 1,155 1,160 1,167 1,196 1,500 79.7%

3,091 3,150 3,213 3,274 3,321 3,200 103.8%

277 310 325 323 322 260 123.8%

7 10 6 3 2 6 33.3%

211 683 508 281 129 - -

33 118 106 160 133 継続 - 継続 地域づくり課

41,352 38,007 37,832 34,712 - 45,000 -

継続
（H27年度
(H28.3.31)
に廃止）

高齢福祉課

23,254 23,983 24,383 22,105 12,454 23,900 52.1%

135 85 92 84 95 130 73.1%

77 94 91 104 98 継続 - 継続 健康づくり課

1,869 2,423 2,677 1,813 1,806 1,800 100.3% 継続 健康づくり課

309 319 320 332 256 330 77.6% 継続 健康づくり課

531 1,343 1,558 1,142 1,813 2,000 90.7% 拡大 健康づくり課

継続 高齢福祉課

市民、学生
など

の交流の拡
大

都市交流課

継続 地域づくり課

 H24終了 危機管理課



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

36
ライフステージに応じ
た健康教育

松本市健康づくり計画スマイルライフ松本21に基づき、生
活習慣の改善として、病気の発生そのものを予防するた
めの各種健康教育を開催するもの

参加人数（人） 52,874 56,832

37 特定保健指導
内臓脂肪症候群及びその予備群の改善のため、保健指
導プログラムを実施するもの

評価実施率（％） 22.2 18.2

38
保健センターだよりの
発行

市民向けに健康情報を提供するため、年６回保健セン
ターだよりを発行するもの

発行回数（回） 6 6

39
生涯を通じた食育推
進の情報提供

学校卒業時、成人式、退職時などのライフステージの節
目にあわせ、その後の食生活の実践に結びつく情報を提
供するものとして、松本市の食育推進に関わる栄養士が
主体となって、レシピ集を作成、配布するもの。

レシピ集の作成、
配布（配布先、配
布部数）

- -

40
若者職業なんでも相
談

若い未就職者やフリーターを対象とした、産業カウンセ
ラーによる相談事業を行うもの

相談件数（件） 74 68

41 松本熟年農業大学

農業構造の変化や遊休農地の増加、担い手の高齢化に
対応するため、理論講習や先進農家での実践研修により
農業技術を習得し、熟年者の生きがい対策及び補完的農
業労働力の育成を図るもの

参加人数（人） 30 28

42
農畜産物マーケティン
グ推進事業

地域の農産物の生産、流通、消費等について幅広く市民
の意見要望等を聞くとともに農業への理解を深めてもらう
ため地産地消懇談会、パネルディスカション、講演会等を
実施するもの

参加人数（人） 104 120

43
観光ホスピタリティカ
レッジ事業

「観光に磨きをかける」まちづくりを実現するため、観光事
業者や市民を対象に、観光とホスピタリティを体系的に学
ぶ講座（15回程度）を開設するとともに講演、シンポジウム
なども開催するもの

参加人数（人） 155 48

44 松本検定事業

松本市の歴史、文化、自然、観光名所などを総合的に学
び、地域への愛着や誇りを高めるとともに、来訪者に地域
の魅力を発信でき、心のこもったおもてなしができる人材
を育成するもの

参加人数（人） 265 252

45 交通安全教室
地区高齢者クラブ等を対象とした交通安全教室や啓発活
動を行うもの

開催回数（回） 104 107



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

55,577 60,736 74,110 68,803 72,739 継続 - 継続 健康づくり課

18.4 18.3 23.6 0 - 45 - 継続 健康づくり課

6 6 6 0 - 継続 - 廃止 健康づくり課

-

一人暮らしを始め
るなど、生活が大
きく変化し、成人期
の生活習慣が確
立していく時期で
もある、高校３年生
を対象に実施
⑴ 配布校県立７
校、私立５校
⑵ 配布数2,884部
⑶ 費用23,000円

生活応援レシピ配
布

高校３年生
 　16校　2,986部

中学3年生
    27校  2,611部

生活応援レシピ配
布

高校３年生
 　17校　3,132部

中学3年生
    27校  2,723部
すてきな大人の食

ライフ配布
新成人1,771部

生活応援レシピ配
布

高校３年生
 　17校　3,628部

中学3年生
    27校  2,586部
新社会人　82部
退職者　170部

継続 - 継続 健康づくり課

84 67 80 59 56 継続 - 継続 労政課

21 20 28 26 18 30 60.0% 継続 農政課

120
（予定人数）

100 100 100 117 220 53.2%

継続
（地域内で生産
された安全・安
心・新鮮な農産
物の消費拡大）

農政課

70

平成25年11月7日
（木）～2月21日
（金）
松本大学5号館
受講人数　33名1
企業

40
（9講座）

33
（8講座）

320
（4講座）

継続 - 継続 観光温泉課

募集前（H25.2開
催）

平成26年2月16日
（日）・17日（月）
松本大学・勤労者
福祉センター
受験者数　224名
（内上級コース44
名、基本コース160
名、ジュニアコース
20名）

197 214 149 350 42.6% 継続 観光温泉課

99 99 104 106 99 継続 - 継続
交通安全・都市
交通課



２　生涯学習の推進

⑵　公民館の学びを通した地域づくり

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

1
社会人教養学級・講
座等

近年の社会情勢において、多様化、高度化する知識や技
術ならびに研究能力が必要となることから、求められる
ニーズに対応できる講座等を開催するもの

実施館 全館 全館

2 高齢者学習の推進

高齢者の生きがいを高め、仲間づくりや健康づくりを促進
するため、教養講座の開催、健康増進活動・スポーツ活
動の振興、地域活動の振興等各種の生きがい対策事業
の振興をはかるもの

実施館 全館 全館

開催回数（回） 105 全館

参加人数（人） 2333 全館

開催回数（回） 83 57

参加人数（人） 2932 7,311

5 公民館報の発行
隔月で年間６回、公民館活動の実施状況、お知らせなど
の情報を提供するもの

発行状況 全戸配布 全館

6 公民館だよりの発行
公民館が実施する行事・事業について随時住民にお知ら
せするもの

実施館 全館 全館

開催回数（回） 12 7

延べ参加人数
（人）

107 118

8
公民館委員会活動の
充実

地区公民館活動の推進を図るため公民館委員会の活動
を充実させ市民の事業への参画を図るもの

実施館 全館 全館

9
公民館研究集会の開
催

公民館活動全般にわたる検証や課題解決に向けて、地
域での実践発表や学識者を招いた研究集会を開催するも
の

参加人数（人） 350 400

委託料（千円） 15070 14,977

1～200世帯：
30,000円（町会）

340 338

201～400世帯：
31,000円（町会） 92 91

401世帯～：
32,000円（町会）

63 63

11
地域学習テキスト作成
事業

地域に対する関心を高め、公民館・地域活動等への参画
意識を向上し、社会活動を活性化するために、地域を総
合的に捉えた「地域学習テキスト」の作成・配布・活用を実
施

３５地区での作成・
配布・活用

- -

10
町内公民館業務の振
興

町内公民館活動の充実をはかるため、委託料を支出する
もの

4
地域福祉のまちづくり
の推進

福祉ひろばとの連携を図った地域福祉事業に取り組むも
の

7
公民館運営審議会の
運営

総合的な地域づくりの拠点としての公民館のあり方など、
公民館機能等について審議するため開催するもの

3 公民館サークル事業
公民館で活動するサークルの会員を講師に入門講座等
を開催し、手話等学習成果を活かしたボランティア活動を
推進するもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

全館 全館 全館 全館 全館
継続

（学習ニーズ
の把握）

-
継続

（学習ニー
ズの把握）

生涯学習課・中
央公民館

全館 全館 全館 全館 全館
継続

（学習ニーズ
の把握）

-
継続

（学習ニー
ズの把握）

生涯学習課・中
央公民館

全館 全館 全館 44 30 120 25.0%

全館 全館 全館 1,100 540 2,500 21.6%

39 全館 全館 49 49 90 54.4%

1,289 全館 全館 3,084 4,288 3,500 122.5%

全館 全館 全戸配布 全戸配布 全戸配布 継続 - 継続
生涯学習課・中
央公民館

全館 全館 全館 全館 全館 継続 - 継続
生涯学習課・中
央公民館

6 3 3 4 3 -

101 51 47 58 33 -

全館 全館 全館 全館 全館 継続 - 継続
生涯学習課・中
央公民館

327 大雪のため中止 410 341 1,115 400 278.8% 継続
生涯学習課・中
央公民館

14,985 14,985 14,985 14,923 14,865 -

333 335 335 335 332 -

93 89 89 87 87 -

66 68 68 60 69 -

- -

モデル３地区で、
作成に向けた編集
委員会を組織し、
掲載内容等につ

いて検討

モデル３地区で冊
子発行

モデル3地区で冊
子活用・効果検証

モデル３地区
での冊子活
用・効果検証

- 新規
生涯学習課・中
央公民館

生涯学習課・中
央公民館

継続
（世帯数に応じ

て対応）

継続
（世帯数に

応じて対応）

生涯学習課・中
央公民館

福祉ひろば
との連携、

協働

生涯学習課・中
央公民館

継続 継続

継続
生涯学習課・中
央公民館



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

12
市民活動研究集会の
開催

地域住民、市民活動団体、職員が一堂に会して、地域課
題等について学びあい、お互いの理解を深めることによ
り、地域づくりを推進していくため市民集会を開催するもの

開催回数（回） 1 1

13
地域づくりシステム構
築事業

市と地区との関係性の整理、地区の事務局体制の検討、
地区の課題の把握、市民や職員の意識啓発等を行い、地
区の仕組みづくり、庁内関係部署の連携強化、地区にお
ける行政支援の体制づくりを推進するもの

実施内容

市民委員会の開
催、庁内検討会議
の開催、行動計画
の推進、モデル事
業の実施

地域づくり課の新
設、市民委員会の
開催、庁内調整会
議の開催、モデル
事業の実施、町会
等実態調査の実
施、地域づく実行
計画の策定

14 地区福祉ひろば事業
福祉ひろばを地域コミュニティ活動の拠点として、健康づ
くり・生きがいづくりを行うことで、支え合いの福祉を軸にし
た地域づくりを実現するもの（福祉ひろば事業参加者）

延べ参加人数
（人）

252,788 260,840

15
地域福祉計画推進事
業

地区別地域福祉計画及び全市計画の策定・見直しと、策
定された計画を実践するための支援を行うもの

実施地区数（地
区）

 計画策定地区34
支援補助6地区７

件

 計画策定地区35
支援補助6地区6

件

16
災害時要援護者支援
プラン推進事業

災害時等に避難が困難になる障害者や高齢者、幼児など
の要援護者を支援するプランを、地域（近隣）の共助を基
本に地域住民と行政が協働で推進するもの

講座実施地区数
（地区） →出前講
座等実施数（H26
より）

8 8

17 児童館管理運営事業

市内26児童館・児童センターで、18歳までの児童に健全
な遊びの場を提供し、留守家庭児童対策として「放課後
児童健全育成事業」、さらには未就園児とその保護者の
ための「つどいの広場事業」を実施するもの

年間延べ利用者
数（人）

410,897 412,009

18
保健センターの機能
充実

市民の健康づくりの拠点となる４カ所の保健センターの事
業推進のため、施設の機能の充実を図るもの

年間利用者数
（人）

111,717 117,027

19
あがたの森文化会館
ボランティア登録制
度

ボランティア活動をしようとする団体とそれを必要と
する施設との橋渡しを文化会館で行い、活動を通じた
生きがいづくりを行うもの。

ボランティア活
動件数

- -

２　生涯学習の推進

⑶　図書館運営の充実

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

1 図書館資料整備事業
より新しい情報や市民の求める資料等を的確かつ迅速に
提供できるように資料整備を行うもの

市民一人当り蔵書
数（冊）

4.5 4.5

2
レファレンス（調査相
談）対応

利用者の求める資料や情報を提供できるように窓口相談
体制を整備し、調査研究や課題解決のための支援を行う
もの

相談件数（件） 6,423 8,221

図書貸出利用者
数（人）

374,686 371,665

貸出冊数（冊） 1,576,160 1,568,361

3 図書館資料の貸出

図書館ネットワークにより、市内の図書館全10館の資料を
どこの図書館でも貸出、返却ができるようにし、所蔵してい
ない資料については、他の図書館等からの相互貸借によ
り提供できるようにするもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

1 1 1 1 1 拡大 - 拡大 地域づくり課

市民委員会の開
催、（仮称）地域づ
くり支援センターの
設置に向けた準
備、町会等実態調
査の実施、モデル
的な取組みの推
進、地域力アップ
提案協働事業の
創設、啓発パンフ
レットを活用した各
地区での説明会の
開催、職員研修の
開催

市民委員会の開
催、地域づくりセン
ターの設置に向け
た準備、町会等実
態調査の実施、地
域力アップ提案協
働事業の実施、啓
発パンフレットを活
用した各地区での
説明会の開催、職
員研修の開催

市民委員会の開
催、地域づくりセン
ターの設置、地域
力アップ提案協働
事業の実施と新た
な財政支援施策の
検討、啓発パンフ
レットを活用した各
地区での説明会の
開催、職員研修の
開催

市民委員会の開
催、緩やかな協議
体の設置促進、地
域づくり推進交付
金と地域振興事業
補助金制度の創
設、地域づくりイン
ターンシップ戦略
事業の実施、職員
研修の開催

市民委員会の開
催、緩やかな協議
体の設置促進、地
域づくり推進交付
金と地域振興事業
補助金制度の創
設、地域づくりイン
ターンシップ戦略
事業の実施、職員
研修の開催

左記のほか、
地区別地域づ
くり計画の策
定、職員研修

- 拡大 地域づくり課

264,066 267,033 285,451 278,964 277,876 285,000 97.5% 継続 福祉計画課

 計画策定地区35 計画策定地区35  計画策定地区35 計画策定地区35 計画策定地区35
計画策定地区

35
100%

補助金は
H24で廃止

福祉計画課

11

2
市民防災研修会、
地域のささえあい

研修会

6
出前講座実施数

4
出前講座実施数

1
出前講座実施数

継続 - 継続 福祉計画課

440,604 443,627 480,416 525,604 524,340 435,000 120.5% 継続 こども育成課

96,423 83,243 78,822 70,059 60,420 継続 - 継続 健康づくり課

- - - - 3件 10件 30.0% 継続
生涯学習課・中
央公民館

H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

4.8 4.8 4.8 5.0 5.1 5 102.0% 継続 中央図書館

13,191 11,245 10,640 8,829 11,263 拡大 - 拡大 中央図書館

408,666 420,699 432,259 445,007 435,859 400,000 109.0%

1,630,204 1,623,392 1,654,864 1,681,546 1,619,669 1,650,000 98.2%

拡大 中央図書館



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

・ インターネットに
よる予約件数（件）

74,320 78,339

・ 市公式HPからイ
ンターネット予約
へのアクセス件数

28,166 -

5
オンラインデータベー
ス提供サービス

中央図書館にインターネットが利用できるパソコンを設置
し、新聞記事等のデータベースを図書館で利用できるよう
にするもの

データベース（種
類）

2 2

6 大学図書館との連携
地域の大学図書館と図書館活動において相互に連携し
て、利用者サービスの拡大を図るもの

-

・ 信州大学医学部付
属病院患者図書室と
の連携
・ 信州大学付属図書
館との連携

・ 信州大学医学部付
属病院患者図書室と
の連携
・ 信州大学付属図書
館との連携

7
公民館図書室との連
携

公民館図書室と連携し、図書館からの貸出資料を公民館
図書室で返却できるようにして、利用者サービスの向上を
図るもの（奈川、四賀公民館）

連携する公民館
数

2 2

8 団体貸出
地区公民館や市の施設等に図書館資料の団体貸出を行
い、身近な地域で図書館資料が利用できるようにするもの

貸出団体数 65 55

9 障害者サービス
図書館利用に支障がある方に、本の宅配サービスや朗読
サービス、デイジー図書郵送貸出を行うもの

宅配利用者数
（人）

43 46

10
ブックスタート事業（再
掲）

乳児を持つ親が、本を読み聞かせながら赤ちゃんと楽し
いひとときをもっていただくことを目的として、10カ月乳幼
児健診時に、絵本一冊と絵本リストを贈るもの

配本数（冊） 2,137 2,219

11 おはなし会の開催

中央図書館及び各分館で定期的に、こどもの年齢に応じ
て、絵本の読み聞かせやおはなし、紙芝居などによる「お
はなし会」を行って、子どもたちや保護者に楽しい本の世
界を紹介するもの

- 全館で実施 全館で実施

12
講演会・講座等の開
催

親しみやすい図書館となるように各種講座や講演会、図
書館コンサート、図書館まつりなどを開催するもの

- 全館で実施 全館で実施

13
貴重資料保存活用事
業

中央図書館が所蔵する「山岳文庫」をはじめとする貴重資
料を市民に周知するとともに保存活用を行うもの

貴重資料の保存
活用

山岳文庫コーナー
の充実

-

14 地域資料の充実
地域住民の生活と密着した知識や情報を提供し、調査研
究を支え支援するための地域資料を収集するもの

地域資料数（冊） 36,852 40,808

15
図書館施設の維持管
理

利用者が安全で快適に図書館を利用できるように、施設
の整備改修を計画的に行い、より利用しやすくするも

-
計画的な施設改

修
計画的な施設改

修

２　生涯学習の推進

⑷　社会教育施設の整備・充実

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

1
地区公民館大規模改
修事業

築後30年で第１次整備、40年で第２次整備、60年以降で
改築という方針を基本に地区公民館を計画的に整備する
もの

H22 ～ 28整備館
数（館）

3 3

4
インターネット利用
サービス

インターネットによる蔵書検索や資料の予約ができるほ
か、貸出状況が確認できるサービス等を行うもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

108,351 121,123 124,972 134,270 140,805 120,000 117.3%

- - - - - 45,000 -

2 2 3 4 4 5 80.0% 拡大 中央図書館

・ 信州大学医学部付
属病院患者図書室と
の連携
・ 信州大学付属図書
館との連携

・ 信州大学医学部付
属病院患者図書室と
の連携
・ 信州大学付属図書
館との連携

・ 信州大学医学部付
属病院患者図書室と
の連携
・ 信州大学付属図書
館との連携

・ 信州大学医学部付
属病院患者図書室と
の連携
・ 信州大学付属図書
館との連携

・ 信州大学医学部付
属病院患者図書室と
の連携
・ 信州大学付属図書
館との連携

他の大学との連
携

- 拡大 中央図書館

2 2 2 2 2 4 50.0% 拡大 中央図書館

65 60 58 60 62 70 88.6% 拡大 中央図書館

37 43 57 57 67 50 134.0% 継続 中央図書館

2,116 2,085 1,993 2,007 1,960 継続 - 継続 中央図書館

全館で実施 全館で実施 全館で実施 全館で実施 全館で実施 継続 - 継続 中央図書館

全館で実施 全館で実施 全館で実施 全館で実施 全館で実施 継続 - 継続 中央図書館

山岳文庫　6,636冊
開架スペースの充実
約1,600冊→約4,000
冊
山岳写真の展示
山岳図書目録の作
成

山岳文庫　6,902冊
山岳図書目録作成

山岳文庫　7,123冊
山岳図書目録作成

・山岳文庫　7,368冊
　山岳図書目録作成
・松本藩関係の和漢
籍の一部を燻蒸処理

山岳文庫　7,622冊
山岳図書目録作成

松本藩関係の和
漢籍の保存と目

録化
- 継続 中央図書館

41,179 41,964 42,708 43,691 44,675 43,000 103.9% 継続 中央図書館

計画的な施設改
修

計画的な施設改
修

計画的な施設改
修

計画的な施設改
修

計画的な施設改
修

継続 - 継続 中央図書館

H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

4 4 5 6 7 7 100.0% 継続
生涯学習課・中
央公民館

継続 中央図書館



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

2
地区公民館エレベー
ター設置事業

高齢者、身体障害者、妊婦等が容易に利用できるよう地
区公民館にエレベーターを設置するもの

設置公民館数
（館）

22/32 25

新築（件） 3 2

増・改築（件） 2 1

改修（件） 45 53

4
重要文化財旧松本高
等学校校舎耐震化事
業

重要文化財旧松本高等学校の耐震基礎診断を行い、保
存活用計画を策定することで、利用者の安全を確保すると
ともに、生涯学習施設として活用しながら保存しようとする
もの

耐震化事業進捗
状況
（金額ベース）％

- -

5
中央図書館整備改修
事業

平成３年に建設され老朽化が進んでいる中央図書館を計
画的に改修するもの（冷温水発生装置更新工事、外壁等
改修工事、トイレの洋式化等）

施設、設備の更新
改修

計画的改修

トイレ改修工事
吸収冷熱水発生
装置更新工事

外壁等改修工事

6 公園整備事業

市民の潤い、やすらぎ、ふれあいの場として、また、災害
時における避難場所としての役割を果たすために、景観
や地域の特性、住民の要望に配慮しながら、緑の基本計
画に基づいて総合的、体系的な公園整備をはかるもの

１人当り公園面積
（㎡）

14.74 14.62

住民自治を促進するための施設である町内公民館に対
し、建設、改修補助金を交付することにより支援するもの

3
町内公民館整備補助
事業



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

27 28 30 30 31 31 100.0%

H26から大
規模改修事
業と併せて

実施

生涯学習課・中
央公民館

1 2 1 2 1 -

2 3 3 1 1 -

48 40 54 72 52 -

- -

耐震基礎診断実
施

（耐震性能の現況
把握）
1.24％

保存活用計画策
定委員会による計
画検討及び耐震
補強案の検討

3.47％

壁耐久力試験実
施、保存活用計画
策定員会による計
画策定及び耐震
補強案の決定

７.60％

壁耐久力試験
及び耐震補強
案を含む重要
文化財旧松本
高等学校保存
活用計画の策

定

-

継続
（耐震工事
完了H32予

定）

生涯学習課・中
央公民館

駐車場改修工事

中央図書館エレ
ベーター機能維持

工事
空調配管漏水修

理工事

ケヤキ北側枝打工
事、三菱エレベー
タ地震感知工事、
雨漏り改修工事
（臨時対応）

・冷温水ポンプ等
取替
・３階空調設備改
修
・自動扉開閉装置
取替

・非構造部材点検
調査及び実施設
計
・カーテンウォール
改修工事
・トイレ緊急呼出し
システム設置工事

継続 - 継続 中央図書館

14.68 14.69 14.69 14.71 14.65 20.0 73.3%
継続（H28
見直し予

定）
公園緑地課

継続 継続
生涯学習課・中
央公民館



３　スポーツを通した健康づくり

⑴　市民皆スポーツの推進

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

開催回数（回） 35 4

参加人数（人） 1311 228

開催回数（回） 88 210

参加人数（人） 2580 5,685

開催回数（回） 232 324

参加人数（人） 39,377 33,408

開催回数（回） 163 200

参加人数（人） 3,003 3,193

5 学校体育施設開放
地域住民の体育・スポーツ活動の場として、学校教育に支
障のない範囲で登録団体に学校体育施設を計画的に開
放するもの

登録団体数（団
体）

399 419

・ 総合体育館コー
ス参加人数（1学
年：人）

104 93

・ 総合体育館コー
ス参加人数（2学
年：人）

109 88

・ いきいき健康ひ
ろば事業参加人
数（人）

560 527

7 健康スポーツ教室
健康意識の高揚を図るため、年齢層に合わせた親子体操
教室、シニア健康教室、ヘルスフィットネスなどの健康教
室を年３回開催するもの

受講者数（人） 807 786

8
姉妹都市親善スポー
ツ交歓大会

姉妹都市提携を記念し、市民相互の親睦とスポーツ交流
により両市の親交を深めるため、スポーツ交歓大会を開催
するもの

本市参加人数
（人）

136 132

9 市民歩こう運動
健康の維持増進を図るため、「歩くこと」の定着や、習慣化
を図るため、イベントの開催による啓発活動や地域への普
及事業に取り組むもの

参加人数（人） 4,605 6,789

10
ピンピンキラキラ健康
づくり講座の実施

「市民歩こう運動」の一環として、地区を単位とした「歩き」
を取入れることによる健康講座を松本大学との協働で実
施するもの

H26年度のまでの
実施地区　11地区
　延べ参加者数
　2,447人

- -

4 各種スポーツ教室
健康づくりや仲間づくりを進めるため、ニュースポーツ等に
親しむ機会が持てるよう、各種のスポーツ教室を開催する
もの

6 熟年体育大学
熟年者（40歳以上）を対象に、運動の必要性の認識と運
動の継続を実践することで、日常生活における熟年者の
自主的な体力・健康増進を図ることを目的に実施するもの

2 健康増進事業
ウォーキングなど手軽に取り組める運動を実習し、日常生
活の中で健康づくりに取り組むもの

3 各種スポーツ大会
生涯体育の観点から、地区体育協会と連携を図りながら、
各種スポーツ大会を開催するもの

1 健康づくり学習の推進
生活習慣病の予防や健康管理等に関する専門知識を学
ぶことのできる講座を開催するもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

44 全館 全館 全館 168 35 -

1,133 全館 全館 全館 3,654 1,400 -

186 全館 全館 全館 206 100 -

4,090 全館 全館 全館 4,440 3,000 -

275 35館 35館 35館 208 245 -

50,513 35館 35館 35館 28,743 42,000 -

全館 全館 35館 35館 147 170 -

全館 全館 全館 35館 3,685 3,500 -

420 420 411 348 352 440 80.0% 継続 スポーツ推進課

74 122 118 119 95 120 79.2%

83 68 114 93 102 96 106.3%

532 504 504 - - -

855 820 888 816 813 900 90.3% 継続 スポーツ推進課

225 136 162 146 113 継続 - 継続 スポーツ推進課

6,029 7,976 8,613 8,870 9,059 5,100 177.6% 継続 福祉計画課

- -

３地区（ロング講座
２地区、ショート講

座１地区）
　延べ参加者726

人

4地区
ロング・ショート各2

人
延べ参加者1,124

人

4地区
延べ参加者

1,199人

市内１９地区で
開催（毎年４地

区） -

すでにH23〜
開催していた
が、「市民歩こう
運動」の中に入
れて報告して
いた。

福祉計画課

継続
生涯学習課・中
央公民館

継続
スポーツ推進課
福祉計画課

継続
生涯学習課・中
央公民館

継続
生涯学習課・中
央公民館

継続
生涯学習課・中
央公民館



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

11
四肢筋力アップ検証
事業の実施

　市長考案の「室内四肢筋力アップ装置」を活用した「四
肢筋力アップ運動の効果を検証し、効果と運動方法を市
民に啓発する。
　H26　運動効果検証のためのモニター調査
H27～四肢筋伝道師の養成、四肢筋健診の実施

四肢筋伝道師養
成地区数
四肢筋健診実施
数
（いずれも27年度
以降以降の実績）

- -

３　スポーツを通した健康づくり

⑵　スポーツ団体・リーダ－の育成

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

1 スポーツ推進委員
スポーツに深い理解と熱意のある方を委嘱し、地域におけ
るスポーツに関する指導・助言及び実技指導を行うもの

委員数（人） 78 86

2
スポーツ団体への団
体補助

スポーツ団体や指導者の育成と連携を図るため、団体運
営補助金を交付し、生涯にわたって健康でいきいきと暮ら
せる市民皆スポーツのまちづくりを進めるもの

交付団体数（団
体）

42 49

支援団体数（団
体）

5 3

大会参加人数
（人）

6,086 7,864

4
競技会・大会開催補
助

市内で開催されるブロック大会以上の競技大会に対して、
申請に基づき開催補助金を交付し、競技スポーツの振興
と充実を図るもの

大会数（件） 16 11

5 大会出場祝金の交付
スポーツの振興を図るため、ブロック大会以上の各種競技
会に出場する市民に対して、申請に基づき祝い金を交付
するもの

交付件数（件） 181 183

3
競技大会実行委員会
への支援

競技スポーツの振興と充実を図るため、実行委員会へ大
会運営の財政的支援を行い、市民皆スポーツのまちづくり
を進めるもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 H28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

- -

四肢筋力アップ運
動検証のためのモ

ニター調査
市民モニター55

人、比較対象者59
人参加、6カ月間

実施 養成16地区
健診16地区

四肢筋伝道師19
地区　四肢筋健診

24地区

四肢筋力アッ
プ運動の有効
性と方法を身
に付けた「四
肢筋伝道師」
をH28年度ま
でに26地区で
養成、体力測
定と運動方法
の講習を行う
「四肢筋健診」
をH28年度内
に26地区で実
施

-

新規
（四肢筋健
診は地区福
祉ひろばで
行われてい
る「ふれあい
健康教室」
の中で行

う。）
福祉計画課

H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

86 84 84 85 84 86 97.7% 継続 スポーツ推進課

51

85
(地区体育協会35
団体を入れたため

増加)

85
(地区体育協会35
団体を入れたため

増加)

77 75 51 147.1% 継続 スポーツ推進課

2 2 2 2 2 2 100.0%

3,260 3,050

1,460
（クロスカントリー大会
が降雪により中止⇒

減）

2,557 2,641 3,300 80.0%

15 11 7 11 11 15 73.3% 継続 スポーツ推進課

126 213 197 220 254 190 133.7% 継続 スポーツ推進課

継続 スポーツ推進課



３　スポーツを通した健康づくり

⑶　社会体育施設の整備・充実

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

1

こどもから高齢者まで、市民誰もが、身近な場所で、手軽
にスポーツに親しむことができ、いつでも、どこでも体力づ
くりや健康づくりに参加できるための施設整備を計画的に
進めるもの

－

○あがた運動公園芝
生広場建設
（１１９，９４２千円）
○サッカー場改修工
事
(210,336千円)H23繰
越分
　・人工芝新設工事
　・照明灯設置工事
　・管理棟増改築工
事
○総合体育館改修
工事
(44,405千円)
　・得点板更新
　・空調中央監視盤
更新
○波田体育館耐震
補強工事実施設計
(3,738千円)
○並柳運動広場擁
壁改修工事
(49,360千円)
○浅間温泉庭球公
園改修工事
(4,767千円)
　・内外壁塗装工事
　・トイレ改修工事
　・屋外時計設置工
事
○野球場SBO表示
改修工事
(1,980千円)
○ゆめひろば庄内外
構工事（震災対応）
(10,059千円)

耐震診断、耐震補強
工事、大規模改修工
事、体育施設新設等
施設を計画的に改修
し、施設機能の充
実、競技力の向上及
び各種大会の招致を
図るもの

体育施設整備改修事
業



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

スポーツ推進課継続

○総合体育館改修
工事（24,764千円）
　・漏水調査
　・空調インバーター
化等改修工事
○野球場改修工事
(45,583千円）
　・屋内練習場防球
ネット改修等工事
　・スコアボード棟再
塗装、国旗掲揚塔移
設工事
　・モニターカメラ、屋
根雪止設置、看板設
置工事　等
○美須々屋内運動
改修工事（35,038千
円）
　・人工芝生化等改
修工事
　・実施設計、工事監
理
○四賀体育館耐震
実施設計（1,774千
円）
○（仮称）美鈴湖自
転車競技場整備事
業（65,598千円）
　・スケートセンターリ
ンク、製氷施設解体
工事
　・地質調査、自転車
競技場建設工事実
施設計
○社会体育館大規
模改修（9,660千円）
　・四賀運動広場基
本設計
○（仮称）かりがね
サッカー場整備事業
（244,668千円）
　・かりがねサッカー
場解体工事
　・（仮称）かりがね
サッカー場基本設
計、実施設計
　・管理棟実施設計
等
○かりがね運動広場
改修事業（68,196千
円）
○陸上競技練習場
改修事業（62,916千
円）
　・実施設計、走路等
改修工事
○弓道場整備改修
事業（1,575千円）
　・防矢ネット設置工
事実施設計

継続

○総合体育館改修
工事
　・雨漏り等改修工事
実施設計（7,344千
円）
　・大型映像装置改
修工事（42,336千円）
○社会体育館大規
模改修事業
　・四賀体育館耐震
改修等工事
　（148,316千円）
　・奈川寄合渡体育
館耐震改修等実施
設計
　（1,696千円）
　・乗鞍体育館耐震
改修等実施設計
　（1,836千円）
○美鈴湖自転車競
技場整備事業
（245,426千円）
○かりがねサッカー
場整備事業
（1,070,496千円）
○四賀運動広場整
備改修事業実施設
計等
（40,742千円）
○柔剣道場耐震改
修等実施設計
（8,316千円）
○弓道場坊矢ネット
設置工事（12,960千
円）
○寿運動広場改修
事業（20,520千円）

○総合体育館整備
改修工事
　・雨漏り等改修工事
　（149,245千円）
○柔剣道場耐震補
強等工事（285,056千
円）
○社会体育館大規
模改修事業
　・奈川寄合度体育
館
　（70,983千円）
　・乗鞍体育館
　（99,835千円）
　・神林体育館床面
改修（3,456千円）
　・里山辺体育館床
面改修（4,708千円）
　・西部体育館床面
改修（4,428千円）
　・南部体育館床面
改修（6,328千円）
○四賀運動広場整
備改修事業
　・実施設計（16,020
千円）：H27分
○かりがねサッカー
場整備事業
　・駐車場拡張工事
　（11,967千円）
○美鈴湖自転車競
技場整備事業
（417,600千円）

○総合体育館整備
改修工事

　・雨漏り等改修工事
（348,236千円）

○社会体育館大規
模改修事業

　・寿台体育館大規
模改修実施設計
　（2,916千円）

　・今井体育館床面
改修（1,966千円）

　・臨空体育館床面
改修（3,780千円）

　・芳川体育館床面
改修（3,348千円）

　・岡田体育館床面
改修（3,402千円）

　・寿体育館床面改
修（3,759千円）

○屋内体育施設耐
震化事業

　・点検調査及び実
施設計（30,402千円）
○四賀運動広場整

備改修事業
　・四賀運動広場解

体工事（31,785千円）
　・四賀運動広場造
成工事（100,000千

円）
○野球場改修事業
　・受変電設備改修
工事（100,127千円）
　・照明等改修工事
　（126,123千円）

　・雨漏り等状況調査
（15,552千円）

○庭球場改修事業
　・浅間温泉庭球場
人工芝張替（39,290

千円）

○あがた運動公園
(仮)多目的広場建設
工事
○総合体育館改修
工事
　・アリーナ改修工事
　・場内監視装置改
修工事
　・受電設備改修工
事
　・屋外公衆トイレ改
修工事
　・バスケットゴール
更新
　・トレーニング機器
更新
○野球場改修工事
　・外周ゴムチップ弾
性舗装工事
　・観客席階段改修
工事
　・ダックアウト選手
ホール床改修工事
○美須々屋内運動
場雨漏改修工事
○波田体育館耐震
補強工事
○扇子田運動公園
改修工事
　・人工芝張替工事
　・内壁塗装工事



４　芸術を通した教育の推進

⑴　鑑賞の場の充実

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

作品購入数（点） 5 9

寄贈数（点） 13 38

2 展覧会開催事業
国内外の優れた美術や郷土に密着したテーマの展示な
ど、地域の総合美術館としての特色を生かした展覧会を
開催するもの

企画展数（本）
4 ～ 5

（H22は5）

4
①マイセン磁器の

300年展
②土門拳の昭和
③スタジオジブリ・

レイアウト展
④シャガール展

3
美術館施設維持保全
事業

開館10年を迎え、経年劣化等による設備更新などが必要
となっているため、鑑賞、表現、学習、交流の場として、来
館者が快適に利用できる施設の維持保全を行うもの

-
防犯カメラ設置工

事
他７事業

蔵棟冷暖房修繕
工事

他7事業

4
まつもと市民芸術館の
自主事業

市民福祉の増進、本市の文化芸術の振興のため、創造
発信型事業、鑑賞・招へい型事業、教育普及・育成・市民
参加型事業、アウトリーチ事業を行うもの

事業数（事業） 46 51

5
音楽文化ホールの自
主事業

市民の音楽文化の振興と福祉の増進のため、招聘事業、
自主企画事業、共催事業、セミナー事業を開催するもの

事業数（事業） 29 22

6
波田文化センター自
主事業

鑑賞・招聘型事業、自主企画事業を開催するもの 事業数（事業） 6 6

7 まつもと演劇祭
実行委員会（まつもと演劇連合会ほかで構成）に補助金を
交付するもの

公演数（公演） 22 30

8 国際音楽祭事業

「楽都」を標榜する本市の実践活動として「セイジ・オザワ
松本フェスティバル」への共催、支援協力を行うとともに、
独自の関連事業を展開し、音楽文化の発展と地域の振興
を図るもの

観賞者数（人） 91,996 84,382

9 市芸術文化祭
市内で市民芸術・文化活動を専門的に行っている団体・
個人が一同に会して、それぞれの活動を披露する機会を
設けるもの

出品数（点）
上演者数（人）
入場者数（人）

1,610
2,519
14,038

展示部門　14団体
上演部門　17団体

26,330人

４　芸術を通した教育の充実

⑵　表現・学習・交流の場の充実

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

講座数（講座） 36 47

利用人数（人） 1,361 1,529

1 教育普及事業
参加・体験型のワークショップや講座など子供から大人ま
で美術の実践のきっかけ作りになる事業を実施するもの

1 美術資料の収集事業
松本市美術館の収集方針に基き、かけがえのない美術遺
産を収集し後世に引き継ぐもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

8 9 3 14 5 -

13 6 83 2 1 -

4
①モダンデザイン

の精華展
②草間彌生展

③館蔵作品セレク
ション展

④老いるほど若く
なる展

4
①柳宗悦展

②メアリー・ブレア
原画展

③藤松博展
④モローとルオー

展

4
①伊万里展
②たぐ展☆

③秋山白巖展
④老いるほど若く

なる展

4
①戦後日本住宅

伝説
②篠山紀信展

③橋本雅邦と幻の
四天王

④トリプルアタッ
ク！

4
①ﾊﾞｰﾅﾄﾞ･ﾘｰﾁ展
②遥かなる山－発
見された風景美
③飯沼英樹展

④老いるほど若く
なる展

継続 - 継続 美術館

中央監視システム
更新

冷温水発生装置
分解整備

氷蓄熱ユニット修
繕

監視カメラ改修
空調設備氷蓄熱

システム整備

吸収式冷温水発
生機気密検査、修

理作業
他３事業

吸収式冷温水発
生機抽気装置設

置工事
空調機操作盤改
造等電気設備工

事

非常用照明・受変
電操作用蓄電池

取替修繕

計画的施設整
備

- 継続 美術館

24 48 49 46 44 50 88.0% 継続 文化振興課

26 28 28 28 26 継続 - 継続 文化振興課

5 5 6 11 10 継続 - 継続 文化振興課

32 37 46 42 48 27 177.8% 継続 文化振興課

88,071
49762

※雨天によりパ
レードが中止

54,274 83,272 88,958 継続 - 継続
国際音楽祭推
進課

展示部門　14団体
上演部門　19団体

24,664人

展示部門　12団体
上演部門　22団体

24,077人

展示部門　14団体
上演部門　20団体
特別公演　2公演

25,383人

展示部門　10団体
上演団体　20団体
個人　　　　　　9人

22,696人

展示部門　10団体
上演団体　23団体
個人　　　　　　9人

25,654人

継続 - 継続
生涯学習課・中
央公民館

H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

110 41 34 47 164 -

7,910 1,106 830 1,206 7,883 -

継続 継続 美術館

継続 美術館継続



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

2
美術館開館10周年事
業（再掲）

開館10周年を記念し、大型の展覧会を開催するとともに、
展示作品を市民がより深く理解するための出前講座や子
供向け講座を新たに立ち上げるもの

出前講座の開催
シャガール展出前

講座
シャガール展
9回　370人

3
美術館施設維持保全
事（再掲）

開館10年を迎え、経年劣化等による設備更新などが必要
となっているため、鑑賞、表現、学習、交流の場として、来
館者が快適に利用できる施設の維持保全を行うもの

-
防犯カメラ設置工
事
他７事業

蔵棟冷暖房修繕
工事
他7事業

開催回数（回） 78 全館

参加人数（人） 2,804 全館

開催回数（回） 76 45

参加人数（人） 41,890 35,241

開催回数（回） 24 317

参加人数（人） 1,085 7,988

５　歴史・文化資産の保護と活用

⑴　松本まるごと博物館構想の推進

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

講演回数（回） 3 3

整備地区（地区） 5 4

2
指定無形民俗文化財
保存活用事業

無形民俗文化財として指定された行事に対し、活動の存
続と、世代の継承ができるように補助金を交付するもの

補助金交付団体
数（団体）

6 6

3 史跡ゾーン整備事業
各地区の歴史研究会や史談会などに委託し、地区内の
歴史案内看板や標識を設置するもの

整備地区 白板地区 田川地区

4 文化財記録保存事業
市内の無形民俗文化財や近代化遺産等、今後失われる
もの又は失われるおそれや、変容してしまうおそれのある
文化財の現状を記録し、保存・伝承を図るもの

-
山城測量、コトヨウ
カ調査

山崎歯科医院記
録保存調査

5 文化財修理事業
補助指定文化財の保存のために行う修理に対し、補助金
を交付するもの

補助金交付件数
（件）

5 4

6
指定文化財保存等活
動団体補助事業

指定史跡を地域で保存していくための活動を行っている
団体へ補助金を交付するもの

補助金交付件数
（件）

1 1

7 市内遺跡発掘報告会
毎年、その年に発掘された成果について、講座や現地報
告会等を開催し、市民の埋蔵文化財への理解と関心を高
めるもの

参加人数（人） 128 365

1
文化財保存活用推進
事業

松本市地域文化財連絡協議会に委託し、文化財環境整
備や、講演会などを行うもの

4 地域文化事業の振興

市民の主体的・日常的な文化活動を促進・援助し、創作
活動の発表の場と鑑賞の機会拡充をはかるため、各種文
化事業の実施や団体主催事業の後援など、市民文化の
普及と向上を図るもの

5 地区文化祭
各地域での市民芸術・文化活動の促進のため、作品の展
示や上演団体・個人の発表の機会を設けるもの

6
芸術・文化に親しむ講
座

芸術・文化に親しみ、理解する機会として、絵画や音楽に
ついて学ぶ講座を開催するもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

草間彌生展
9回　254人

 －  － - - 継続 - 終了 美術館

中央監視システム
更新
冷温水発生装置
分解整備
氷蓄熱ユニット修
繕

監視カメラ改修
空調設備氷蓄熱
システム整備

吸収式冷温水発
生機気密検査、修

理作業
他３事業

吸収式冷温水発
生機抽気装置設

置工事
空調機操作盤改
造等電気設備工

事

非常用照明・受変
電操作用蓄電池

取替修繕

計画的施設整
備

- 継続 美術館

全館 全館 全館 全館 146 100 -

全館 全館 全館 全館 14,334 3,500 -

35館 35館 35館 全館 33 -

35館 35館 35館 全館 30,166 -

全館 全館 全館 全館 17 35 -

全館 全館 全館 全館 3,537 1,300 -

H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

3 3 3 3 3 -

3 4 2 3 4 -

6 6

平成２６年度から
「６指定文化財保
存等活動団体補
助事業」へ統合

- - 6 - 変更 文化財課

第一地区 松南地区 庄内地区 第三地区
5地区（四賀・奈

川・安曇・梓川・波
田)

毎年１地区整
備

100% 継続 文化財課

山崎歯科医院記
録保存調査

下條家住宅（徒士
町）記録保存調査

第３分団火の見櫓
記録保存調査

松本の念仏塔と念
仏行事調査

旧新村駅舎記録
保存調査

ぼんぼん・青
山様、ミキノク

チ 調査
- 継続 文化財課

2 8 5 5 7 継続 - 継続 文化財課

1 0 12 13 17 継続 - 継続 文化財課

86 130 133 250 254 500 50.8% 継続 文化財課

継続

継続
生涯学習課・中
央公民館

継続

継続 継続

文化財課

生涯学習課・中
央公民館

継続
生涯学習課・中
央公民館



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

8
市所有文化財保存整
備事業

市が所有する文化財の保存整備を計画的に実施するもの
【当面の対象物件】橋倉家住宅（県宝）、針塚古墳（県史
跡）、戸田家廟園及び前山寺長屋門（市史跡）、源智の井
戸（市史跡）、槻井泉神社の湧水とケヤキ（市特天）、松澤
家長屋門（四賀地区・市重文）、松田屋（奈川地区・未指
定）

-
戸田家廟園樹木
剪定

槻井泉神社欄干
修
理、源智の井戸洗
浄

9
殿村遺跡史跡整備事
業

現地保存が決まった四賀地区の殿村遺跡の史跡整備に
必要な調査を専門家の指導を得て実施するもの

-
調査指導委 員会
の設置、調査計画
の策定

第3次発掘調査、
航空写 真測 量の
実施、虚空蔵山城
跡の 詳 細地 形測
量の実施1/3、調
査概要 報告 書の
作成

10
白骨温泉の噴湯丘及
び球状石灰石保存管
理計画策定事業

現状把握をしたうえで、文化財の守るべき価値を明らかに
し、適正な保存活用を行っていくための保存活用計画を
策定するもの

平成２９年度の策
定完了（同３０年度
周知）

- -

11
小笠原氏城館群史跡
整備事業

井川城跡及び県史跡小笠原城跡のさらなる保存・活用を
推進するため、国史跡の指定を受け整備を行うもの

- - -

12
文化財建造物の耐震
診断

市が所有する県・市指定の文化財建造物の耐震診断及
び耐震対策の実施及び指導を行うもの。

耐震対策の実施 - -

13
波多腰家住宅保存整
備事業

登録有形文化財の波多腰家住宅（波田地区）の保存整備
を図るもの

 －
調整中 調整中

14
歴史文化基本構想策
定事業

文化財等を活かした特徴あるまちづくりのための基本構想
を策定するもの

 － 調整中 調整中

５　歴史・文化資産の保護と活用

⑵　博物館事業の推進

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

1
博物館パスポートの配
付

市内の全小中学生全員に配布し、本人と保護者１人の観
覧料を減免（当該年度1年間有効）するとともに、市内への
転入者に配布し、世帯全員の観覧料を減免するもの（転
入日から1年間有効）

利用者数（人） 4,848 4,146

2 特別展の開催
地域の歴史・文化・自然・産業・人物等をテーマにした館
蔵資料の企画展、全国規模の特別展を開催するもの

展覧会数 9 9



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

中山古墳群炭焼
場跡改修

針塚古墳整備、戸
田家廟園樹木剪
定、源智の井戸整
備、中山１５号墳
整備

槻井泉神社の湧
泉とケヤキ保存整
備、松田屋応急修
理、松澤家長屋門
応急修理、中山６
２号古墳整備、波
田小学校のアカマ
ツ林松枯れ防止、
戸田家廟園旧前
山寺長屋門保存
整備工事実施設
計

波田小学校のアカ
マツ林松枯れ防
止、戸田家廟園旧
前山寺長屋門保
存整備工事

戸田家廟園内陣
等保存整備、槻井
泉神社の湧水とケ
ヤキ修景、松田屋
トイレ営繕、犀川通
船記念碑改修

計画的保存整
備

- 継続 文化財課

第4次発掘調査、
虚空蔵 山城 跡の
詳細地 形測 量の
実施2/3、調査概
要報告書の作成

第5次発掘調査、
虚空蔵 山城 跡の
詳細地 形測 量の
実施3/3、調査概
要報告書の作成、
シンポジウム開催

第6次発掘調査、
現地説明会開催、
調査概要報告書
の作成、報告会開
催

第７次発掘調査、
現地説明会開催、
第6次発掘調査報
告書作成、石造物
調査、報告会の開
催

第８次発掘調査、
現地説明会開催、
第7次発掘調査報
告書作成、石造物
調査報告書作成、
報告会の開催

史跡整備 - 継続 文化財課

- -

崩落防止工事の
現状変更許可に
必要な「隧通し」の
地質学的調査を先
行実施

保存活用計画策
定委員会設置・開
催、地形測量実
施、「隧通し」工事
現状変更同意・着
工

保存活用計画策
定委員会開催、噴
湯丘分布調査実
施、地元説明会実
施

地形測量から
分布調査へ移

行
- 新規 文化財課

- -

井川城跡発掘調
査、発掘現地説明
会(井川城跡)、林
大城縄張り調査

井川城跡調査報
告書刊行、林大城
測量・縄張調査、
調査成果地元報
告会、史跡指定方
針確定

井川城跡・林大城
史跡指定、林小城
発掘調査、林大城
講座

史跡指定（具
申）

- 新規 文化財課

-

橋倉家住宅、司祭
館、裁判所、高橋
家住宅、馬場家灰
部屋、宝来屋の予
備診断を実施

国指定文化財の
耐震基礎診断の
実施計画管理

国指定文化財の
耐震基礎診断の
実施計画管理
（松本城・旧松本
高等学校校舎）

国指定文化財の
耐震基礎診断の
実施計画管理
（松本城・旧松本
高等学校校舎・旧
開智学校）

継続 - 継続 文化財課

活用方針決定 建造物調査 - - - - - 中止 文化財課

各地区の文化財
把握に向け、各地
区公民館に依頼

文化財調査
地区ごとの文化財
調査

地区ごとに文化財
調査、関連文化財
群の設定

各地区での調査結
果を、市全体のも
のとして統合・整理

各地区での調
査結果を、市
全体のものとし
て統合・整理

- 継続 文化財課

H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

4,652 4,365 4,717 4,481 4,932 継続 - 継続 博物館

9 13 16 13 12 継続 - 継続 博物館



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

3
学都松本・博物館関
連事業

学都松本・博物館シリーズとして、勧館楽学対談と学芸員
松本モノ語りを開催し、市民と学芸員が「ひとづくり」「まち
づくり」を語り合うもの

開催回数 11 17

4
市民学芸員養成講座
の開催

市民学芸員として、博物館事業に参画していただける人
材の育成と組織化を図るもの

参加人数（人） 6 9

5
七夕人形を活用した
施設間・地域間連携
事業

松本地域独自の七夕人形を公共施設と中心商店街など
で展示することで博物館への関心を高めるとともに、市民
協働によるまちづくりを推進するもの

展示施設数 173 221

6
子どもまる博ガイドブッ
ク刊行事業

市民団体の楽知ん見遊会との協働で、市内小学５年生全
員に子どもまるごと博物館ガイドブックを10年間、刊行して
いくもの

刊行冊数 1 1(2)

7 松本藩領ミュージアム
中信地区（江戸時代の松本藩領）を対象とする歴史・民俗
系博物館を紹介し、松本平の歴史・文化を学ぶ

講座・バス見学等
の開催回数　４回

- -

8 学芸員実習の受入れ 学芸員資格取得希望者の実習指導をするもの 受入人数（人） 11 13

9
博物館施設全体事業
の広報

広報まつもと、まるごと博物館行事案内及び館ニュースを
作成・配布するもの

配付部数（部） 30,000 30,000

10
（仮称）基幹博物館整
備事業

まるごと博物館構想の拠点となる（仮称）基幹博物館につ
いて、基本構想・計画に基づき、松本城周辺整備計画と
整合を図りながら整備を進めるもの

現市立博物館の
老朽化
（S43開館）

（仮称）
基幹博物館整備

（仮称）
基幹博物館整備

11
山辺学校歴史民俗資
料館特別展

山辺地区ゆかりの芸術家や地区の歴史・文化を広く知っ
てもらうとともに、県宝山辺学校歴史民俗資料館を多くの
方々に知ってもらうことを目的に絵画等の芸術品を展示す
るもの

観覧者数（人） 756 352

５　歴史・文化資産の保護と活用

⑶　松本城の保存・整備と活用

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

1 南・西外堀復元事業
「松本城およびその周辺整備計画」及び「松本市歴史的
風致維持向上計画」に基づき、都市計画道路内環状北線
整備事業と一体的に、南・西外堀を復元するもの

-

松本城南・西外堀復
元に係る事業計画の
策定

地元相談窓口を一本
化するため、建設部
に「松本城周辺整備
課」を設置し、意向調
査を実施

2 松本城石垣改修事業
平成14年～ 15年度に文化庁の指導により実施した史跡
松本城石垣現状調査（危険度調査）を基に、長期的に石
垣等の復元・修復を進めるもの

実施カ所
松本城二の丸御
殿跡西側内堀東
面石垣（１/４）

・二の丸石垣（２／
４）

3
松本城歴史資料保存
事業

松本城調査研究のために必要な地図・絵図の保存と活用
のため、平成22年度からデジタルデータ化に取り組み、27
年度までに約３０点程度の絵図等のデジタル化及び補
修・複製制作を計画的に実施するもの

実施点数
2点の大型絵図につ
いて、デジタルデー
タ化と複製版の作成

6点実施



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

7 4 3 2 4 継続 - 継続 博物館

市民学芸員の会
の組織化

2 2 6 2 10 20.0% 継続 博物館

284 280 287 282 298 継続 - 継続 博物館

1(3) 1（4） 1（5） 1（6） 1（7） 7 100%
継続

（H31終了）
博物館

- -

松本藩領ミュージ
アムマップ（中信地
区の博物館紹介

地図）の作成

講演会2回
藩領ミュージアム

マップ増刷

講演会1回
講演記録集刊行

継続 - 新規 博物館

9 6 8 8 4 継続 - 継続 博物館

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 継続 - 継続 博物館

（仮称）
基幹博物館整備

（仮称）
基幹博物館整備

（仮称）
基幹博物館整備

（仮称）
基幹博物館整備

・建設予定地の決
定

・施設構想及び建
設計画策定

継続 - 継続 博物館

356 323 917
0

耐震改修工事に
伴い

0
耐震改修工事に

伴い
継続 -

継続
H30年11月
末日まで耐
震改修工事

教育政策課
教育文化セン
ター

H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

・建設部再編により
「松本城周辺整備
課」を「城下町整備本
部」に改め、用地測
量、補償算定業務等
を実施
・松本城南・西外堀
の史跡追加指定に
向けた取組み

用地買収、建物補
償、補償算定、試掘
調査、史跡追加指定

用地買収、建物補
償、補償算定、試掘
調査、史跡追加指定

用地買収、建物補
償、補償算定、試掘
調査、史跡追加指定

用地買収、建物補
償、補償算定、試掘
調査

継続 - 継続
松本城管理事
務所

・二の丸石垣（３／
５）
・埋門石垣（１／３）

・二の丸石垣（４／
５）
・埋門南側石垣（２
／３）

・二の丸石垣竣工
・埋門南側石垣竣
工

本丸北外堀南面
石垣修理基本設
計、石垣測量

本丸北外堀南面
石垣測量、修理工
事実施設計、北裏
門東側門台試掘
調査

西側内堀東面
石垣改
修（1/4）

- 継続
松本城管理事
務所

7点実施中 ６点実施 ６点実施
・５点実施
・「松本城・城下町
絵図集」の刊行

戸田家文書複写
入手

継続 - 継続
松本城管理事
務所



通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

4 松本城保存管理事業

国宝松本城天守および史跡松本城を後世にしっかりと引
き継ぐための保存、管理の在り方や活用方法を検討し、整
備計画の見直しを含めた｢松本城保存管理計画（保存活
用計画（建造物）、保存管理計画（史跡））｣を策定するもの

- - -

5
松本城各種行事運営
事業

松本城天守を背景に日本の伝統文化に触れる機会や、
松本城を身近に感じていただく機会を提供し、文化財保
護意識の醸成と市街地の活性化を図ることを目的に、恒
例の夜桜会、薪能、月見の宴、古流砲術演武、お城まつ
り等に加え、各種お茶会などを開催したもの

参加人数（人） 209,254 205,932

6

(変更前）世界遺産登
録推進事業
（変更後）松本城世界
遺産推進事業
　➡　組織改編による
事業名変更

（変更前）松本城を中核としたまちづくりを推進するため、
また、世界遺産の登録に向けて、現在世界遺産暫定一覧
表への追加資産の検討を、(仮称)国宝四城世界遺産登
録推進会議準備会で調査研究の取組みをしていくもの
（変更後）国宝松本城を様々な脅威から保護・保存し、次
世代へ継承するため、世界遺産登録を目指しており、「国
宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会と連携して、市
民等への普及啓発に取り組むとともに、関係機関及び専
門家等と学術研究を進めるもの。

・市民等へ「松本
城が世界遺産登
録を目指してい
る」ことの認知度
・世界的視野で
「近世城郭の天守
群」の顕著な普遍
的価値の証明

国宝四城近世城郭
群研究会を開催（3回
実施）専門家のアド
バイスを交え、複数
の遺産群を追加する
拡大登録をめざす方
向性について確認

・研究会（３回）を開
催
・担当者打合せ会議
（３回）を開催
・国宝四城近世城郭
郡研究会を（仮称）国
宝四城世界遺産登
録推進会議準備会
へ移行し、準備会（１
回）を開催

・松本城床磨き：
大人（回）

6 6

・松本城床磨き：
子ども（回）

5 5

・松本城の歴史夏
休み子ども勉強会
（回）

1 1

参加総人数（人） 43 765

参加人数：松本城
床磨き大人（人）

326

参加人数：松本城
床磨きこども（人）

427

参加人数：松本城
の歴史夏休み子
ども勉強会（人）

12

7
松本城の教育普及・
研究推進事業

松本城を中心とした学習の場の提供を行い、市民の学習
意欲に応え、松本城の保存をすすめる市民を育む場とし
ていくもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

 ・「松本城保存活用
計画（建造物）策定」
に向け天守の破損状
況調査を実施

・国宝松本城保存活
用計画策定に向け委
員会設置・開催等
・史跡松本城保存管
理計画策定に向け、
史跡平面図を作成

・国宝松本城天守保
存活用計画策定
・史跡松本城保存管
理計画の検討

史跡松本城保存管
理計画の検討

計画発効 計画発効 - 計画発効
松本城管理事
務所

175,795 163,878 198,969 175,294 214,620 継続 - 継続
松本城管理事
務所

・準備会(2回)を開催
・担当者打合せ会議
（２回）を開催
・専門家を交えた
ワーキンググループ
の設置及び会議（２
回）を開催

準備会(３回)を開催
・担当者打合せ会議
（3回）を開催
・専門家を交えた
ワーキンググループ
（２回）を開催
・国宝松本城天守普
遍的な価値の調査委
託

準備会(3回)を開催
・担当者打合せ会議
（3回）を開催
・専門家を交えた
ワーキンググループ
（2回）を開催
・国宝松本城天守普
遍的な価値の調査委
託

・松本城検定クイズ
（7校19クラス545名）
・松本城親子探検ツ
アー（2回）を開催
・準備会（3回）を開
催
・専門家を交えた
ワーキンググループ
（1回）を開催
・同種資産との比較
研究業務委託

・松本城検定クイズ
（9校697名）
・松本城親子探検ツ
アー及びオトナのた
めの松本城見聞会
（各1回）を開催
・準備会（3回）を開
催
・専門家を交えた
ワーキンググループ
（2回）を開催
・同種資産との比較
研究業務委託
・日本イコモス国内委
員会に係る資料作成
支援業務委託

継続 - 継続 文化振興課

6 6 6 8 8 -

5 5 5 5 5 -

1 1 1 1 1 -

802 662 867 1,097 1,122 -

348 272 428 539 553 -

435 361 413 518 550 -

19 29 26 40 19 -

継続
松本城管理事
務所

継続



６　教育委員会の機能充実

⑴　開かれた会議運営と市民意見の反映

通番 事業名 事業概要 指標 現状（H22） H23実績

回数：地区住民
（回）

1 1

参加人数：地区住
民（人）

46 38

回数：教職員など
（回）

1 1

参加人数：教職員
など（人）

27 18

回数：小中学生
（回）

1 1

参加人数：小中学
生（人）

20 14

開催回数（回） 2 2

（実施会場）
（あがたの森文化
会館、波田公民

館）

（あがたの森文化
会館、寿台公民

館）

団体数（団体） 3 3

(団体名）

2 移動教育委員会
地区に出向き教育委員会を開催することにより、地区住民
に教育委員会の役割を理解してもらうもの

3
他団体との意見交換
等

PTA連合会等の関係団体や外部団体、附属機関との意
見交換会を開催し、教育委員会の取組みを説明するとと
もに、各種団体の意見を聞くもの

1 地区の皆さんと語る会
市民や各種団体等と教育委員とが様々な教育課題につ
いて意見交換することにより、市民ニーズを教育施策に反
映させ、より地域に密着した教育行政の推進を図るもの



H24実績 H25実績 Ｈ26実績 Ｈ27実績 Ｈ28実績 目標（H28）
達成率（％）
対目標値

方向性 担当課

2 1 1 3 2 2 100.0% 拡大

102 51 37 68 48 100 48.0% 拡大

1 1 2 1 0 1 0.0% 継続

7 24 73 18 0 40 0.0% 継続

0 0 0 1 0 1 0.0% 継続

0 0 0 26 0 40 0.0% 継続

3 2 1 3 3

（田川公民館、あ
がたの森文化会

館、教育文化セン
ター）

（南部公民館、あ
がたの森文化会

館）
（入山辺公民館）

(松本市文書館、
東部公民館、松原

地区公民館）

（なんぷくプラザ、
中山公民館、安原

地区公民館）

1 2 1 3 4

（ＰＴＡ，選挙管理
委員会、社会教育

委員会議

（あるぷキッズ支援室
教育相談員、こども

の権利相談室「こころ
の鈴」相談員、日本
語支援相談員、松本

市ＰＴＡ連合会）

4 100.0% 拡大 教育政策課

3 100.0% 拡大 教育政策課

教育政策課



 
 
 
議案第 ３ 号 

 
 小学校教科用図書の採択について 

 
１ 趣旨 
  平成３０年度から使用する松本市立小学校の教科用図書を、下表のとおり採択するも

のです。 
 
２ 経過 
 ⑴ 「特別の教科 道徳」の教科用図書について、松塩筑安曇地区教科用図書採択研究

協議会（以下「協議会」という。）に設けた調査研究委員会おいて、６月１５日から７

月１２日までの間に計５回の調査研究会を実施 
⑵ 調査研究委員会において調査結果報告書を作成し、協議会へ提出 
 ⑶ ７月１８日に開催された協議会において、調査結果報告書を基に同地区で使用する

教科用図書が選定され、協議会から結果について別紙のとおり報告 
 
３ 採択する小学校教科用図書 

 発  行  者 

特別の教科 道徳 光村図書出版（株） 

 
４ 参考資料 
 ⑴ 平成３０年度から使用する小学校教科用図書の採択について（通知） 
 ⑵ 平成２９年度松塩筑安曇地区教科用図書採択研究協議会小学校教科用図書  

調査研究結果報告書（平成２９年８月３１日まで非公開） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

教 育 委 員 会 資 料 
２９．７．２７ 

学 校 教 育 課 

担当 学校教育課 
課長 麻田 仁郎 
電話 ３３－９８４６ 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 





     
 
 
  
 
 
議案第 ４ 号  
 
 

平成２８年度松本市学校給食費会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

１  趣旨 

  平成２８年度学校給食費会計歳入歳出決算について、学校給食センター運営委員

会監事の監査を受けたので、松本市学校給食費会計事務処理規程第１７条に基づき、

決算認定するものです。 

 

 

２ 提出書類 

 ⑴ 平成２８年度松本市学校給食費会計歳入歳出決算書 

 ⑵ 平成２８年度松本市学校給食費会計歳入歳出決算監査意見書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

教育委員会資料 
２９．７．２７ 
学校給食課 

担当 学校給食課   

課長 山田 賢司  

電話 ８６－１１３０   

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 



　　　　　平　　成　　２８　　年　　度

　　　　　学　　校　　給　　食　　課

学　校　給　食　費　会　計 　歳　入　歳　出　決　算　書



予　算　現　額

当初予算額 区分 金額

1 千円 千円 円 円 円

1,186,300
1 1,157,230

1学校給食費 1,157,230
学校給食費 1,156,030 1,122,346,280 1,121,425,288 920,992
滞納繰越分 1,200 2,545,405 1,417,643 1,127,762

2 2,600
1繰　越　金 2,600

前年度繰越金 2,600 3,650,333 3,650,333 0
3 10

1預金利子 10
預金利子 10 987 987 0

2雑　　　入 0
雑　　　入 0 0

4運用資金 25,000

　 1借　入　金　 25,000
借　入　金 25,000 25,000,000 25,000,000 00

5 1,460

1,460
市補助金 1,460 1,399,757 1,399,757 0

1,186,300 1,186,300 1,154,942,762 1,152,894,008 2,048,754

補助金

平成２８年度　　学校給食費会計歳入歳出決算書

歳　　入

収入済額

歳　入　合　計

繰　越　金

諸　収　入　

未収入額款　項　目
節

調定額

学校給食費

給　　食　　費



予　算　現　額

当初予算額 区分 金額

1 千円 千円 円 円

1,186,300

1 1,161,300

1原材料費 1,161,300 1,161,300 1,123,999,351 37,300,649

主　食　費 143,530 132,504,720 11,025,280　

牛　乳　費 211,420 199,326,167 12,093,833　

　 　 副　食　費 806,350 792,168,464 14,181,536　

2運用資金返済金 25,000 　

　 1返　済　金 25,000 　

返　済　金 25,000 25,000,000 0　　

1,186,300 1,186,300 1,148,999,351 37,300,649　
　 　 　 　 　

　 　 　 　

1,152,894,008円 　

1,148,999,351円 　

　　　　　 3,894,657円 　 　 　 　

歳　　入　　総　　額

歳　　出　　総　　額

歳入歳出差引残高

歳　　出

　

歳　出　合　計

不用額 備　考

給　　食　　費

学校給食費

款　項　目
節

支出金額





教 育 委 員 会 資 料 
２９．７．２７ 

生涯学習課・中央公民館 
議案第 ５ 号 
 
  松本市公民館運営審議会委員及び松本市Ｍウイング文化センター運営委員会 
  委員の委嘱について 
 
１ 趣旨 
  松本市公民館条例第３条及び松本市Ｍウイング文化センター運営委員会設置要綱 
第４条に基づく委員の任期（２年）が満了となっているため、新たに委員を委嘱す 
ることについて協議するものです。 

 

２ 選任について 

 ⑴ 委嘱委員数 

   ２０人 

 ⑵ 任期 

   平成２９年８月１日から平成３１年７月３１日まで 

 ⑶ 委員候補者 

   裏面のとおり 

 

３ 根拠法令（抜粋） 

 ⑴ 社会教育法 

   公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審

議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。 

 ⑵ 松本市公民館条例 

  ア 委員の定数は、１５人以上３０人以内とし、その任期は２年とする。 
  イ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。学校教育関係者、

社会教育関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、有識者、公募による

市民、教育委員会が必要と認める者 

 ⑶ 松本市公民館運営審議会規則 

 ⑷ 松本市Ｍウイング文化センター運営委員会設置要綱 
 
 

 

担当 生涯学習課・中央公民館 
課長 高橋 伸光 

   電話 ３２－１１３２ 



基準 期数 委任年月日 氏　　　名 所　　属　　等 選考 備考

1 1 H28.6.27 牛　山　雅　恵 松本市立芳川小学校長 校長会推薦

2 0 H29.8.1 宮　坂　俊　之 松本市立梓川小学校長 校長会推薦 新規

3 3 H25.8.1 御子柴　　　宏 前　寿公民館長 教育委員会指名

4 3 H25.8.1 奥村　二三雄 松本スペイン文化の会 教育委員会指名

5 2 H27.8.1 山　岸　勝　子 四賀地区社会福祉協議会　会長 教育委員会指名

6 2 H27.8.1 櫻　井　みき子 松本市女性団体連絡協議会 団体推薦

7 2 H27.8.1 酒　井　和　彦 NPO法人　IT初心者支援ネット松本　理事長 教育委員会指名

8 2 H27.8.1 立　石　恵　子 NPO　フリマネット信州　代表 教育委員会指名

9 2 H27.8.1 井　上　真由巳 松本市公民館報全市版編集委員 教育委員会指名

10 0 H29.8.1 圡　﨑　紘　子 宮田町中町会長 教育委員会指名 新規

11 0 H29.8.1 高　橋　昌　子 更生保護女性会会長 教育委員会指名 新規

12 0 H29.8.1 姥　貝　　　勇 松本市町内公民館長会会長 教育委員会指名 新規

13 0 H29.8.1 降　旗　都　子 第３地区まちづくり協議会副会長 教育委員会指名 新規

14 0 H29.8.1 下　澤　裕　一 元　地域づくり工房「ゆめ」プロジェクト　Peace of mind　代表 教育委員会指名 新規

15 1 H28.6.11 内　藤　　　謙 松本市ＰＴＡ連合会副会長 団体推薦

16 0 H29.8.1 久保田　由美 松本みんなの日本語教室代表 教育委員会指名 新規

17 2 H27.8.1 向　井　　　健 松本大学総合経営学部専任講師 松本大学推薦

18 0 H29.8.1 中　西　弘　充
信州大学　学術研究・産学官連携推進機構　リ
サーチアドミﾆストレーション室 URA/助教 信州大学推薦 新規

19 0 H29.8.1 峯　村　武　子 公募（元中学校英語教員） 公募 新規

20 0 H29.8.1 野　田　貴　嗣 公募（ＮＰＯ法人ＳＣＯＰ社員） 公募 新規

松本市公民館運営審議会委員・Ｍウイング文化センター運営委員名簿（案）

［平成２９年８月１日～平成３１年７月３１日］

学
校
教
育

社
会
教
育

有
識
者

公
募

家
庭
教
育



 
 
 
報告第 １ 号  

 
松本市科学博物館の臨時開館について  

 
１ 趣旨  

松本市科学博物館について、お盆期間中に多くの市民や観光客にプラネタリウ

ム投映等を鑑賞していただくため、教育文化センター条例第６条に規定する休館

日に臨時開館することについて報告するものです。  
 
２ 臨時開館日時  

平成２９年８月１４日（月） 午前９時から午後５時  
 
３ 周知方法  

⑴ 広報まつもと、市公式ホームページで周知  
⑵ 報道機関による周知  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育委員会資料  
２９．７．２７  
教育政策課  

担当  
教育政策課 課長 小林 伸一  
      電話３４－３２９２  
教育文化センター 所長 中村 誠  
      電話３２－７６００  

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかが

やくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう  



 

 

報告第 ２ 号 

 

夏季休業中の松本市立小・中学校閉庁について 

 

１ 趣旨 

教職員の多忙化解消のための１つの対応として、今年度から新たに夏季休業を設

定し、松本市立の全小・中学校を閉庁とすることにしましたので、その内容につい

て報告するものです。 

 

２ 理由 

⑴ 教職員の心身のリフレッシュと休暇取得促進を図り、地域活動や社会貢献活動

に参加しやすい体制の整備 

⑵ 省エネルギー対策 

 

３ 期間 

８月１４日から１６日までの３日間 

  ※ただし、この期間に土曜日、日曜日が含まれる場合には、新たな閉庁日は設け 

ない。 

 

４ その他 

⑴ 緊急時の連絡は教育委員会を通して学校長に行う。 

⑵ やむを得ない場合を除き部活動等についても、原則として行わない。 

⑶ 安全管理のため、学校職員による校内外の巡視を行う。 

      

５ 根拠法令 

  松本市立幼稚園、小・中学校管理規則  

（実施規程） 

第３２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項又はこの規則の施行につい

て必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料 

２９．７．２７ 

学校指導課 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 

担当 学校指導課 
課長 横田 則雄 
電話 ３３－４３９７ 



 

 
 
 
周知事項 １ 

 
「第７０回お城盆踊り」の開催について 

 
１ 趣旨 
国宝松本城を背景に、市民や観光客等がともに輪をつくり、「松本音頭」などの曲に 
あわせて踊り、交流を深める「第７０回お城盆踊り」を開催することについて周知する

ものです。 
 
２ 開催内容 
⑴ 期日 
平成２９年８月１４日（月）から１６日（水）まで 

   ※当日雨天の場合は、中止します。 
⑵ 時間 
   １９時から２１時まで 
 ⑶ 場所 
   松本城公園 
 
３ 主催 
  松本市教育委員会 
 
４ 主管 
  松本市中央公民館、松本レクリエーション協会 
 
５ 周知方法について    
 ⑴ 広報まつもと（８月号）への掲載 
 ⑵ 生涯学習情報誌「学びの森いんふぉめーしょん」（８月号）への掲載 
 ⑶ 松本市公式ホームページへの掲載 
⑷ 報道機関への周知 
 ⑸ 中央地区、市内旅館ホテル等へチラシ（Ａ４版）・ポスター（Ａ３版）を配布 
    別紙のとおり 

※チラシとポスターは同一デザイン 

教育委員会資料 

２９．７．２７ 

生涯学習課・中央公民館 

担当 生涯学習課・中央公民館 
課長 高 橋  伸 光 
電話 ３２－１１３２ 



第70回第70回

とき:8月14日月～16日水
　　　午後7時～9時
場所:松本城公園 ※雨天中止※雨天中止

【主催】松本市教育委員会
【主管】松本市中央公民館
　　　松本レクリエーション協会
【協力】松本城管理事務所
　　　松本市立博物館

【主催】松本市教育委員会
【主管】松本市中央公民館
　　　松本レクリエーション協会
【協力】松本城管理事務所
　　　松本市立博物館

問合せ：松本市中央公民館　TEL 0263-32-1132　FAX 0263-37-1153



8月5日（土）から8月16日（水）までの夏期時間延長期間
中、8時00分から17時30分までに和服（浴衣・甚平）で
ご来場されたお客様は、「国宝松本城・松本市立博物館
本館」の入場料が「無料」になります。是非、和服姿で、
水音が聞こえる情緒豊かな「松本城」や「城下町」の古き
良き街並みと文化に触れながら粋に歩いてください。

「お城盆踊り」の歴史

　昭和21年、終戦後世の中が混乱している
時代。
　進駐軍と知人関係にある市民を中心に、松
本市の教育や文化運動に携わっている団体
と、市役所、商工会議所の人たちが集まり、荒
廃した日本の復興のため、これからの文化、ス
ポーツ活動の振興と再組織化など、平和な文
化運動を模索した。
　その話し合いの中で、欧米のスポーツのほ
か、日本の柔道、剣道、囲碁などの話も進駐軍
から出されたが、集まっている人の中からお城
での盆踊りを提案する人がいた。

　盆踊りは、豊年満作を願う農民の一年に一
度の楽しみであり、ぜひ実現を…と、進駐軍と
交渉し、制約や条件付きではあったが、お城で
の盆踊りの許可が出された。　
　5、6回目からは米兵も加わり、和気あいあい
と賑やかな盆踊りとなっていった。
　暗く沈むみんなの心に明かりを灯したいと願
う市民たちの手により始まったのが、この「お城
盆踊り」である。

　市民に親しまれ愛されてきた「お城盆踊り」も
今年で70回目を迎えます。盛大に今回も開催しま
すので、多くの方のお越しをお待ちしております。

和服来場者
入場無料イベント



 

 

 

 

周知事項 ２ 

 

 

彫刻家「洞澤今朝夫追悼展」－夢を織り込む－の開催について 

 

１ 趣旨 

松本市梓川アカデミア館企画展 彫刻家「洞澤今朝夫追悼展」の開催について周知

するものです。 

 

２ 企画展の概要 

⑴ 内容   昨年逝去された松本市出身の彫刻家・洞澤今朝夫の作品約３０点の展示

及び市内に設置された作品を写真パネルで紹介します。 

⑵ 期間   平成２９年７月２９日（土）から８月１３日（日）まで 

月曜日は休館 

⑶ 会場   松本市梓川アカデミア館 ギャラリー 

⑷ 開館時間 ９時から１７時まで 

⑸ 観覧料  通常観覧料 大人２００円、小中学生１００円 

⑹ 主催   松本市梓川アカデミア館 

⑺ 後援   松本市教育委員会 

 

３ 周知方法 

⑴ 広報まつもと８月１日号に掲載 

⑵ 市内公民館、教育施設等にチラシ配布 

⑶ アカデミア館ホームページ等へ掲載 

⑷ 報道機関への周知 

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料 

２ ９ ． ７ ． ２ ７ 

美 術 館 

担 当 美術館 
副館長 清澤 秀幸 
電 話 ３９－７４００ 

「学都松本へ」 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 





 
 

教育委員会資料 

２９．７．２７ 

松本城管理事務所 

 

周知事項 ３   

 

松本市市制施行１１０周年記念 

第３６回国宝松本城「薪能」の開催について 

 

１ 趣旨 

  国宝松本城を背景に、日本の伝統文化である薪能に触れる機会や、松本城を身近に感

じていただく機会を提供し、文化財保護意識の醸成と市街地の活性化を図ることを目的

として開催することについて周知するものです。 

 

２ 開催概要 

⑴ 日時  平成２９年８月８日(火) ※雨天中止 

＊開会式 １７時３０分から１８時００分まで 

＊公 演 １８時００分から２０時３０分頃まで 

⑵ 場所  国宝松本城本丸庭園 特設舞台 

⑶ 主催   松本市・松本市教育委員会 

⑷ 公演者 能／観世流 坂井
さ か い

 音
おと

重
しげ

 師 ほか 

狂言／大蔵流 山本
やまもと

 東次郎
とうじろう

 師 ほか 

⑸ 番組  能／花月
か げ つ

・安達
あ だ ち

原
がはら

、狂言／二人
ふ た り

大名
だいみょう

 

⑹ 料金  鑑賞無料（１５時００分から本丸庭園のみ無料、天守に登られる方は有料） 

⑺ 駐車場  松本城西側の臨時駐車場を１６時３０分から２１時３０分まで無料開放 

 

３ 周知方法 

⑴ 広報まつもと及び関係機関紙に掲載 

⑵ 各報道機関に依頼 

⑶ 国宝松本城公式ホームページに掲載 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 

担当 松本城管理事務所 

所長 中嶋 岳大 

電話 ３２－２９０２ 


